




はじめに 

 

 

平塚市では、平成 19 年（2007 年）に「ひらつか男女共同参画プラン 2007」を策定し、全

ての個人が性別に関わりなく互いに人権を尊重し、喜びや責任を分かち合い、個性と能力を発揮で

きる男女共同参画社会を実現することを基本理念として、これまで様々な取り組みを進めてきまし

た。 

この間、国では、「第 4 次男女共同参画基本計画」の策定、「女性の職業生活における活躍の推進

に関する法律」の成立、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」の改正など

の動きがありました。また、東日本大震災や熊本地震の教訓から得た、男女共同参画の視点で捉え

た防災分野での課題など、社会情勢の変化に応じた課題も浮かび上がってきました。 

そこで、このたび、これまでの理念を継承しつつ新たな課題にも対応した、第 4 次目となる「ひ

らつか男女共同参画プラン 2017」を策定しました。 

この計画では、「ワーク・ライフ・バランス（仕事と家庭の調和）の推進」を基本方針の一つに

位置付け、本市が一事業所として率先して取り組む「市の率先行動」や「事業所の実践する働き方

改革への支援」などを施策の方向として掲げています。また、基本方針ごとに成果指標と目標値を

設定し、事業には担当課を明記して実効性をもたせています。 

男女がともに活躍できる社会の実現には、一人一人が意識を持ち、多様な主体と連携して取り組

むことが不可欠です。市民の皆様にも、男女共同参画の現状やこの計画について御理解いただき、

男女が共に輝く社会づくりがより一層広がっていくよう願っています。 

結びに、計画の策定にあたり、多大なお力添えいただいた「ひらつか男女共同参画推進協議会」

委員の皆様をはじめ、貴重な御意見をお寄せいただいた市民の皆様に心から御礼申し上げます。 

 

 

平成 29 年（2017 年）２月 
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< 基本理念 > 

基本方針２ 

 

ワーク・ライフ・バランス 

（仕事と生活の調和）の推進 
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<      > 

基本方針１ 

 

さまざまな分野における 

女性の活躍推進 

基本方針３ 

 

男女の心とからだを 

大切にする環境づくりの推進 
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１ 意思決定過程への積極的

な女性の登用推進 

４ 男女の地域社会参画の支援 

５ 防災分野における女性参画の推進 

６ 育児、介護などを社会的に支える環境づくり 

７ 職業生活における女性の能力発揮のための支援 

８ 仕事と生活の両立ができる職場環境の構築 

９ 市役所におけるイクボスの推進 

10 男性の家事、育児、介護参画の意識づくり 

11 男性自らの働き方の見直し 

12 事業所におけるイクボスの推進 

13 女性活躍推進のための協議 

14 ＤＶ被害者に対する相談体制の充実 

15 ＤＶ被害者の自立に向けた支援の充実 

16 ＤＶ防止のための啓発 

17 ハラスメント防止のための啓発 

18 児童、障がい者、高齢者に対する暴力の防止 

19 生涯を通じた健康支援 

 

< 施策の方向 > < 施策 > 

８ 心身の健康支援と性に関

する理解の促進 

３ 職業生活における女性の

活躍促進 

★女性活躍推進計画注１ 

６ 事業所の実施する働き方

改革への支援 

★女性活躍推進計画 

注１ 女性活躍推進計画：「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づく市町村推進計画 

注２ ＤＶ防止計画：「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に基づく市町村基本計画 

７ DV の根絶 

★ＤＶ防止計画注２ 

４ 市の率先行動 

１ 市役所組織における女性の登用、能力開発、職

域拡大の推進 

２ 市審議会等への女性参画の推進 

３ 地域組織役員への女性参画の促進 

５ 男性の家事、育児、介護

への参加の促進 

★女性活躍推進計画 

２ 地域社会における男女共

同参画の促進 
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第１章   計画の策定にあたって 
 

 １  計画の背景と趣旨 

本市では、平成 4 年（1992 年）に女性の地位向上と自立を図り、豊かな男女共同参画

社会の実現を目指し、21 世紀の創造とうるおいのあるまちづくりに向けて「湘南ひらつか

女性プラン」を策定し、平成 10 年（1998 年）には、男女共同参画によるまちづくりに向

かっての課題と施策を掲げ、市民の皆様と共に取り組むため、プランを改定しました。 

その後、平成 19 年（2007 年）に現行の「ひらつか男女共同参画プラン 2007」を平

成 28 年度（2016 年度）までの 10 年間を計画期間として策定し、市民一人一人が性別に

関わりなくあらゆる分野に参画することができる社会、また、女性に対する暴力や人権侵害

のない社会を実現するため、市民、事業所、地域、団体と市が力を合わせて様々な角度から

取り組んできました。 

しかし、現行プランの策定から 10 年が経過し、この間、次のような社会情勢の変化が生

じました。 

 

（１）平成 13 年（2001 年）に、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等

の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的として

公布、施行された「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（ＤＶ

防止法）」が、平成 25 年（2013 年）に改正され、配偶者からの暴力だけでなく、生

活の本拠を共にする交際相手からの暴力についても法の適用対象とされることとなり

ました。 

 

（２）平成 27 年（2015 年）に、女性が自らの意思によって職業生活を営み、又は営もう

とする女性が個性と能力を十分に発揮して職業生活においてより一層活躍することが

できるよう、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」

が制定されました。 
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（３）平成 23 年（2011 年）に発生した東日本大震災で、避難所での物資の備蓄や提供に

関する問題、避難所運営に関する問題等、男女共同参画の視点から様々な問題が明ら

かになりましたが、平成 28 年（2016 年）に発生した熊本地震でも同様な状況がみ

られました。これらの問題の背景としては、防災・震災対応に女性の視点が入ってお

らず配慮が足りないことや意思決定の場に女性が参画していないことが考えられ、改

めて男女共同参画の視点の重要性が認識されました。 

 

このような社会情勢の変化や現行プランの進捗状況、平成 27 年（2015 年）9 月に実施

した「平塚市男女共同参画に関する市民意識調査」の結果、「ひらつか男女共同参画推進協

議会」及び「平塚市男女共同参画管理会議」の意見を勘案し、これまでの取組をさらに推進

していくため、平成 29 年度（2017 年度）から平成 35 年度（2023 年度）までの 7 年

間を期間として、新たに「ひらつか男女共同参画プラン 2017」を策定しました。 
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 ２  計画の位置づけ  

（１）この計画は、「男女共同参画社会基本法」第 14 条第 3 項に規定された、本市におけ

る男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画です。 

（２）この計画は、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（ＤＶ防止

法）」第２条の３第３項に規定された市町村基本計画を兼ねるもので、次の箇所が該

当します。 

・基本方針３ 施策の方向７ 

（３）この計画は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」

第６条第２項に規定された市町村推進計画を兼ねるもので、次の箇所が該当します。 

・基本方針１ 施策の方向３ 

・基本方針２ 施策の方向５、施策の方向６ 

（４）この計画は、平塚市自治基本条例に基づく平塚市総合計画の個別計画です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  平

塚
市
自
治
基
本
条
例 

  

 

平
塚
市
総
合
計
画 

 

男女共同参画社会基本法 ＤＶ防止法 女性活躍推進法 

市町村男女共同参画計画 

第14条 

３ 市町村は、男女共同参画基本計画

及び都道府県男女共同参画計画を勘

案して、当該市町村の区域における男

女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策についての基本的な計画を定

めるように努めなければならない。 

市町村基本計画 

第２条の３ 

３ 市町村（特別区を含む。以下同

じ。）は、基本方針に即し、かつ、都

道府県基本計画を勘案して、当該市町

村における配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護のための施策の実

施に関する基本的な計画を定めるよ

う努めなければならない。

市町村推進計画 

第６条 

２ 市町村は、基本方針（都道府県

推進計画が定められているときは、

基本方針及び都道府県推進計画）を

勘案して、当該市町村の区域内にお

ける女性の職業生活における活躍

の推進に関する施策についての計

画を定めるよう努めるものとする。 

ひらつか男女共同参画プラン 2017 

 ・平塚市特定事業主行動計画 
・平塚市人権施策推進指針 

など 

・平塚市子ども・子育て支援事業計画 
・平塚市健康増進計画 

など 

個
別
計
画 関連計画 
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 ３  計画の期間  

計画の期間は、平塚市総合計画（平成 28 年度～平成 35 年度）との整合性を考慮して、

平成 29 年度（2017 年度）から平成 35 年度（2023 年度）までの７年間とし、前期を平

成 32 年度（202０年度）までの４年、後期を３年とします。 

前期の最終年度である平成 32 年度（202０年度）に社会情勢を踏まえた見直しを行いま

す。 

 

平成29年度 

(2017 年度) 

平成30年度 

(2018 年度) 

平成31年度 

(2019 年度) 

平成32年度 

(2020 年度) 

平成33年度 

(2021 年度) 

平成34年度 

(2022 年度) 

平成35年度 

(2023 年度) 

   

 

 

 

 

 

 

   

  

 

   前期 

見直し 

      ひらつか男女共同参画プラン２０１７  

   後期  
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第２章   平塚市の現状 
 

 １  人口の状況 

本市の総人口は、平成２年から平成 22年までの20 年間で約 15,000 人増加しています。 

しかし、平成 22 年以降減少し、将来推計人口では、平成 35 年には約 25 万 4 千人、さ

らに平成 52 年には約 22 万６千人にまで減少するとされています。 

年齢３区分別人口の推移をみると、年少人口（０～14 歳）と生産年齢人口（15～64 歳）

は減少しているのに対し、老年人口（65 歳以上）は増加が続いています。 

 

総人口・年齢３区分別人口の推移 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：平成 22 年（2010 年）までは、総務省「国勢調査」により作成 
平成 27 年（2015 年）からは、国立社会保障・人口問題研究所による「日本の地域別将来推 
計人口（平成 25（2013）年 3月推計）」により作成 

注１ 平成 35 年（2023 年）の推計値は、国立社会保障・人口問題研究所において公表されていな
いことから、平成 32 年（2020 年）と平成 37 年（2025 年）の総人口から予測して算出 

  

15歳未満人口 15～64歳人口 65歳以上人口

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

２
(1990)

７
(1995)

12
(2000)

17
(2005)

22
(2010)

27
(2015)

32
(2020)

37
(2025)

42
(2030)

47
(2035)

52
(2040)

（人）

将来推計人口確定人口 

平成 35 年（2023 年） 
約 25 万 4 千人注１ 

  
約 24 万 5 千人 

 
約 26 万人 

 
約 22 万 6 千人 

 

平成 
（西暦） 

（年） 
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合計特殊出生率※は、年によって増減はありますが、本市においては全国よりもやや低い

傾向が続いています。 

合計特殊出生率の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：（平塚市、神奈川県）神奈川県衛生統計年報 

（全国）人口動態統計（平成 26 年） 

  
※ 合計特殊出生率 

１人の女性が生涯に産むと推計される子どもの数 

  

  

1.24 1.25 1.25 1.25

1.25
1.27 1.28 1.29

1.32
1.34

1.39 1.39
1.41

1.43 1.42

1.291.271.26

1.291.20

1.28

1.201.13 1.22 1.23 1.23
1.25

1.37 1.37

1.26

1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26平成 （年度） 

平塚市 神奈川県 全国
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 ２  固定的な男女の役割分担意識の改革 

「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」という考え方については、「そう思う」と「どち

らかといえばそう思う」を合わせた“思う”の割合が 43.7％、「どちらかといえばそう思わ

ない」と「そう思わない」を合わせた“思わない”の割合が 55.0％となっています。 

性別でみると、女性に比べ男性で、“思う”の割合が高くなっています。 

年代別でみると、“思う”の割合は年齢とともに増加する傾向となっています。 

 

「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」という考え方について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：平塚市男女共同参画に関する市民意識調査報告書（平成 27 年） 

 
 

回答者 =

1,194 5.8 37.9 20.4 34.6 1.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

そう思う どちらかといえばそう思う

どちらかといえばそう思わない そう思わない

無回答

回答者 =

10歳代 43

20歳代 101

30歳代 172

40歳代 218

50歳代 193

60歳代 307

70歳代以上 153

4.7

5.0

5.2

5.5

7.2

9.2

27.9

40.6

29.1

34.9

39.9

39.7

47.7

30.2

17.8

20.3

21.6

22.8

21.2

12.4

30.3

26.1 4.6

2.1

44.8

36.6

37.2

37.6

34.7

1.6

0.5

0.5

0.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者 =

女性 669

男性 511

5.2

6.7

35.0

41.9

22.9

16.6 33.9

35.4

1.0

1.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%



  
 

10 

 

 
 

各分野における男女の平等感については、「学校教育の場」で「平等である」の割合が

68.8％と最も高くなっています。一方で、「政治の場」、「社会通念・慣習・しきたり」、「職

場」で「男性の方が優遇されている」と「どちらかというと男性の方が優遇されている」を

あわせた“優遇されている”の割合が高くなっています。 

 

各分野における男女平等について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：平塚市男女共同参画に関する市民意識調査報告書（平成 27 年） 

 
  

男性の方が優遇されている どちらかというと男性の方が優遇されている

平等である どちらかというと女性の方が優遇されている

女性の方が優遇されている 無回答

回答者 =1,194

家庭生活

職場

学校教育の場

政治の場

法律や制度上

社会通念・慣習・しきたり

地域活動（自治会・ＰＴＡ・
ボランティア活動など）

12.1

17.2

35.1

14.7

24.9

7.8

36.5

44.1

14.8

42.6

37.3

50.1

30.4

40.5

25.0

68.8

15.5

35.3

16.8

49.1

7.1

6.1

4.4

7.0

6.9

6.3

5.6

4.9

4.5

5.0

3.0

3.3

1.1

0.8

0.5

0.9

0.1

0.6

1.3

1.8

8.4

2.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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課題の検証  

○固定的な男女の役割分担意識の改革 

「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」という固定的な男女の役割分担意識は、全体的に

は反対する人が同感する人を上回り、意識の変化がみられます。しかし、性別、世代によっ

ては依然として同感する人が多くなっていることから、男女共同参画を進めることは誰にと

っても暮らしやすくなるという理解を深めていくことが必要です。また、社会制度や慣習の

見直しにつながる、身近で実践的な、幅広い世代に分かりやすい啓発活動を引き続き進める

ことが必要です。 
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 ３  さまざまな分野における女性の活躍推進 

女性が指導的地位に占める割合を増やすために必要だと思うことについては、「家族から

の支援や協力があること」が 58.5％と最も高く、次いで「男性優位の組織運営を改善する

こと」が 46.7％、「『役職等は男性がやるもの』という意識をなくすこと」が 45.2％となっ

ています。 

 

女性が指導的地位に占める割合を増やすために必要だと思うこと 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：平塚市男女共同参画に関する市民意識調査報告書（平成 27 年） 

 
 
 
 

回答者 = 1,194 ％

「役職等は男性がやるもの」
という意識をなくすこと

男性優位の組織運営を改善
すること

女性の能力開発のための研
修機会を充実させること

女性自身が積極的に参画意
識・意欲を持つこと

家族からの支援や協力があ
ること

女性の活動を支援するネット
ワークを広げて充実させるこ
と

方針決定の重要な役職に一
定の割合で女性を登用する
制度を充実させること

その他

わからない

無回答

45.2

46.7

22.2

44.6

58.5

22.4

28.6

4.5

5.9

2.4

0 10 20 30 40 50 60 70
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本市の一般行政職※における女性割合の状況は、職員における女性の割合は年々増え続け

ているのに対し、管理職における女性の割合は平成 24 年度にかけて減少しており、その後

は 11％前後で横ばいです。 

市（一般行政職）の職員における女性の割合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市（一般行政職）の管理職（課長代理以上）における女性の割合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：平塚市職員課資料により作成 

 
※ 一般行政職 

再任用職員、幼稚園教諭、消防職及び医療職を除いた行政職員  

353 358 378 399 399 408 412

1,197 1,216 1,224 1,230 1,241 1,250

838833831825838839837

1,190

32.932.432.631.129.7 29.9
33.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

22 23 24 25 26 27 28

（％）

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

（人）

平成 （年度） 

32 29 25 26 29 29 26

193 201 209 206 219 222 220

230 234 232
248 251

246225

11.6
10.6

11.711.210.7

12.6

14.2

0.0

5.0

10.0

15.0

22 23 24 25 26 27 28

（％）

0

100

200

300

400

（人）

平成 （年度） 

管理職（課長代理以上）の女性割合 職員の女性割合

女性職員数 男性職員数

管理職（課長代理以上）の女性割合

女性管理職数 男性管理職数
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本市の審議会等※における女性委員の割合は、平成 24 年度までは増加傾向で推移してい

ましたが、附属機関等の考え方の整理がされた平成 25 年度に 29.3％となり、以降毎年下

がっています。国や県と比べても少ない状況にあります。 
 

市審議会等における女性委員の割合 

 

 

 
 
 
 
 
 

出典：平塚市行政総務課資料により作成 

 
 
 
 

国・県の審議会等における女性委員の割合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：（国）審議会等における女性委員の参画状況調べ 

   （神奈川県）県民局の調査より 

 
※ 審議会等 

本市では、法及び条例で設置する附属機関並びに意見聴取のために行う懇話会のこと 

  

36.7

34.5

35.4
34.1

32.933.2
33.8

31.331.6

30.0 29.9

33.8

25.0

30.0

35.0

40.0

22 23 24 25 26 27

（％）

平成 （年度） 

国 神奈川県

女性委員数 委員数 女性委員の割合

182

974 947

695

322306 325
199 175

680 626

960
26.228.029.3

34.333.131.9

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

22 23 24 25 26 27

（％）

0

300

600

900

1,200

1,500
（人）

平成 （年度） 



  
 

15 

 
 

女性委員が一人もいない市審議会等の機関数は、平成 22 年度から平成 27 年度まででみ

ると、平成 22 年度は 6 機関でしたが、それ以降減少せず、10 機関前後で横ばい傾向です。 

女性委員のいない市審議会等の機関数 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

出典：平塚市行政総務課資料により作成 

 
 

本市の市議会における女性議員の割合は、平成 15 年度からは増加傾向にありましたが、

平成 27 年度には 17.9％となり減少しています。 

全国と比較すると、平成 15 年度にはほぼ同じ割合でしたが、平成 27 年度では 3.4 ポイ

ント上回っています。また、神奈川県と比較すると、平成 15 年度には 8.2 ポイント下回っ

ていましたが、平成 27 年度には 2.3 ポイントまで差が縮まっています。 

市議会における女性議員の割合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

出典：（平塚市）平成 27 年版平塚市男女共同参画に関する統計 

（全国、神奈川県）地方公共団体の議会の議員及び長の所属党派別人員調等  

5 64 5

283033 34

20.3 21.3
20.2

12.1

17.9

20.0

14.7 19.8

14.5
13.312.3

12.3

0

20

40

60

80

100

15 19 23 27

(人)

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

（％）

平成 （年度） 

女性委員がいない団体 附属機関及び懇話会等の数

8 8 11 9

56 61

6 10

60
5251 53

0

10

20

30

40

50

60

70

22 23 24 25 26 27

(機関)

平成 （年度） 

女性議員数 市議会議員数

女性議員の割合（平塚市） 女性議員の割合（神奈川県）

女性議員の割合（全国）
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本市の自治会における女性自治会長の割合は、10 年前と比べると高くなっており、平成

28 年度は自治会長の総数 230 人に対し女性会長は 17 人で、この 10 年で最も多くなりま

したが、割合でみると 7.4％と低い状況です。 

自治会における女性自治会長の割合 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：平塚市協働推進課資料により作成 

 

本市の小学校ＰＴＡにおける女性会長の割合は、10 年前と比べると高くなっていますが、

平成 28 年度はＰＴＡ会長の総数 28 人に対し女性会長は 7 人で、割合は 25.0％でした。 

小学校ＰＴＡにおける女性会長の割合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

出典：平塚市教育委員会社会教育課資料により作成  

13 13 14 10 14 16 17
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3.8

5.5 5.5
6.0
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6.0

4.3

6.1
6.9

7.4

0

50

100

150

200

250

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

（人）

0.0
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4
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14.3

25.0
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17.9

7.1

0
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19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

（人）

0.0

5.0
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20.0

25.0

30.0
（％）

女性会長数 割合

平成 （年度） 

平成 （年度） 

女性会長数 会長総数 割合
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本市の中学校ＰＴＡにおける女性会長数は、平成 21 年度以降 0 人になることはありませ

んでしたが、平成 26 年度に 4 人まで増えたものの、その後は減少し、平成 28 年度は総数

15 人に対し女性会長は 1 人でした。割合でみると 6.7％と低い状況です。 

中学校ＰＴＡにおける女性会長の割合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：平塚市教育委員会社会教育課資料により作成 

 

防災や災害復興対策において、性別に配慮した対応が必要か否かについては、「必要があ

る」と「どちらかといえば必要である」を合わせた“必要”の割合が 85.5％、「どちらかと

いえば必要ない」と「必要ない」を合わせた“必要ない”の割合が 4.7％となっています。 

防災や災害復興対策において、性別に配慮した対応が必要だと思うか 

 
 
 
 
 
 
 
 

出典：平塚市男女共同参画に関する市民意識調査報告書（平成 27 年） 

 
  

2 2 2
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2
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0.0
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（％）

女性会長数 割合

必要がある どちらかといえば必要である

どちらかといえば必要ない 必要ない

わからない 無回答

回答者 =

1,194 53.3 32.2 6.1

2.3 2.4

3.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成 （年度） 



  
 

18 

 
 

地域の防災訓練への参加の有無については、「参加した」の割合が 21.6％、「参加してい

ない」の割合が 76.0％となっています。 

性別でみると、男性に比べ女性で、「参加した」の割合が低くなっています。 

年代別でみると、20 歳代から年齢が高くなるにつれ、「参加した」の割合が高くなる傾向

がみられます。 

 

地域の防災訓練に参加したか 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

出典：平塚市男女共同参画に関する市民意識調査報告書（平成 27 年） 

 

  

回答者 =

10歳代 43

20歳代 101

30歳代 172

40歳代 218

50歳代 193

60歳代 307

70歳代以上 153

23.3

9.9

21.1

19.2

26.4

30.7

15.1

60.8

79.3

76.6

83.7

89.1

76.7

72.3

1.0

8.5

2.3

1.2

1.3

1.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者 =

1,194 21.6 76.0 2.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者 =

女性 669

男性 511

19.7

24.1 74.0

77.6 2.7

2.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

参加した 参加していない 無回答



  
 

19 

 
 

男女共同参画社会を実現していくために市が取り組むべきことについては、「事業所に対

して仕事と家庭を両立しやすい労働条件の整備・改善を働きかける」が 49.3％と最も高く、

次いで「保育や介護サービスを充実させる」が 48.8％、「子育てや介護等でいったん仕事を

辞めた人の再就職を支援する」が 34.5％となっています。 
 

男女共同参画社会を実現していくために平塚市が取り組むべきこと  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：平塚市男女共同参画に関する市民意識調査報告書（平成 27 年） 

回答者 = 1,194 ％

市の施策に関する審議又は調査等を行う場
（審議会等）に女性の参画を進める

市役所自らが他の事業所の見本となるよう、
責任ある立場に女性を積極的に登用する

事業所に対して仕事と家庭を両立しやすい労
働条件の整備・改善を働きかける

事業所に対して職場における男女格差の是
正を働きかける

男女共同参画の意識を高めるための情報紙
の配付や学習の場（講座など）を充実させる

夫婦がともに参加できる家事・育児や介護に
関する学習の場（講座など）を充実させる

子どもや若い世代を対象にした、自立する力
をつけるための男女共同参画の学習の場
（講座など）を充実させる

保育や介護サービスを充実させる

子育てや介護等でいったん仕事を辞めた人
の再就職を支援する

女性の能力・技術を高め、チャレンジを促す
ための支援を充実させる

女性を対象とした各種の相談やＤＶ被害から
救済するための体制を充実させる

学校教育における男女共同参画教育を進め
る

男女共同参画推進を目的とした市民活動を
支援する

その他

無回答

13.7

22.9

49.3

18.8

10.4

13.0

18.3

48.8

34.5

10.5

12.6

19.5

7.4

1.8

6.5
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本市の各年 4 月 1 日現在の保育所等の待機児童数は、平成 23 年以降年々増加していま

したが、平成 27 年、平成 28 年と 2 年連続で 0 人となっています。 

保育所等の待機児童数（４月１日現在） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：平塚市保育課資料により作成 

 
 

本市の性別就業率をみると、女性の就業率はほぼ横ばいの状況が続いています。また、女

性の就業率は依然として男性の就業率を下回っています。 

性別就業率の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：国勢調査 
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女性の就業率を年齢別でみると、Ｍ字カーブ※を描く傾向が続いており、全国よりもやや

大きい落ち込みとなっています。しかし、30 歳代での就業率の落ち込みは徐々に緩やかに

なっており、40 歳代以降の就業率も以前より高い傾向にあります。 
 

女性の年齢別就業率の推移【平塚市】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

女性・男性の年齢別就業率の推移【全国】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

出典：国勢調査 

 

※ Ｍ字カーブ 

日本の女性の就業率を年齢階級別にグラフ化したとき、30 歳代を谷とし、20 歳代後半と 40 歳代後半が山

になるアルファベットのＭのような形になること。結婚や出産を機に労働市場から離れる女性が多く、子育

てが一段落すると再び就職するという特徴があるためにこのような形になる。  
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女性が仕事を続けることに対してどう思うかについては、「結婚や子育てに関わらず、働

くことを選択するのは女性の自由である」の割合が 41.8％と最も高く、次いで「家事や子

育てと仕事とが両立するなら、結婚や出産に関わらずずっと働き続けてもよい」の割合が

23.5％、「子どもができたら仕事をやめ、ある程度大きくなったら再び仕事（正規）に就く

のがよい」の割合が 12.4％となっています。 

 

女性が仕事を続けることについて 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：平塚市男女共同参画に関する市民意識調査報告書（平成 27 年） 

 
 
  

回答者 =

1,194 41.8 5.0 23.5

0.8 0.7

12.4 8.1

2.3 1.5 0.3 1.7

2.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

結婚や子育てに関わらず、働くことを選択するのは女性の自由である

結婚や出産をしても仕事を続ける方がよい

家事や子育てと仕事とが両立するなら、結婚や出産に関わらずずっと働き続けてもよい

結婚したら仕事をやめる方がよい

子どもができたら仕事をやめる方がよい

子どもができたら仕事をやめ、ある程度大きくなったら再び仕事（正規）に就くのがよい

子どもができたら仕事をやめ、ある程度大きくなったら再び仕事（非正規）に就くのがよい

結婚を機に仕事をやめ、子どもがある程度大きくなったら再び仕事（正規）に就くのがよい

結婚を機に仕事をやめ、子どもがある程度大きくなったら再び仕事（非正規）に就くのがよい

女性は仕事をしない方がよい

その他

無回答
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課題の検証  

○政策・方針決定の場への女性登用 

活力ある社会づくりを進めるためには、男女が共に意見を出し合い、政策・方針の決定過

程の場に活かしていくことが大切です。政策・方針決定の場における女性の参画はあまり進

んでいない状況であり、関係機関や団体と連携しながら、女性の人材を育成し、女性自身の

意欲を高め、各分野で活躍する人材の掘り起こしを進めていくとともに、積極的改善措置（ポ

ジティブアクション）※の実行を通じて、女性の参画しやすい環境を整えることが必要です。 

市職員の管理職への女性の登用は進んでおらず、平成 27 年度では目標値を大きく下回っ

ており、女性の登用を推進する具体的な方策が必要であるとともに、女性職員の管理職登用

への意識改革も求められます。 

 

○防災分野における男女共同参画 

災害時には地域が結束して困難を乗り越えなくてはなりません。男女が共に自らの地域の

防災を担い、災害に備える活動への参画意欲を高めるために、誰もが参加できるきっかけづ

くり、参加しやすい活動などを検討していくことが必要です。 

 

  

※ 積極的改善措置（ポジティブアクション） 

男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参加する機会

に係る男女間の格差を改善するために必要な範囲において、男女のいずれか一方に対し当該機会を積極的に

提供すること。   
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 ４  ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進 

生活の中での優先度について、現状では、「『家庭生活』を優先」の割合が 28.5％と最も

高く、次いで「『仕事』と『家庭生活』をともに優先」の割合が 22.8％、「『仕事』を優先」

の割合が 17.8％となっています。 

希望では、「『仕事』と『家庭生活』と『地域・個人の生活』をともに優先」の割合が 25.0％

と最も高く、次いで「『仕事』と『家庭生活』をともに優先」の割合が 23.2％、「『家庭生活』

を優先」の割合が 16.3％となっています。 

 

生活の中での優先度（現状） 

 
 
 

 

 

 

生活の中での優先度（希望） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：平塚市男女共同参画に関する市民意識調査報告書（平成 27 年）  

回答者 =

女性 669

男性 511 4.5

19.6

12.1 5.5

16.9

11.2

25.4 4.5

3.9

1.6 3.4

26.8

20.3

7.4

4.3

25.0 3.5

3.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者 =

女性 669

男性 511

10.8

27.0

39.6

13.9 5.7

10.2

5.9

5.5

6.1

3.9

6.1 3.7

3.4

27.0

19.4

4.7

3.6

3.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

「仕事」を優先

「家庭生活」を優先

「地域・個人の生活」を優先

「仕事」と「家庭生活」をともに優先

「仕事」と「地域・個人の生活」をともに優先

「家庭生活」と「地域・個人の生活」をともに優先

「仕事」と「家庭生活」と「地域・個人の生活」をともに優先

わからない

無回答

回答者 =

1,194 16.3 23.2 3.7

2.8

4.4 5.8 14.5 25.0 4.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者 =

1,194 17.8 22.8 3.728.5 4.4 4.0 8.3 5.7 4.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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「ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）※」を推進していく考えについては、「そ

う思う」と「どちらかといえばそう思う」を合わせた“思う”の割合が 87.7％、「どちらか

といえばそう思わない」と「そう思わない」を合わせた“思わない”の割合が 3.6％となっ

ています。 

 

「ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）」を推進していく考え方について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：平塚市男女共同参画に関する市民意識調査報告書（平成 27 年） 

 
※ ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和） 

仕事と私生活とのバランスの取れたライフスタイルのこと。そのことにより、労働者には家庭や地域活動な

どに参加できる機会が与えられ、事業者にとっても生産性の向上、優秀な人材の確保などにつながるとされ

る。 

 

  

回答者 =

1,194 58.9 28.8 5.9

2.5 1.1

2.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

そう思う どちらかといえばそう思う

どちらかといえばそう思わない そう思わない

わからない 無回答

回答者 =

女性 669

男性 511 60.9

29.6

27.8

57.5
2.9

2.2

1.0

1.2

5.3

6.3

2.2

3.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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育児や家族介護のために、法律に基づき育児休業※１・子の看護休暇※２・介護休業※３・介

護休暇※４を取得できる制度を活用した育児休業などの取得については、育児休業で「ある」

の割合が 10.8％と最も高くなっています。一方で、子の看護休暇、介護休業、介護休暇で

「制度があることを知らなかった」の割合が高くなっています。 

 
 

育児休業などを取ったことがあるか 

 
 
 
 
 
 
 
【女性】 
 
 
 
 
 
 
 
【男性】 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

出典：平塚市男女共同参画に関する市民意識調査報告書（平成 27 年）  

回答者 = 612

育児休業

子の看護休暇

介護休業

介護休暇

10.8

7.0

57.0

49.2

47.2

46.6

23.2

24.5

32.2

31.0

12.3

10.1

11.4

6.9

7.0

7.4

7.4

3.6

3.1

2.1
0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者 = 299

育児休業

子の看護休暇

介護休業

介護休暇

17.1

8.4

3.0

2.3

47.2

42.1

36.8

36.8 37.1

39.5

26.8

24.4

13.7

11.7

13.7

2.3

9.4

9.7

9.0

9.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者 = 309

育児休業

子の看護休暇

介護休業

介護休暇

4.9

5.8

4.2

3.9

55.7

57.0

55.7

66.3

25.2

25.2

22.3

22.0

9.4

8.7

11.0

1.9

5.5

5.2

5.2

4.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ある ない

今まで必要となったことがない 制度があることを知らなかった

無回答
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法律に基づく制度を活用し、男性が休業や休暇を取得することについて、全ての項目で「取

った方がよい」と「どちらかといえば取った方がよい」を合わせた“取った方がよい”と思

う人が 7 割を超えています。 

 

男性が育児休業などを取ることについてどう思うか 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：平塚市男女共同参画に関する市民意識調査報告書（平成 27 年） 

 
※１ 育児休業 

労働者が、原則として 1歳に満たない子を養育するためにする一定期間（原則として 1歳に達する日まで

の連続した期間）の休業 

※２ 子の看護休暇 

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が、1年に 5日（子が 2人以上の場合は 10 日）まで、

病気、けがをした子の看護又は子に予防接種、健康診断を受けさせるために取得が可能な休暇 

※３ 介護休業 

労働者が、要介護状態にある対象家族を介護するためにする一定期間（対象家族 1人につき、通算 93 日ま

で）の休業 

※４ 介護休暇 

要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者が、1年に 5日（対象家族が 2人以上の場合

は 10 日）まで、介護その他の世話を行うために取得が可能な休暇 

 

  

回答者 = 1,194

育児休業

子の看護休暇

介護休業

介護休暇

43.2

42.2

47.9

31.7

36.6

33.8

34.8

9.6

6.8

7.7

5.4

8.0

8.1

7.8

6.7

3.9

4.4

4.4

3.8

44.6

1.4

3.5

1.9

1.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

取った方がよい どちらかといえば取った方がよい

どちらかといえば取らない方がよい 取らない方が良い

わからない 無回答
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課題の検証  

○男女の職業生活と地域・家庭生活との両立の推進 

男女とも仕事と家庭生活の優先と地域の生活との調和がとれた生活を望んでいるにもか

かわらず、男性は仕事優先に、女性は家庭優先になっていることから、特に男性の働き方の

見直しや、家庭に関わるような意識付けが必要です。 

 

○市役所における率先行動の推進 

女性の活躍推進のためにも、男性の働き方・暮らし方の見直しが欠かせないことから、一

事業所でもある市役所が率先して、子育てや介護を担う職員も含めた全職員が、働き方改革

によるワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）を実現することが必要です。 

 

○男女共同参画社会の実現に向けた企業における取組の促進 

事業所に対し、仕事と生活の調和がとれた生活が個人の生活や事業所にとっても有効であ

るという啓発を行うことが必要です。また、女性が結婚、出産、子育てを経験しても継続し

て就労しながら、経歴を積み重ねられる環境づくりを行うことが必要です。 
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 ５  男女の心とからだを大切にする環境づくりの推進 

本市の母親年齢階級別出生割合をみると、20 歳代はほぼ横ばいの状況が続いていますが、

30～34 歳ではやや減少傾向にあります。また、35 歳以上では割合が増加しており、いわ

ゆる晩産化が進んでいることがうかがえます。 

平成 26 年の数値を神奈川県と比較すると、20 歳代の割合が高く、30 歳代以上では低

くなっています。 

母親年齢階級別出生割合の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：神奈川県衛生統計年報 

 

母親年齢階級別出生割合の比較 

（平成 26 年） 

 
 
 
 
 
 
 

出典：神奈川県衛生統計年報 

  

9.0

25.8 28.5

37.5 34.9 36.7 36.6

1.61.11.21.3 1.59.19.510.4 9.8

26.0 25.7 26.8

33.6

22.1 21.5 20.9 22.0 23.7

5.35.05.74.12.9

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

22 23 24 25 26

（％）

平成 （年） 

平塚市

神奈川県

9.0

6.2 23.1 37.7

23.7

25.7 6.4

1.5

0.9

26.8 33.6 5.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20歳未満 20～24歳 25～29歳

30～34歳 35～39歳 40歳以上

20歳未満 20～24歳 25～29歳

30～34歳 35～39歳 40歳以上
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「平塚市女性のための相談窓口」が受けたＤＶ※の相談件数をみると、平成 18、19 年度

の約 150 件以降、減少傾向であったものの、平成 25 年度から増加に転じ、平成 27 年度

には 178 件と大幅に増加しています。 

 

「平塚市女性のための相談窓口」が受けたＤＶ相談件数 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：平塚市人権・男女共同参画課資料により作成 

 
※ ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス） 

親しい間柄の異性（配偶者・恋人・事実婚を含む）から受ける身体的、精神的、性的、経済的な暴力 

 
 

  

146 155

108 100
73 87

113

178

113 11099

0

50

100

150

200

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

（件）

平成 （年度） 
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親しい間柄の異性間（配偶者・恋人・事実婚を含む）において暴力だと思う行為かについ

ては、全ての項目で「暴力だと思う」が「暴力だと思わない」を上回っていますが、「携帯

電話、手紙、メールなどを勝手に見る」、「大声でどなる」では、「暴力だと思わない」の割

合が他に比べて高くなっています。 
 

親しい間柄の異性間における下記項目を暴力だと思うか 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：平塚市男女共同参画に関する市民意識調査報告書（平成 27 年）  

回答者 = 1,194

平手で打つ

相手が嫌がっているのにポ
ルノビデオやポルノ雑誌を
見せる

相手の交友関係や電話を
必要以上に監視する

大声でどなる

家に生活費を入れない

避妊に協力しない・妊娠中
絶を強要する

携帯電話、手紙、メールな
どを勝手に見る

勝手に借金をする・無理に
借金をさせる

何を言っても無視し続ける

外出を制限する

性的な行為の強要

「誰のおかげで生活できる
のだ」などと言う

「甲斐性がない」「稼ぎが悪
い」などと言う

88.9

85.2

78.6

84.0

90.6

72.2

87.6

81.9

81.7

90.3

83.2

80.7

6.2

9.5

10.9

15.7

10.2

20.8

6.7

12.1

12.2

3.9

11.2

12.6

4.9

5.3

5.7

5.7

5.8

6.3

7.0

5.7

6.0

6.0

5.9

5.6

6.7

83.4

3.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

無回答暴力だと思う 暴力だと思わない
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【女性】 

女性では、「携帯電話、手紙、メールなどを勝手に見る」で「暴力だと思わない」の割合

が高くなっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：平塚市男女共同参画に関する市民意識調査報告書（平成 27 年） 

 

  

回答者 = 669

平手で打つ

相手が嫌がっているのにポ
ルノビデオやポルノ雑誌を
見せる

相手の交友関係や電話を
必要以上に監視する

大声でどなる

家に生活費を入れない

避妊に協力しない・妊娠中
絶を強要する

携帯電話、手紙、メールな
どを勝手に見る

勝手に借金をする・無理に
借金をさせる

何を言っても無視し続ける

外出を制限する

性的な行為の強要

「誰のおかげで生活できる
のだ」などと言う

「甲斐性がない」「稼ぎが悪
い」などと言う

88.5

83.4

81.6

85.7

90.3

71.0

87.6

83.0

83.3

89.7

85.4

81.0

83.6

10.8

7.8

3.1

9.4

9.6

5.5

19.9

7.5

11.4

9.7

10.0

5.7

2.4

5.8

6.6

6.7

7.0

6.9

7.3

9.1

6.9

7.5

7.3

7.2

6.9

8.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

無回答暴力だと思う 暴力だと思わない
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【男性】 

男性では、「大声でどなる」、「携帯電話、手紙、メールなどを勝手に見る」で「暴力だと

思わない」の割合が高くなっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：平塚市男女共同参画に関する市民意識調査報告書（平成 27 年） 

 
  

回答者 = 511

平手で打つ

相手が嫌がっているのにポ
ルノビデオやポルノ雑誌を
見せる

相手の交友関係や電話を
必要以上に監視する

大声でどなる

家に生活費を入れない

避妊に協力しない・妊娠中
絶を強要する

携帯電話、手紙、メールな
どを勝手に見る

勝手に借金をする・無理に
借金をさせる

何を言っても無視し続ける

外出を制限する

性的な行為の強要

「誰のおかげで生活できる
のだ」などと言う

「甲斐性がない」「稼ぎが悪
い」などと言う

80.6

80.4

91.4

80.0

80.6

87.9

74.2

91.4

82.2

74.8

87.9

89.6

83.4

7.0

8.8

12.5

21.3

13.7

21.5

8.2

15.5

15.9

4.7

15.7

14.9

3.9

4.5

3.9

3.9

4.1

3.9

3.9

4.3

4.7

3.3

3.3

4.1

3.9

4.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

無回答暴力だと思う 暴力だと思わない
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暴力を「した」又は「された」経験については、「大声でどなる」で「した」の割合が高

くなっています。「大声でどなる」、「何を言っても無視し続ける」、「『誰のおかげで生活でき

るのだ』などと言う」で、「された」の割合が高くなっています。 

性別でみると、女性では、「大声でどなる」の「した」及び「された」割合、「『誰のおか

げで生活できるのだ』などと言う」の「された」割合が高くなっています。男性では、「大

声でどなる」「何を言っても無視し続ける」で「した」及び「された」の割合が高くなって

います。 

親しい間柄の異性間に下記項目をした/されたことがあるか 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：平塚市男女共同参画に関する市民意識調査報告書（平成 27 年） 

【全体】 

（回答者 = 1,194） 
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ＤＶ経験に関する相談の有無については、「相談しなかった」の割合が 60.0％、次いで「相

談した」の割合が 23.7％、「相談できなかった」の割合が 7.0%となっています。 

性別でみると、女性に比べ男性で、「相談しなかった」の割合が高くなっています。 

 

ＤＶ経験について誰かに相談したか 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：平塚市男女共同参画に関する市民意識調査報告書（平成 27 年） 
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課題の検証  

○あらゆる暴力をなくす社会・環境づくり 

安心して暮らせる社会づくりのため、男女における様々な暴力や差別、偏見などに問題意

識を持ち、正しく理解されるよう啓発することによって防止に努めるとともに、ＤＶ被害者

に対する支援が必要です。また、ＤＶ被害にあっても誰にも相談していない実態があるため、

相談機関の周知や情報提供の充実を図るとともに、関係機関が連携し安心して相談できる体

制づくりを進めることが必要です。 

 

○男女の生涯を通じた健康づくり 

性差やライフステージにより、それぞれで健康上の課題があり、生涯を通じて自分らしく

充実した生活を送るためには、性別によって異なる健康課題について男女共に正しい知識を

持ち、それぞれが心身の健康づくりに取り組むことが求められます。また、男女が互いの身

体的性差を理解し、互いを尊重することは、男女共同参画社会の形成には不可欠です。 

男女の性差に対する理解を深めるための啓発を促進するとともに、性差を踏まえた心身の

健康維持支援や予防施策を推進することが必要です。 
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第３章   施策の展開 
 

 １  計画の基本理念 

（１）基本理念 

女性も男性も全ての個人が、互いにその人権を尊重し、喜びも責任も分かち合いつつ、性

別に関わりなく、その個性と能力を十分に発揮できる社会を実現することを基本理念としま

す。 

 

（２）目標 

「男女がともに活躍できる社会の実現」 

 

（３）目標実現のための視点 

「固定的な男女の役割分担意識の改革」 

 

「男女がともに活躍できる社会の実現」のため、この計画では固定的な男女の役割分担意

識を改革することを基本的な視点として位置付け、全ての施策に取り組んでいきます。 

 

（４）３つの基本方針 

基本方針１ さまざまな分野における女性の活躍推進 

基本方針２ ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進 

基本方針３ 男女の心とからだを大切にする環境づくりの推進 

 

「男女がともに活躍できる社会の実現」のために、固定的な男女の役割分担意識の改革の

視点を持ち、3 つの基本方針で計画を推進します。 
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 ２  目標実現のための視点 

固定的な男女の役割分担意識の改革 

男女共同参画社会の実現を阻害している要因には、高度経済成長期を通じて形成されてき

た固定的な男女の役割分担意識が、性差に関する偏見や様々な社会通念、慣習などに影響し

ていることが考えられます。 

男女が共に活躍できる社会を実現するためには、この固定的な男女の役割分担意識を改革

していく視点を持って、施策に取り組む必要があります。また、市民、事業所、地域、団体、

市職員の根底にある意識を改革し、それを根付かせるためには、基本方針を包含する、意識

啓発の取組が必要です。 

男女の役割分担意識が固定化していく過程は、固定化した意識が人から人へ知らず知らず

のうちに浸透していき、それが社会通念や慣習となっていくと考えられます。それらを解消

するために児童期から男女平等意識等の大切さに気づき、誰に対しても人権を尊重する意識

が持てる人となるよう、学校において教育を行います。また、男女共同参画週間の機会やホ

ームページなどを活用し、広く市民へ意識啓発を行います。 

 

事業 事業概要 担当課 

１ 

学習指導要領に基

づく男女平等教育

の実施 

学校教育全体を通して、一人一人の個性や能力

を尊重した教育活動を行うことで、男女平等、人

権の尊重、男女の相互理解と協力の重要性などに

ついて、児童生徒の理解を深めます。 

教育指導課 

２ 

男女共同参画関係

図書等の収集、情

報提供 

関係図書やＤＶＤを収集します。また、ホーム

ページに関係図書等の情報を掲載します。 
中央図書館 

３ 
男女共同参画週間

における意識啓発 

男女共同参画週間に男女共同参画推進登録団体

と協力して、男女共同参画意識を啓発します。 
人権・男女共同参画課 

４ 
新成人への啓発リ

ーフレットの送付 
新成人に対し、男女共同参画意識を啓発します。 人権・男女共同参画課 

５ 

男女が共に活躍で

きるための情報発

信 

ホームページなどを活用し、広く情報を発信し

ます。 
人権・男女共同参画課 
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 ３  施策の内容  

基本方針１  さまざまな分野における女性の活躍推進 

 
指 標  

 
項目 現状値 

前期目標値 

（平成 32 年度） 

後期目標値 

（平成 35 年度）

１ 
市役所の女性管理職（一般

行政職）の割合（職員課） 

（平成 28 年４月） 

１１．０％ 
２０．０％注１ ２５．０％ 

２ 
市審議会等の女性割合 

（行政総務課） 

（平成 28 年４月） 

２５．９％ 
３５．0％ ４０．0％ 

３ 
保育所等における待機児童数 

（保育課） 

（平成 28 年４月） 

０人 
０人 ０人 

注１ 特定事業主行動計画（女性活躍推進法で地方公共団体に策定が義務付けられた計画。ここでは、「平塚市に

おける女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画」をいう。計画期間は、前期（平成 28 年度～

32 年度）、後期（平成 32 年度～37 年度）とし、前期計画の終了時に現状を見直し、後期計画を策定予

定。）の前期計画の目標値 

 

男女が共に活躍できる社会を実現するためには、男女が互いに対等な立場で、社会の様々

な分野における意思決定や政策・方針決定過程に参画することが重要です。しかし、政策・

方針決定過程において男性主導で進められている場合が多く見られるなど社会通念や慣行

が根強く残っています。こうした社会通念や慣行を是正するために、女性の参画を拡大して

いくことが必要となります。 

まちづくりや防災の分野に関しても、これまでは男性が中心となって担ってきた側面があ

りますが、東日本大震災以降、災害に対する意識が高まる中、女性・男性双方の視点から考

え、共に担い手となることが重要となっています。 

国では 2020 年までに、社会のあらゆる分野において指導的な地位に女性が占める割合

が少なくとも 30％程度になるように期待し、各分野で取組を進めています。 

本市においても、様々な分野における男女共同参画を実現するために、政策・方針決定過

程への女性の登用を促進するほか、男女が共に自らの地域と防災を担う環境づくりなど、

様々な分野での女性の活躍の機会を拡大します。  
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施 策  

 
施策の方向１ 意思決定過程への積極的な女性の登用推進 

市民の生活に直結した市政には、男女双方の視点が活かされることが重要であり、現状で

は少ない本市の政策・方針決定過程への女性参画を進めるために、女性職員の管理職登用、

能力開発、職域拡大に取り組みます。 

政策・方針決定過程への女性の参画の必要性や効果について周知を図るとともに、様々な

意見を十分反映できるよう審議会等の委員等への積極的な女性の登用に取り組みます。 

特に、女性委員がいない審議会等に関しては、所管課に働きかけ、積極的な女性の登用を

推進します。また、自治会、ＰＴＡ等の方針決定の場における女性の登用に関する意識啓発

や情報提供を行い、女性と男性が対等な立場で共に参画し、地域活動の方針を決定すること

ができるよう取り組みます。 

 
 

施策１ 「市役所組織における女性の登用、能力開発、職域拡大の推進」 
 

事業 事業概要 担当課 

１ 
女性職員の採用推

進 

女性が活躍できる職場であることをパンフレ

ット、ホームページ等で広報し、女性受験者数

の増加を図ります。 

職員課 

２ 
女性管理職の登用

推進 

昇格試験受験者の男女比を、受験対象職員の

男女比と同比率に引上げます。 
職員課 

３ 女性職員の育成 

女性職員を人事、財政、企画、議会担当等、

多様なポストに積極的に配置します。また、女

性職員を対象とする研修を実施するとともに外

部研修（自治大学校、市町村アカデミー等）に

積極的に派遣します。 

職員課 

４ 女性消防職員の採用

推進 

女性消防職員の働きぶりや、やりがいなどを

広報等で周知することで、女性消防職員の魅力

を伝え、受験者及び採用者の増加を図ります。 

消防総務課 

５ 女性隊長候補者の育

成 

女性隊長候補者として育成するため、消防学

校教官・各種消防職員専科教育等に積極的に派

遣します。 

消防総務課 
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事業 事業概要 担当課 

６ 女性消防職員のため

の職場環境整備 

女性消防職員の職場環境が最適となるよ

う、仮眠室の個室化、洗面所、トイレ等の整

備を図ります。 

消防総務課 

７ 女性教職員の登用促

進 

多様な経験を積めるよう県や国の研修へ積

極的に派遣するなどし、市立小中学校におけ

る女性教職員の管理職等への登用を促進しま

す。 

教育総務課 

 
 

施策２ 「市審議会等への女性参画の推進」 
 

事業 事業概要 担当課 

８ 
市審議会等への女

性委員の登用推進 

審議会等の所管課に、「附属機関及び懇話会

等に関する指針」を徹底させます。 
行政総務課 

「附属機関及び懇話会等に関する指針」を遵

守します。 
各 課 

女性委員の割合が 40％に満たない審議会等

及び女性委員のいない審議会等について、原因

究明と解消に向けて取り組みます。 

行政総務課 

人権・男女共同参画課 

 
 

施策３ 「地域組織役員への女性参画の促進」 
 

事業 事業概要 担当課 

９ 
公民館運営委員の女

性委員の登用促進 

公民館運営委員の女性登用促進について、

公民館運営委員推薦会に働きかけます。 
中央公民館 

10 

平塚市ＰＴＡ連絡協

議会の女性役員の登

用促進 

平塚市ＰＴＡ連絡協議会の役員選出につい

て、女性登用促進を働きかけます。 
社会教育課 

11 

地域づくりにおける

女性の視点の活用促

進 

平塚市自治会連絡協議会の定例役員会等に

おいて、地域づくりにおける女性視点の重要

性を周知します。 

協働推進課 
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施策の方向２ 地域社会における男女共同参画の促進 

地域社会を構成している市民の半数は女性、半数は男性と考えると、地域活動は、男女双

方が参画し、役割を担う必要があります。そのため、固定的な男女の役割分担意識をなくし、

男女が性別にかかわらず対等に地域活動や社会活動に参画することができるよう、一人一人

が地域の現状を振り返る機会や男女共同参画の視点に立った学習の機会を作ります。 

特に防災に関しては、方針決定過程や現場へは多様な視点を取り入れた体制整備が不可欠

で、平時からの取組が重要となります。東日本大震災や熊本地震での避難所等の防災対応で

男女共同参画の視点が反映されなかったという反省を踏まえて、本市においても平時から男

女共同参画の視点を持った地域防災体制が整備できるよう、意識を醸成します。 

 
 

施策４ 「男女の地域社会参画の支援」 
 

事業 事業概要 担当課 

12 

男女共同参画推進

登録団体と協働で

行う意識啓発 

男女共同参画推進登録団体と共催で市民向け

の啓発事業を実施します。 
人権・男女共同参画課 

13  地域への意識啓発 

「みんなのまち情報宅配便」等で各課職員が

地域で説明する際、本市の男女共同参画の状況

の資料を配布する等して、意識啓発をします。 

各 課 

14  

人権及び男女共同

参画に関する講座

の開催 

男女平等や人権尊重について学習できる講

座等を公民館事業として地区公民館で開催し

ます。 

中央公民館 

 
施策５ 「防災分野における女性参画の推進」 

 

事業 事業概要 担当課 

15  
女性防災リーダー

の育成 

災害に備える知識や技術を学ぶ女性コミュ

ニティ講座を開催し、女性防災リーダーを育成

します。また、その女性防災リーダーが防災知

識の普及啓発を推進する講師となることで、地

域防災における女性参画の促進を図ります。 

災害対策課 

16  

防災に関する男女

共同参画意識の醸

成 

被災時において、男女のニーズの違いを踏ま

えた男女双方の視点や男女双方がリーダーと

しての参画に十分配慮できるよう、日頃から機

会を捉えて啓発します。 

災害対策課 
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施策の方向３ 職業生活における女性の活躍促進 （女性活躍推進計画を兼ねる） 

子育てや介護が理由で、働きたくても働くことができない人やキャリアを中断し離職せざ

るを得ない人への支援として、子育てや介護などを社会的に支える取組を充実させます。ま

た、職業生活において女性が活躍できるよう、学習の機会を作ります。 

 
施策６ 「育児、介護などを社会的に支える環境づくり」 

 

事業 事業概要 担当課 

17  
子育て支援サービス

の充実 

全ての労働者のワーク・ライフ・バランス

（仕事と生活の調和）の実現のため、平塚市

子ども・子育て支援事業計画に基づき、保育

サービス、ファミリー・サポート事業、病後

児保育の充実を図ります。 

保育課 

18 
放課後等デイサービ

スの実施 

就学期の障がいのある子どもを対象に放課

後等の支援をするとともに、保護者支援の充

実を図ります。 

こども家庭課 

19 学童保育の充実 

保護者が就労等により昼間家庭にいない児

童の健全育成のため、平塚市子ども・子育て

支援事業計画に基づき、学童保育の充実を図

ります。 

青少年課 

20 
認知症理解のための

普及啓発 

認知症になっても安心して暮らせるよう、

正しい知識を普及させるとともに、認知症の

方や家族を支援するサービスを提供します。 

高齢福祉課 

21 家族介護教室の開催 

介護負担が軽減できるよう、介護に関する

適切な知識及び技術が取得できる家族介護教

室を開催します。 

高齢福祉課 

22 介護サービスの充実 

高齢の家族が介護を要する状態になって

も、介護離職等をせず活躍し続けるために、

高齢者も介護者も安心して暮らし続けられる

よう、平塚市高齢者福祉計画（介護保険事業

計画）に基づき、在宅医療や介護サービスの

充実を図ります。 

介護保険課 

高齢福祉課 
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施策７ 「職業生活における女性の能力発揮のための支援」 

 

事業 事業概要 担当課 

23 
市内事業所における

啓発等 

平塚市工業会連合会等の会議等の機会を活

用して、女性の能力発揮のための取組の促進

を図ります。また、機関紙「勤労ひらつか」

及びホームページ等を通じて、関係情報を随

時周知し、啓発します。 

産業振興課 

24 
起業家支援事業の実

施 

ビジネスコンペティションや女性コース等

を設けた各種セミナーを開催し、起業に関す

る情報の提供や事業計画の評価をするととも

に、融資制度における「新創業支援資金」及

び付随する補助金制度、その他経営相談につ

いて実施します。また、ビジネスコンペティ

ションで認定を受けた事業計画に対し、継続

して経営を支援します。 

産業振興課 

25 
商業経営セミナーの

開催 

商店主等を対象に能力の発揮や女性目線に

よるイベント提案、商品 PR 方法等をテーマ

としたセミナーを開催します。  

商業観光課 
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基本方針２  ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進 

 
指 標  

 

項目 現状値 
前期目標値 

（平成 32 年度） 

後期目標値 

（平成 35 年度）

1 

市役所における男性職員の育

児休業取得率 

（職員課） 

（平成 27 年度）

０％ 
１３．0％注１ １５．０％ 

2 

市役所における担当長※１以上

のイクボス※２の割合 

（人権・男女共同参画課） 

（参考値） 

（平成 2８年 4 月） 

部長１９人 

１００％ １００％ 

３ 

６歳未満の子どもを育ててい

る夫婦世帯における、夫の家事

参加時間注２ 

【男女共同参画市民意識調査】 

（人権・男女共同参画課） 

（参考値注２） 

（平成 23 年度） 

１日あたり 

６７分 

１日あたり 

１５０分 

（国の目標値注 2） 

１日あたり 

１８０分 

４ 
イクボス認定事業所数 

（人権・男女共同参画課） 

新規事業のため 

現状値なし 
１２社 ３０社 

※１ 担当長：平塚市組織における、最小組織単位の長 

※２ イクボス：次のことを満たしている上司・経営者・管理職で、部下や次世代、社会を育てるボスのこと。

①部下の私生活とキャリアを応援している ②自らもワーク・ライフ・バランスを満喫している ③組織の

目標（利益等）を達成している 

注１ Ｐ39 の注１と同じく、特定事業主行動計画の前期計画の目標値 

注２ 6 歳未満の子どもを持つ夫婦と子どもの世帯の夫の 1 日当たりの「家事」「介護・看護」「育児」及び「買

い物」の合計時間（週全体平均）で、参考値、国の目標値（前期目標値）は、それぞれ内閣府策定の第 4

次男女共同参画基本計画における現状値及び成果目標値。 

 

男女が共に活躍できる社会を実現するためには、固定的な男女の役割分担意識をなくすと

ともに、男性中心型労働慣行※を見直し、男性が家事、育児、介護等へ参画するなど、男女

が共に働き方・暮らし方・意識を変革することで、ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活

の調和）を図ることが必要であり、そのような社会を実現していくためには、行政は市民、

事業所、地域、団体と広く連携し、共に問題に取り組まなくてはなりません。 



  
 

46 

 

国では、女性の採用・登用・能力開発等のための事業主行動計画の策定を義務付ける女性

活躍推進法を制定するなど、特に女性の「職業生活」における現状の問題点の把握とその打

開に向けた取組を事業主の責任において行うことを求めています。 

男女共同参画に関する市民意識調査では、男性が女性と共に家事、子育て、介護、地域活

動などに積極的に参加していくためには、「労働時間短縮や休暇を取りやすくすることで、

仕事以外の時間をより多く持てるようにすること」、「男性が家事などを行うことに対する男

性自身の抵抗感をなくすこと」などが必要という意見が多くなっています。 

本市においても、男女が共に職業生活と地域・家庭生活の両立ができるよう環境を整え、

女性の活躍の機会を拡大します。また、男女共同参画のモデルとなるよう、市役所における

仕事と子育ての両立支援の取組など、本市における率先行動を進めていきます。さらに、市

民の生活に深い影響力を持つ事業所の実施する働き方改革への支援もしていきます。 

 

※ 男性中心型労働慣行 

勤続年数を重視しがちな年功的な処遇の下、長時間勤務や転勤が当然とされている男性中心の働き方等を前

提とする労働慣行 

 
施 策  

 
施策の方向４ 市の率先行動 

本市が率先して男女共同参画を推進することにより、モデル事業所としての役割を果たし

ていきます。 

男女共同参画に対する職員の意識向上や男女が共に働きやすい職場づくりに取り組みま

す。 

 
施策８ 「仕事と生活の両立ができる職場環境の構築」 

 

事業 事業概要 担当課 

26 
仕事と家庭の両立支

援の取組 

各種両立支援制度に関する情報をハンドブ

ック等にまとめ周知をするなど、休暇等の取

得を促進します。また、研修等を通じ育児・

介護休業等の制度理解を深めることにより、

育児・介護休業等の取得者が円滑に職場復帰

できるよう、休業中の連絡体制の確保等の必

要な支援をします。 

職員課 
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事業 事業概要 担当課 

27 

ワーク・ライフ・バ

ランス（仕事と生活

の調和）の推進 

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の

調和）及びポジティブ・オフ※を研修等で啓発

し、推進します。また、休暇取得予定の早期

周知による、年次有給休暇、夏季休暇の取得

を促進します。 

職員課 

28 長時間勤務の改善 
時間外勤務の縮減に向けた新たな制度を導

入し、職員への周知を図ります。 
職員課 

※ ポジティブ・オフ 

休暇を取得して外出や旅行などを楽しむことを積極的に促進し、休暇（オフ）を前向き（ポジティブ）に捉

えて楽しもう、という運動 

 
 

施策９ 「市役所におけるイクボスの推進」 
 

事業 事業概要 担当課 

29 イクボス養成と拡大 

部下のマネジメントを担う担当長以上の職

員にイクボス宣言の働きかけをするととも

に、職員に向けた研修の開催と、イクボスの

ための情報提供をします。また、その取組を

市内の事業所に向けて発信してイクボスの拡

大を図ります。 

人権・男女共同参画課 

 
 

施策の方向５ 男性の家事、育児、介護への参加の促進 （女性活躍推進計画を兼ねる） 

家庭において固定的な男女の役割分担意識を変えて、男性が従来からの仕事中心の生き方

を振り返り、育児や介護など家庭内の仕事について責任を分かち合うことができるよう、男

性の育児、介護への参加を働きかけ、知識や技術の習得を支援し、男性自身の理解の促進や

意識改革を図ります。 

 
施策 10 「男性の家事、育児、介護参画の意識づくり」 

 

事業 事業概要 担当課 

30 
子育て力推進講座の

開催 

男性の育児参加促進のため、親子を対象と

した講座を地区公民館で開催します。 
中央公民館 
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事業 事業概要 担当課 

31 
男性の生活自立促進

講座の開催 

男性の生活自立を促進するため、料理教室

などの講座を地区公民館で開催します。 
中央公民館 

32 
父親のための育児支

援事業の実施 

母親父親教室の開催や父子手帳等のリーフ

レットを配布して、父親の子育てへの参画を

促進します。 

健康課 

 
施策 11 「男性自らの働き方の見直し」 

 

事業 事業概要 担当課 

33 

男女問わず働きやす

い環境づくりをテー

マにした講演会の開

催 

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の

調和）に取り組む企業への支援として、労働

セミナーを開催します。 

産業振興課 

34 

各課事業における男

性に対する働き方見

直しの視点の促進 

市役所職員に対して、ワーク・ライフ・バ

ランス（仕事と生活の調和）の推進や働き方

の見直しの重要性を理解し、各課事業の中で、

男性や働く世代を対象とした事業が、男女共

同参画や働き方の見直し意識を啓発する機会

も担えるよう、意識と視点について啓発しま

す。 

各 課 

35 
男性が参加するイベ

ントでの啓発 

男性自らが意識改革できるよう、市のイベ

ントやスポーツ観戦などの場で、リーフレッ

トを配布するなどし、意識啓発をします。 

人権・男女共同参画課 

 

施策の方向６ 事業所の実施する働き方改革への支援 （女性活躍推進計画を兼ねる） 

事業所に対して、ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）を推進することが、従

業員の心身の健康や生産性の向上などにメリットがあることを周知し、先進的な取組事例な

どの情報を提供するとともに、事業所に対して実効性のある支援策を検討し、実施していき

ます。また、それらの支援策を事業所と行政が一緒に考えていく場として、女性活躍推進協

議会（仮称）を設置します。 

多様な就業形態において男女共同参画を推進するため、市内の事業所や労働者に向けて

「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（男女雇用機会均等

法）」や「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（育児・

介護休業法）」などの法制度など情報提供をします。  
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施策 12 「事業所におけるイクボスの推進」 

 

事業 事業概要 担当課 

36 
事業所向けイクボス

認定制度の創設 

事業所がワーク・ライフ・バランス（仕事

と生活の調和）を推進し、経営者も労働者も

満足する新しい働き方へ改革するためのきっ

かけとなるようイクボス宣言をし、新しい働

き方を推進していく事業所を認定する制度を

作ります。 

人権・男女共同参画課 

37 
総合評価入札制度の

検討 

女性の活躍やワーク・ライフ・バランス（仕

事と生活の調和）を推進する事業所を、入札

制度において優遇する取組について検討しま

す。 

契約検査課 

38 
市内事業所への啓発

等 

平塚市工業会連合会等の会議等の機会を活

用して、働き方改革に向けた取組の促進を図

ります。また、機関紙「勤労ひらつか」及び

ホームページ等を通じて、関係情報を随時周

知し、啓発します。 

産業振興課 

 
施策 13 「女性活躍推進のための協議」 

 

事業 事業概要 担当課 

39 
情報交換の場づくり

の促進 

平塚市工業会連合会等の会議等の機会を活

用して、女性活躍推進のための情報交換の場

づくりを進めます。 

産業振興課 

人権・男女共同参画課 

40 

女性活躍推進協議会

（仮称）による事業

所の取組促進のあり

かた協議 

事業所と行政、市民が当事者として一体と

なり、どのようにしたら働き方改革が進み、

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調

和）が推進されるか、取組を協議します。 

人権・男女共同参画課 
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基本方針３  男女の心とからだを大切にする環境づくりの推進 

 
指 標  

 

項目 現状値 
前期目標値 

（平成 32 年度）

後期目標値 

（平成 35 年度）

１ 

ＤＶの相談ができる窓口をど

こか一つでも知っている市民

の割合 

【男女共同参画市民意識調査】 

（人権・男女共同参画課） 

（参考値） 

（平成 27 年 11 月） 

女性のための相

談窓口を知って

いる人の割合 

２２．６％ 

５０．0％ ７０．0％ 

２ 
妊婦健診の受診率 

（健康課） 

（平成 27 年度） 

９６．５％ 
９７．１％ ９８．０％ 

 

私たちが目指す男女共同参画社会は、男女それぞれが尊重される社会であり、その基礎に

ある理念は人権の確立です。しかし、女性に対する暴力は、女性の人権尊重の基本理念を踏

みにじり、男女共同参画社会の実現を阻害するものであり、決して許されるべきものではあ

りません。 

男女共同参画に関する市民意識調査では、身体的暴力や性的暴力、経済的暴力に関する認

識が高くなっている一方で、精神的暴力や社会的暴力への認識が低く、特に 20～40 歳代

の男性で低い傾向となっています。また、暴力を受けた際に「相談しなかった」「相談でき

なかった」人が７割近くと高い割合になっています。 

男女間のあらゆる暴力の根絶に向け、関係機関と連携し、暴力を許さない社会風土を形成

するための取組やＤＶ被害者への適切な対応を行うための相談体制や自立支援の取組を推

進し、女性も男性もお互いを尊重し合い、生き生きとした生活を送ることができる環境づく

りを進めます。また、男女が共に互いの個性と能力を発揮し、社会に参画するためには、生

涯に渡り心身共に健康であることが重要な要件です。女性は、妊娠・出産など生命を育む性

としての特性を備えているため、様々な女性特有の健康上の問題に直面する可能性がありま

す。 

本市においても、妊娠や出産など、性に関する理解を深め、自分やパートナーの身体や健

康を大切にする環境づくりを進めます。  
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施 策  

 
施策の方向７ ＤＶの根絶 （ＤＶ防止計画を兼ねる） 

ＤＶ（配偶者暴力）を防止し、暴力を許さない社会風土を形成するために、ＤＶを理解す

るための情報を提供するとともに、交際相手からの暴力（デートＤＶ※）の問題も深刻にな

ってきていることから、若い世代への教育にも引き続き取り組んでいきます。 

相談から自立まで切れ目のない支援を行っていくため、関係機関と連携し、ＤＶ被害者や

その子どもが問題を抱え込まないよう引き続き相談に対応するとともに、被害者が安心して

訪れることのできる相談窓口として周知します。 

 
施策 14 「ＤＶ被害者に対する相談体制の充実」 

 

事業 事業概要 担当課 

41 

女性のための相談窓

口でのＤＶ被害者か

らの相談対応 

市役所内外の関係機関と連携を取り、専任

の女性相談員がＤＶ被害者の立場に立って相

談に対応します。 

人権・男女共同参画課 

42 
女性のための無料法

律相談会の開催 

ＤＶ被害者が無料で法律相談を受けられる

よう、女性弁護士による相談会を開催します。 
人権・男女共同参画課 

43 
女性のための相談窓

口の周知 

ＤＶ相談が受けられる窓口として、平塚市

女性のための相談窓口や県などの窓口につい

て周知します。 

人権・男女共同参画課 

 
施策 15 「ＤＶ被害者の自立に向けた支援の充実」 

 

事業 事業概要 担当課 

44 

ＤＶ被害者の一時保

護やその後の自立に

向けた支援 

県や警察などの関係機関との連携により、

適切にＤＶ被害者を保護し、自立に向けて生

活安定のために支援します。 

人権・男女共同参画課 

45 
住民基本台帳事務に

おける支援措置 

ＤＶ被害者の住民票や戸籍の附票の交付を

制限することにより、ＤＶ被害者の保護を図

ります。 

市民課 

46 
選挙人名簿抄本閲覧

等制限の適切な運用 

関係課と連携し、選挙人名簿抄本閲覧制限

の制度の適切な運用を行うことで、ＤＶ被害

者の保護を図ります。 

選挙管理委員会 

※ デートＤＶ 

交際相手、恋人同士の間で起きる暴力のこと。中学生や高校生、大学生など若年層でも起きている。 
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事業 事業概要 担当課 

47 
各種税証明の発行制

限 

ＤＶ被害者の各種税証明の発行を制限する

ことにより、ＤＶ被害者の保護を図ります。 
固定資産税課 

48 
生活に困窮する人に

対する経済的支援 

生活困窮にあるＤＶ被害者に対し、生活の

立て直し、自立に向けて、生活保護制度によ

る経済的支援をします。 

生活福祉課 

49 
生活保護受給者の自

立に向けた支援 

就労支援のため就労支援員を配置し、自立

支援の組織的対応を図ります。また、ハロー

ワークと連携して「生活保護受給者等就労自

立促進事業」を実施し、個々の対象者の状況、

ニーズ等に応じた就労を支援します。 

生活福祉課 

50 
ＤＶ被害者の市営住

宅申込資格の緩和 

ＤＶ被害者のため市営住宅の入居に配慮

し、申込資格の緩和を実施します。 
建築住宅課 

51 
ＤＶ被害者の各種手

続等への配慮 

次の事項について、居住地に住民登録がで

きない場合でも手続等ができるよう配慮する

ことにより、ＤＶ被害者の保護を図ります。 

・保育所等への入所 

・児童手当の受給、小児医療証の交付等 

・国民健康保険への加入等 

・検診（健診）及び予防接種等の実施 

・市立小中学校への入学及び転校等 

保 育 課 

こども家庭課

保険年金課 

健 康 課 

教育総務課  

52 

「平塚市ＤＶ防止等

ネットワーク会議」

の開催 

ＤＶの防止及びＤＶ被害者への円滑な対応

と支援のため、市役所内外の関係機関で構成

するネットワーク会議を開催します。 

人権・男女共同参画課 

 
施策 16 「ＤＶ防止のための啓発」 

 

事業 事業概要 担当課 

53 
外国につながりのあ

る市民への啓発 

国際交流イベント等の市民が集まる場にお

いて、外国につながりのある市民を含めた幅

広い世代の方へＤＶ防止等のちらしを配架・

配布することにより情報提供し、ＤＶの防止

につなげます。 

文化・交流課 

54 
学校でのデートＤＶ

防止講座の開催 

市内の中学校及び高等学校で、生徒や教員

に対しデートＤＶ防止講座を開催します。 
人権・男女共同参画課 

55 
新成人へのデートＤ

Ｖ防止の啓発 

新成人へリーフレットを送付し、デートＤ

Ｖ防止を啓発します。 
人権・男女共同参画課 
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事業 事業概要 担当課 

56 

「女性に対する暴力

をなくす運動」期間

における周知、啓発 

「女性に対する暴力をなくす運動」の期間

（毎年 11 月 12 日から 25 日までの 2 週間）

に、ＤＶ防止を周知し、啓発します。 

人権・男女共同参画課 

 

施策の方向８ 心身の健康支援と性に関する理解の促進 

男女がそれぞれの身体の違いを十分に理解し、互いに思いやりを持って生きていくことは、

男女共同参画社会の実現の前提になります。特に女性は、妊娠・出産や女性特有の更年期疾

患を経験する可能性があるなど、生涯を通じて男性と異なる健康上の問題に直面します。正

しい理解と知識を持つために学齢期からの健康教育を行います。 

セクシュアル・ハラスメントなどのハラスメント※は、男女が互いの尊厳を重んじ、対等

な関係づくりにより進めていく男女共同参画社会の形成を阻害する大きな要因となるため、

ハラスメントの防止に向けた啓発をします。 

 
施策 17 「ハラスメント防止のための啓発」 

 

事業 事業概要 担当課 

57 
市役所でのハラスメ

ント防止の啓発 

ハラスメントの防止に向けて職員へ啓発し

ます。 
職員課 

58 
学校でのハラスメン

ト防止の啓発 

ハラスメントの防止に向けて教職員へ啓発

します。 
教育総務課 

59 
市民病院でのハラス

メント防止の啓発 

ハラスメントの防止に向けて市民病院職員

へ啓発します。 
病院総務課 

60  
事業所でのハラスメ

ント防止の啓発 

機関紙を活用して事業所に対して啓発する

とともに、かながわ労働センター湘南支所と

連携し、市役所での労働相談も実施します。 

産業振興課 

※ ハラスメント 

他者に対する発言・行動等が本人の意図には関係なく、相手を不快にさせたり、尊厳を傷つけたり、不利益

を与えたり、脅威を与えること。いろいろな場面での嫌がらせ、いじめを言い、セクシュアル・ハラスメン

ト、マタニティ・ハラスメントなど、種類は様々。 

 
 
 
  



  
 

54 

 
施策 18 「児童、障がい者、高齢者に対する暴力の防止」 

 

事業 事業概要 担当課 

61 
家庭児童相談等の実

施 

児童虐待等について、関係機関と連携して

相談業務や防止対策を行います。 
こども家庭課 

62 
障がい者への個別相

談支援の実施 

障がい者の生活上の様々な課題について、

個別相談支援により解決を図ります。また、

相談支援の対応力を高めるために、相談支援

事業所職員のスキルアップを図ります。 

障がい福祉課 

63 

高齢者の日常生活を

支える権利擁護の推

進 

判断力の低下により権利侵害を受けている

又はその可能性のある高齢者に対し、権利擁

護の視点に立った相談支援、日常生活自立支

援事業の利用促進、成年後見制度の情報提供

及び利用相談により、自己決定に基づいた本

人らしい生活を支援し、安心して暮らし続け

られるよう支援します。 

高齢福祉課 

64 
高齢者虐待防止のた

めの取組 

高齢者虐待防止体制の整備を推進し、高齢

者虐待の防止、早期発見をするため市民への

普及活動を行うとともに、虐待発生時の早期

対応・解決ができる体制づくりを行います。 

高齢福祉課 

 

施策 19 「生涯を通じた健康支援」 
 

事業 事業概要 担当課 

65 妊産婦への支援 

特定不妊治療費の助成、妊婦健診、妊婦歯

科検診、妊産婦訪問などを通して、妊産婦の

健康を支援します。 

健康課 

66 健康増進事業の実施 

喫煙予防、がん検診の受診勧奨、ライフス

テージに応じた健康相談等の健康増進事業を

実施します。 

健康課 

67 

学校教育における性

教育、健康教育の実

施 

小中学生の性に関する正しい知識や、薬物、

喫煙等による健康被害の理解を深めるため

に、保健体育の授業や学級活動において健康

教育を計画的に実施します。 

教育指導課 

学校からの依頼に応じ、思春期教室を開催

します。 
健康課 
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事業 事業概要 担当課 

68 自殺対策事業の実施 

誰も自殺に追い込まれることのない社会を

実現するため、市民への啓発、悩みや困りご

とを抱えている人に気づき、声をかけ、話を

聞き、適切な支援へつなぐ「ゲートキーパー」

の養成など、総合的な自殺対策を推進します。 

福祉総務課 

69 

保健福祉総合相談・

くらしサポート相談

での相談対応 

生活・仕事・病気のことなど、様々な悩み

や困りごとの相談に寄り添い、一緒に考え支

援します。 

福祉総務課 
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第４章   計画の推進体制と進捗管理 
 

 １  計画の推進体制  

男女共同参画に関する施策は、行政の各分野や市民生活の様々な分野に及びます。そのた

め、市民、事業所、地域、団体などの多様な主体と連携しながら、力を合わせて取り組んで

いく必要があるため、次の体制により進めます。 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

ひらつか男女共同参画プラン２０１７ 

男女がともに活躍できる社会の実現 

市民 

事業所 

団体 

ひ
ら
つ
か
男
女
共
同
参
画
推
進
協
議
会
・
・ 

平
塚
市 

国・県 

関係機関等 

協働・連携・協力・・（４） 

推進 

地域 

各 課 

意見 

報告 

（１） 

市の組織体制 

平塚市男女共同参画管理会議・・（２） 

平塚市男女共同参画推進会議・・（３） 
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（１）ひらつか男女共同参画推進協議会（市審議会） 

学識経験者、関係団体の代表者及び公募市民により構成される組織です。「男女がともに

活躍できる社会の実現」に向けて、「ひらつか男女共同参画プラン２０１７」に掲げた施策

が推進されるよう、施策の実施状況やあり方等について意見し、計画をより効果的に推進し

ます。 

 

（２）平塚市男女共同参画管理会議（市役所内組織） 

本計画において位置付けた各施策を推進していくためには、全庁的な協力体制を築きなが

ら取り組む必要があるため、副市長を会長、全部長級職員を委員として構成する「平塚市男

女共同参画管理会議」を設置し、男女共同参画の推進に向けての施策の充実を図るとともに、

総合的かつ効果的に推進します。 

 

（３）平塚市男女共同参画推進会議（市役所内組織） 

全課長級職員を委員として構成する「平塚市男女共同参画推進会議」を設置し、市政のあ

らゆる分野において男女共同参画を推進するための意識を職員全体に浸透させ、本市が実施

する様々な施策への男女共同参画の視点の導入を積極的に図ります。 

 

（４）市民、事業所、地域、団体との協働、連携、協力 

「男女がともに活躍できる社会の実現」に向けて、本市が実施する施策だけでなく、市民、

事業所、地域、団体が主体的に男女共同参画の意識を持って活動することは重要です。 

特に、ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進は、事業所の担う役割が大

きいことから、積極的に連携して取組を進めます。 
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 ２  計画の進捗管理  

本計画において位置付けた各施策を着実に推進するため、「ＰＤＣＡサイクル」による「継

続的改善」の考え方を基本とし、年度ごとに「Ｐｌａｎ（計画）」「Ｄｏ（実施）」「Ｃｈｅｃ

ｋ（評価）」「Ａｃｔｉｏｎ（改善）」のサイクルで事業の進捗管理を行います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
  

  

市民：ひらつか男女共同参画推進協議会 など 

市役所：平塚市男女共同参画管理会議 など 

Ａｃｔｉｏｎ 

（計画の改善） 

Ｃｈｅｃｋ 

（計画の評価） 

Ｄｏ 

（計画の実施） 

Ｐｌａｎ 

（計画の策定） 

施策及び事業の推進、見直し 

ひらつか男女共同参画 

プラン２０１７ 

男女共同参画社会の形成に向けた

施策の推進 

市民、事業所、地域、団体との 

協働、連携、協力 

平塚市男女共同参画管理会議 
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     資料編 
 

 １ 平塚市の現状 

基本方針ごとの本市の現状を示すものです。 
 

基本方針１ 

 項目 現状 時点 

１ 

地域組織における女性会長の割合   

①自治会長 ７．４％ H28.4 

②小学校ＰＴＡ会長 ２５．０％ H28.4 

③中学校ＰＴＡ会長 ６．７％ H28.4 

④地区社会福祉協議会 ８．７％ H28.4 

（①協働推進課、②③社会教育課、④社会福祉協議会） 

２ 
保育所等の実施箇所数 ※（人）は定員数 ４１園（3,630 人） H28.4 

（保育課） 

３ 
学童保育の実施箇所数 ３８箇所 H28.5 

（青少年課） 

４ 

介護サービス（施設・居住系サービス）の整備状況 ※（人）は定員数  

・介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） １１箇所（935 人） H28.12 

・介護老人保健施設（介護老人保健施設）  ５箇所（444 人） H28.12 

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

 （地域密着型特別養護老人ホーム） 
２箇所（55 人） H28.12 

・認知症対応型共同生活介護（グループホーム） １６箇所（270 人） H28.12 

・特定施設入居者生活介護（介護専用型以外） １８箇所（933 人） H28.12 

（介護保険課、高齢福祉課） 
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基本方針２ 

 項目 現状 時点 

１ 

市役所における   

①時間外勤務時間数（月平均） 全職種 １４時間 

一般行政職 １５時間 

 

H26 年度 

②配偶者出産休暇の取得割合 全職種 ６５．６％ 

一般行政職 ６３．０％ 

 

H26 年度 

③年次休暇取得日数（平均） 全職種 １０．３日 H26 年 

④採用した職員に占める女性職員の割合 一般行政職 ５０．０％ 

（17 人/34 人） H27 年度 

（職員課） 

２ 

自身の希望するワーク・ライフ・バランス（仕

事と生活の調和）が実現している市民の割合 
３１．３％ H27.9 

（男女共同参画市民意識調査） 

 

基本方針３ 

 項目 現状 時点 

１ 
ＤＶ行為をされたことのある市民の割合 ５．１％ H27.9 

（男女共同参画市民意識調査） 

２ 
ＤＶの内容を暴力と思う市民の割合 ８４．０％ H27.9 

（男女共同参画市民意識調査） 

３ 

マタニティ・ハラスメントという言葉を知って

いる市民の割合 

８４．５％ 

女性 ８５．１％ 

男性 ８３．６％ 

H27.9 

（男女共同参画市民意識調査） 
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 ２ 用語解説 

〔育児休業〕（P26 他） 

労働者が、原則として 1 歳に満たない子を養育するためにする一定期間（原則として 1

歳に達する日までの連続した期間）の休業 

〔イクボス〕（P45 他） 

次のことを満たしている上司・経営者・管理職で、部下や次世代、社会を育てるボスのこ

と。①部下の私生活とキャリアを応援している ②自らもワーク・ライフ・バランスを満喫

している ③組織の目標（利益等）を達成している 

〔一般行政職〕（P13 他） 

再任用職員、教育委員会割愛職員、幼稚園教諭、消防職及び医療職を除いた行政職員 

〔Ｍ字カーブ〕（P21） 

日本の女性の就業率を年齢階級別にグラフ化したとき、30 歳代を谷とし、20 歳代後半

と 40 歳代後半が山になるアルファベットのＭのような形になること。結婚や出産を機に労

働市場から離れる女性が多く、子育てが一段落すると再び就職するという特徴があるために

このような形になる。 

〔介護休暇〕（P26） 

要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者が、1 年に 5 日（対象家族が

2 人以上の場合は 10 日）まで、介護その他の世話を行うために取得が可能な休暇 

〔介護休業〕（P26 他） 

労働者が、要介護状態にある対象家族を介護するためにする一定期間（対象家族 1 人につ

き、通算 93 日まで）の休業 

〔子の看護休暇〕（P26 他） 

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が、1 年に 5 日（子が 2 人以上の

場合は 10 日）まで、病気、けがをした子の看護又は子に予防接種、健康診断を受けさせる

ために取得が可能な休暇 

〔合計特殊出生率〕（P8） 

１人の女性が生涯に産むと推計される子どもの数 

〔審議会等〕（P14 他） 

本市では、法及び条例で設置する附属機関並びに意見聴取のために行う懇話会のこと 
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〔積極的改善措置（ポジティブアクション）〕（P23 他） 

男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活

動に参加する機会に係る男女間の格差を改善するために必要な範囲において、男女のいずれ

か一方に対し当該機会を積極的に提供すること。 

〔男性中心型労働慣行〕（P45） 

勤続年数を重視しがちな年功的な処遇の下、長時間勤務や転勤が当然とされている男性中

心の働き方等を前提とする労働慣行 

〔担当長〕（P45 他） 

平塚市組織における、最小組織単位の長 

〔ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）〕（P30 他） 

親しい間柄の異性（配偶者・恋人・事実婚を含む）から受ける身体的、精神的、性的、経

済的な暴力 

〔デートＤＶ〕（P51 他） 

交際相手、恋人同士の間で起きる暴力のこと。中学生や高校生、大学生など若年層でも起

きている。 

〔ハラスメント〕（P53 他） 

他者に対する発言・行動等が本人の意図には関係なく、相手を不快にさせたり、尊厳を傷

つけたり、不利益を与えたり、脅威を与えること。いろいろな場面での嫌がらせ、いじめを

言い、セクシュアル・ハラスメント、マタニティ・ハラスメントなど、種類は様々。 

〔ポジティブ・オフ〕（P47 他） 

休暇を取得して外出や旅行などを楽しむことを積極的に促進し、休暇（オフ）を前向き（ポ

ジティブ）に捉えて楽しもう、という運動 

〔ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）〕（P25 他） 

仕事と私生活とのバランスの取れたライフスタイルのこと。そのことにより、労働者には

家庭や地域活動などに参加できる機会が与えられ、事業者にとっても生産性の向上、優秀な

人材の確保などにつながるとされる。 
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 ３ 策定経過 

期日 開催会議及び内容等 

平成 27 年（2015 年） 

7 月 

平成２７年度第１回ひらつか男女共同参画推進協議会 

・委員委嘱、会長及び副会長選出 

・本市の男女共同参画の現状について 

・２００７プラン及び２００７プラン実施計画（第３期）の進捗状況の報告 

・今後の協議会のスケジュール 

9 月 平塚市男女共同参画に関する市民意識調査 

・9 月 4 日～9 月 30 日 

・配付 3,000 件回収率 39.8％ 

12 月 平成２７年度第２回ひらつか男女共同参画推進協議会 

・平塚市男女共同参画に関する市民意識調査結果報告 

・平塚市の男女共同参画推進に関する意見聴取 

平成 28 年（2016 年） 

3 月 

平成２７年度第３回ひらつか男女共同参画推進協議会 

・改定プラン構成の検討、施策の整理 

6 月 平成２８年度第１回平塚市男女共同参画管理会議 

・２００７プラン実施状況評価及び成果達成状況についての報告 

・女性職員活躍に関する実施計画（第３期）の進捗状況について（報告） 

・改定プランについての検討 

7 月 平成２８年度第１回ひらつか男女共同参画推進協議会 
・２００７プラン実施計画（第３期）の進捗状況 

・改定プラン施策の体系図と内容（案）についての意見聴取 

 平成２８年度第２回平塚市男女共同参画管理会議 
・改定プラン（素案）施策と事業の検討、成果指標の設定 

8 月 平成２８年度第３回平塚市男女共同参画管理会議 
・改定プラン（素案）の検討 

 平成２８年度第２回ひらつか男女共同参画推進協議会 
・改定プラン（素案）について意見聴取 

9 月 平成２８年度第４回平塚市男女共同参画管理会議 

・改定プラン（素案）の検討と承認 

11 月 「（仮称）ひらつか男女共同参画プラン 2017（素案）」に係るパブリックコ

メント手続の実施 

・11 月 4 日～12 月 5 日 

・意見 個人：４人、２３件  団体：１団体、９件 

 平成２８年度平塚市男女共同参画推進登録団体連絡会 

・改定プラン（素案）の説明 

・素案を踏まえて男女共同参画についての意見交換 

12 月 平成２８年度第５回平塚市男女共同参画管理会議 

・パブリックコメント実施結果報告 

・ひらつか男女共同参画プラン 2017（案）の検討 

平成 29 年（2017 年） 

1 月 

平成２８年度第３回ひらつか男女共同参画推進協議会 

・ひらつか男女共同参画プラン 2017（案）について意見聴取 

 平成２８年度第６回平塚市男女共同参画管理会議 
・ひらつか男女共同参画プラン 2017（案）の確認 

2 月 ひらつか男女共同参画プラン 2017 の策定 

  



  
 

64 

 ４ 平塚市附属機関設置条例 

○平塚市附属機関設置条例（抄） 

平成２５年３月２２日 

条例第２号 

改正 平成２８年３月１７日条例第６号 

（趣旨） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項及び地方公営企業法（昭和２

７年法律第２９２号）第１４条の規定による附属機関の設置については、法令又は他の条例に定め

があるものを除くほか、この条例の定めるところによる。 

（設置） 

第２条 執行機関及び公営企業管理者の附属機関として、別表に掲げるものを置く。 

（委任） 

第３条 この条例に定めるもののほか、前条に規定する附属機関の組織及び運営に関し必要な事項は、

別に定める。 

 

附 則（平成２８年３月１７日条例第６号） 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

別表（第２条関係） 

附属機関の属

する執行機関

及び公営企業

管理者 

附属機関 担当する事務 委員の定数 

市長 ひらつか男女共同

参画推進協議会 

ひらつか男女共同参画プランの推進について審

議すること。 

１１人以内 
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 ５ ひらつか男女共同参画推進協議会規則 

○ひらつか男女共同参画推進協議会規則 

平成２５年３月２９日 

規則第６１号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、平塚市附属機関設置条例（平成２５年条例第２号）第３条の規定に基づき、ひ

らつか男女共同参画推進協議会（以下「協議会」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定め

るものとする。 

（所掌事項） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項を審議する。 

（１） ひらつか男女共同参画プランの推進 

（２） その他男女共同参画の推進に関し必要な事項 

（委員） 

第３条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

（１） 学識経験者 

（２） 関係団体の代表者 

（３） 公募に応じた市民 

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員は、再任されることができる。ただし、任期が引き続き２期を超えることとなる場合は、こ

の限りでない。 

（会長及び副会長） 

第４条 協議会に会長及び副会長１人を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（意見の聴取等） 
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第６条 協議会は、その審議事項について必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、

意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

（部会） 

第７条 協議会は、必要があると認めるときは、部会を置くことができる。 

２ 部会に属すべき委員は、会長が指名する。 

３ 部会に部会長を置き、会長が指名する委員がこれに当たる。 

４ 部会長は、部会の事務を掌理する。 

５ 部会長に事故あるとき、又は部会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務

を代理する。 

６ 第５条の規定は、部会について準用する。 

（庶務） 

第８条 協議会の庶務は、市民部人権・男女共同参画課で処理する。 

（その他） 

第９条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定

める。 

附 則 

この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 
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 ６ ひらつか男女共同参画推進協議会名簿 

 

任期 平成２７年６月１日～平成２９年５月３１日  

委員区分 氏 名 所属団体等 備考 

(１号委員） 

学識経験者 
谷
たに

 俊子
としこ

 東海大学  副会長 

(２号委員） 

関係団体の代表者 

大庭
おおば

 昌 彦
まさひこ

 
平塚市青少年指導員連絡協議会 

（青年活動団体） 
 会長 

六
ろく

田
た

 高 広
たかひろ

 
西湘地域労働者福祉協議会 

（労働団体） 

H27.6.1～

H28.6.30 

飯 山
いいやま

 和 哉
かずなり

 
西湘地域労働者福祉協議会 

（労働団体） 
H28.7.1～ 

河
かわ

間
ま

 洋子
ようこ

 
平塚市民生委員児童委員協議会 

（福祉関係団体） 

H27.6.1～

H28.11.30 

飯田
い い だ

 弘
ひろし

 
平塚市民生委員児童委員協議会 

（福祉関係団体） 
H28.12.1～ 

加藤
かとう

 由美
ゆ み

 
平塚商工会議所 

（経済団体） 
  

武田
たけだ

 美由紀
み ゆ き

 
平塚ＹＷＣＡ 

（平和活動団体） 
  

平田
ひらた

 眞由美
ま ゆ み

 
ガールスカウト平塚市連絡会 

（奉仕団体） 
  

上
うえ

平
ひら

 和子
かずこ

 
平塚市地域婦人団体連絡会 

（地域活動団体） 
  

田中
たなか

 美代子
み よ こ

 
平塚市食生活改善推進団体 

（女性団体） 
  

(３号委員） 

公募に応じた市民 

山 岸
やまぎし

 道子
みちこ

 －   

荒 川
あらかわ

 美作保
み さ ほ

 －   

 
 

  



  
 

68 

 ７ 男女共同参画のあゆみ 

   世界の動き 国内の動き 神奈川県の動き 平塚市の動き 

1975 年 

（昭和 50 年） 

  ・国際婦人年世界会議 
（メキシコシティ） 

・国際婦人年 
（昭和50年度から昭
和 59 年度） 

・総理府に婦人問題企画推
進本部設置 

  

   
  

・県知事室に婦人関係行
政の窓口設置 

 

   

 

・「国内行動計画」策定 
（昭和 52 年度から昭和
61 年度） 

・国立婦人教育会館開館 

  

   
    

   ・「女子に対するあらゆ 
る形態の差別の撤廃
に関する条約」採択 

   

1980 年 

（昭和 55 年） 

  
 

・「民法」一部改正 
（配偶者の相続分改正）
（1981 年施行） 

  

   
    

   

  

・かながわ女性会議結成 
・県県民部に婦人企画室

設置 
・県立婦人総合センター

開館 
（1991年に「県立かながわ女
性センター」に名称変更） 

 

   
    

   

 

・「国籍法」、「戸籍法」一部
改正 
（父母両系主義の採用）
（1985 年施行） 

  

1985 年 

（昭和 60 年） 

  
・国連婦人の10年ナイ

ロビ世界会議 
－ナイロビ将来戦略
（目標年次2000年度） 
（昭和60年度から平
成11年度） 

・「男女雇用機会均等法」交
付 
（1986 年施行） 

・「女子に対するあらゆる形
態の差別の撤廃に関する
条約」批准 
（1986年発行） 

  

   
    

   

 

・「西暦2000年に向けての
新国内行動計画」策定 
（昭和62年度から平成
７年度） 

・「新かながわ女性プラン
策定」 
（昭和 62 年度から平
成８年度） 

 

   

   

・「新平塚市総合計画」
策定－地域に根ざし
た男女共同社会の充
実 

   

 

・新学習指導要領の告示 
（高校家庭科男女必修） 

 

・地域づくり課婦人行 
政推進担当を設置 

・平塚市女性問題懇話 
会の設置 
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   世界の動き 国内の動き 神奈川県の動き 平塚市の動き 

1990 年 

（平成 2 年） 

     ・平塚市女性問題懇話 
会の提言 

    ・「育児休業法」公布 
（1992 年施行 女性差別禁 
 止、セクハラ防止） 

・「新国内行動計画」（第１
次改定）策定 

・「新かながわ女性プラン
改定実施計画」策定 

・「湘南ひらつか女性プ 
ラン」策定 
（平成３年度から平
成９年度） 

      ・女性行政推進室を設置 

   ・国連世界人権会議 
（ウィーン） 
ウィーン宣言採択 

  ・ひらつか女性フェス 
ティバル実施開始 
（2004年に「ひらつ
か男女共同参画フェ
スティバル」に名称変
更） 

   ・国際人口・開発会議 
（カイロ） 

・内閣に男女共同参画推 
進本部設置 

  

1995 年 

（平成７年） 

  ・第４回世界女性会議
（北京）北京宣言、行
動綱領採択 

・「育児・介護休業法」成立  ・男女共同参画情報誌
「まめ」創刊 

    ・「男女共同参画2000年プ
ラン」策定 
（平成８年度から平成
11年度） 

  

    ・「男女雇用機会均等法」一
部改正 
（1999 年施行 女性差別 

禁止、セクハラ防止） 
・「労働基準法」一部改正（女

子保護規定撤廃） 
・「育児・介護休業法」一部

改正（深夜業制限） 

・「かながわ女性プラン
21」策定 
（平成９年度から平成
14年度） 

・「附属機関等の女性
登用の促進について
（指針）」施行 

      ・「湘南ひらつか男女
共同参画プラン」策
定 
（平成10年度から平
成18年度） 

    ・「男女共同参画社会基本
法」公布・施行 

  

2000 年 

（平成 12 年） 

  ・国連特別総会「女性
2000 年会議」 
（ニューヨーク） 

・「男女共同参画基本計画」
策定 
（平成12年度から平成
16年度） 

  

    ・内閣府に男女共同参画局
を設置 

・「ＤＶ防止法」公布・施行 

 ・男女共同参画推進室と
名称変更 

     ・「神奈川県男女共同参画
推進条例」公布・施行 

・配偶者暴力相談支援セ
ンター設置 

 

    ・「次世代育成支援対策推進
法」、「少子化社会対策基
本法」公布・施行 

・「かながわ男女共同参画
推進プラン」策定 
（平成15年度から平
成19年度） 

 

    ・「DV 防止法」一部改正 
・「育児・介護休業法」一部改

正 

 ・女性のための相談窓 
口開設 
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   世界の動き 国内の動き 神奈川県の動き 平塚市の動き 

2005 年 

（平成 17 年）   

・国連婦人の地位委員
会 
「北京＋10」世界閣僚級
会合（ニューヨーク） 

・「男女共同参画基本計画
（第2次）」策定 
（平成17年度から平成
21年度） 

 ・平塚市男女共同参画に
関する市民意識調査 

 

  

 ・「男女雇用機会均等法」一
部改正 
（2007年施行、間接差別、男性に
対する差別の禁止） 

・「かながわ DV 被害者支
援プラン」策定 

・「平塚市自治基本条例」
公布・施行 

 

  

 ・「ＤＶ防止法」一部改正 
・「仕事と生活の調和(ワー

ク・ライフ・バランス)憲
章」、「仕事と生活の調和
推進のための行動指針」
策定 

 ・「ひらつか男女共同参
画プラン 2007」策定 
（平成 19 年度から平
成 28 年度） 

 

  

 ・「次世代育成支援対策推進
法」一部改正 

・「女性の参画加速プログラ
ム」策定 

・「かながわ男女共同参画
推進プラン（第 2 次）」
策定 
（平成 20 年度から平
成 24 年度） 

・平塚市男女共同参画に
関する市民意識調査 

・人権・男女共同参画課
へ組織改正 

 

  

・EＳCAP「北京行動
綱領」の実施に関す
るハイレベル政府間
レビュー会合(「バン
コク宣言」採択) 

・「育児・介護休業法」一部
改正 

・「かながわ人権施策推進
指針」策定 

・「かながわ DV 被害者支
援プラン」改定 

・平塚市男女共同参画に
関する市民意識調査 

2010 年 

（平成 22 年） 

  

・国連「北京＋15」記
念会合 
(ニューヨーク)(「宣
言」採択) 

・「仕事と生活の調和(ワー
ク・ライフ・バランス)憲
章」、「仕事と生活の調和
推進のための行動指針」
改定 

・「男女共同参画基本計画
（第３次）」策定 
（平成 22 年度から平成
26 年度） 

 ・平塚市男女共同参画に
関する市民意識調査 

 

  

・UN Women（ジェン
ダー平等と女性エン
パワーメントのため
の国連機関）正式発足 

   

 

  

・第 56 回国連婦人の地
位委員会「自然災害に
おけるジェンダー平等
と女性のエンパワ―メ
ント」決議案採択 

・「「女性の活躍促進による
経済活性化」行動計画～
働く「なでしこ」大作戦
～」策定 

 ・「ひらつか男女共同参画
プラン 2007」 
主な取り組み修正 

・平塚市男女共同参画に
関する市民意識調査 

 

  

 ・「ＤＶ防止法」一部改正 
・「ストーカー行為規制法」

一部改正 
・「男女雇用機会均等法施行

規則」一部改正 

・「かながわ男女共同参画
推進プラン（第３次）」
策定 
（平成 25 年度から平成
29 年度） 

・「かながわ人権施策推進
指針（改定版）」改定 

・「平塚市人権施策推進
指針」策定 

 

  

・第58回国連婦人の地
位委員会「自然災害
におけるジェンダー
平等と女性のエンパ
ワ―メント」決議案
採択 

・「女性の活躍推進に向けた
公共調達及び補助金の活
用に関する取組指針」決定 

・「次世代育成支援対策推進
法」改正（10年延長） 

・「かながわＤＶ防止・被
害者支援プラン」策定 
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   世界の動き 国内の動き 神奈川県の動き 平塚市の動き 

2015 年 

（平成 27 年） 

  

・国連「北京＋20」 ・子ども・子育て支援新制
度施行 

・「女性活躍推進法」制定 
・「男女共同参画基本計画

（第４次）」策定 
（平成27年度から平成
32年度） 

 ・平塚市男女共同参画に
関する市民意識調査 

 

  

 ・「男女雇用機会均等法」一
部改正 

・「育児・介護休業法」一部
改正 

  

 
  

   ・「ひらつか男女共同参画
プラン2017」策定 
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 ８ 法律等 

（１）男女共同参画社会基本法 

平成 11 年 6 月 23 日法律第 78 号 

最終改正：平成 11 年 12 月 22 日法律第 160 号 

 

目次  

前文 

第 1 章 総則（第 1 条―第 12 条） 

第 2 章 男女共同参画社会の形成の促進に関する

基本的施策（第 13 条―第 20 条） 

第３章 男女共同参画会議（第 21 条―第 28） 

附則  

 

 我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の

下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な

取組が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実

に進められてきたが、なお一層の努力が必要とされて

いる。 

 一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等

我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応していく

上で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分

かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十

分に発揮することができる男女共同参画社会の実現

は、緊要な課題となっている。 

 このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実

現を 2１世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位

置付け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画

社会の形成の促進に関する施策の推進を図っていく

ことが重要である。 

 ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理

念を明らかにしてその方向を示し、将来に向かって国、

地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に

関する取組を総合的かつ計画的に推進するため、この

法律を制定する。 

 

第１章 総則  

 

（目的） 

第１条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、

社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある

社会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同

参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並びに国、

地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとと

もに、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策

の基本となる事項を定めることにより、男女共同参

画社会の形成を総合的かつ計画的に推進すること

を目的とする。 

 

（定義） 

第 2 条 この法律において、次の各号に掲げる用語の

意義は、当該各号に定めるところによる。  

１ 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な

構成員として、自らの意思によって社会のあらゆ

る分野における活動に参画する機会が確保され、

もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び

文化的利益を享受することができ、かつ、共に責

任を担うべき社会を形成することをいう。 

２ 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男

女間の格差を改善するため必要な範囲内において、

男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に

提供することをいう。  

 

（男女の人権の尊重） 

第３条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人とし

ての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差

別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力

を発揮する機会が確保されることその他の男女の人

権が尊重されることを旨として、行われなければな

らない。  

 

（社会における制度又は慣行についての配慮） 

第４条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会

における制度又は慣行が、性別による固定的な役割

分担等を反映して、男女の社会における活動の選択

に対して中立でない影響を及ぼすことにより、男女

共同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれ

があることにかんがみ、社会における制度又は慣行

が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす

影響をできる限り中立なものとするように配慮さ

れなければならない。  

 

（政策等の立案及び決定への共同参画） 

第５条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の

対等な構成員として、国若しくは地方公共団体にお

ける政策又は民間の団体における方針の立案及び

決定に共同して参画する機会が確保されることを

旨として、行われなければならない。  

 

（家庭生活における活動と他の活動の両立） 

第６条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する

男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、

家族の介護その他の家庭生活における活動につい

て家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、

当該活動以外の活動を行うことができるようにす

ることを旨として、行われなければならない。  

 

（国際的協調） 

第７条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会
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における取組と密接な関係を有していることにか

んがみ、男女共同参画社会の形成は、国際的協調の

下に行われなければならない。  

 

（国の責務） 

第８条 国は、第３条から前条までに定める男女共同

参画社会の形成についての基本理念（以下「基本理

念」という。）にのっとり、男女共同参画社会の形

成の促進に関する施策（積極的改善措置を含む。以

下同じ。）を総合的に策定し、及び実施する責務を

有する。  

 

（地方公共団体の責務） 

第９条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女

共同参画社会の形成の促進に関し、国の施策に準じ

た施策及びその他のその地方公共団体の区域の特

性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有す

る。  

 

（国民の責務） 

第 10 条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の

社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、

男女共同参画社会の形成に寄与するように努めな

ければならない。  

 

（法制上の措置等） 

第 11 条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に

関する施策を実施するため必要な法制上又は財政

上の措置その他の措置を講じなければならない。  

 

（年次報告等） 

第 12 条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会

の形成の状況及び政府が講じた男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策についての報告を提出

しなければならない。 

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社

会の形成の状況を考慮して講じようとする男女共

同参画社会の形成の促進に関する施策を明らかに

した文書を作成し、これを国会に提出しなければな

らない。  

 

第２章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基

本的施策  

 

（男女共同参画基本計画）  

第 13 条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に

関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、

男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な

計画（以下「男女共同参画基本計画」という。）を

定めなければならない。  

２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項につい

て定めるものとする。  

(１) 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策の大綱  

(２) 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的

に推進するために必要な事項  

３ 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴い

て、男女共同参画基本計画の案を作成し、閣議の決

定を求めなければならない。  

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定が

あったときは、遅滞なく、男女共同参画基本計画を

公表しなければならない。  

５ 前２項の規定は、男女共同参画基本計画の変更に

ついて準用する。  

 

（都道府県男女共同参画計画等） 

第 1４条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案

して、当該都道府県の区域における男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策についての基本的な

計画（以下「都道府県男女共同参画計画」という。）

を定めなければならない。  

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項に

ついて定めるものとする。  

(１) 都道府県の区域において総合的かつ長期的に

講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策の大綱  

(２) 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域に

おける男女共同参画社会の形成の促進に関する

施策を総合的かつ計画的に推進するために必要

な事項  

３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男

女共同参画計画を勘案して、当該市町村の区域にお

ける男女共同参画社会の形成の促進に関する施策

についての基本的な計画（以下「市町村男女共同参

画計画」という。）を定めるように努めなければな

らない。  

４ 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計

画又は市町村男女共同参画計画を定め、又は変更し

たときは、遅滞なく、これを公表しなければならな

い。  

 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第 15 条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会

の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、

及び実施するに当たっては、男女共同参画社会の形

成に配慮しなければならない。  

 

（国民の理解を深めるための措置） 

第 16 条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じ

て、基本理念に関する国民の理解を深めるよう適切

な措置を講じなければならない。  

 

（苦情の処理等） 

第 17 条 国は、政府が実施する男女共同参画社会の

形成の促進に関する施策又は男女共同参画社会の

形成に影響を及ぼすと認められる施策についての

苦情の処理のために必要な措置及び性別による差
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別的取扱いその他の男女共同参画社会の形成を阻

害する要因によって人権が侵害された場合におけ

る被害者の救済を図るために必要な措置を講じな

ければならない。  

 

（調査研究） 

第 18 条 国は、社会における制度又は慣行が男女共

同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究

その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する

施策の策定に必要な調査研究を推進するように努

めるものとする。  

 

（国際的協調のための措置） 

第 19 条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協

調の下に促進するため、外国政府又は国際機関との

情報の交換その他男女共同参画社会の形成に関す

る国際的な相互協力の円滑な推進を図るために必

要な措置を講ずるように努めるものとする。  

 

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 

第 20 条 国は、地方公共団体が実施する男女共同参

画社会の形成の促進に関する施策及び民間の団体

が男女共同参画社会の形成の促進に関して行う活

動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置

を講ずるように努めるものとする。  

 

第３章 男女共同参画会議  

 

（設置） 

第 21 条 内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」

という。）を置く 

  

（所掌事務） 

第 22 条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。  

(１) 男女共同参画基本計画に関し、第 13 条第３

項に規定する事項を処理すること。  

(２) 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は

関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の形

成の促進に関する基本的な方針、基本的な政策及

び重要事項を調査審議すること。  

(３) 前２号に規定する事項に関し、調査審議し、

必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関

係各大臣に対し、意見を述べること。  

(４) 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策の実施状況を監視し、及び政府の

施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響を

調査し、必要があると認めるときは、内閣総理大

臣及び関係各大臣に対し、意見を述べること。  

 

（組織） 

第 23 条 会議は、議長及び議員 2４人以内をもって

組織する。  

 

（議長） 

第 24 条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。 

２ 議長は、会務を総理する。  

 

（議員） 

第 25 条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。  

(１) 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内

閣総理大臣が指定する者  

(２) 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を

有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者  

２ 前項第２号の議員の数は、同項に規定する議員の

総数の 10 分の５未満であってはならない。  

３ 第１項第２号の議員のうち、男女のいずれか一方

の議員の数は、同号に規定する議員の総数の 10 分

の４未満であってはならない。  

４ 第１項第２号の議員は、非常勤とする。  

 

（議員の任期） 

第 26 条 前条第１項第２号の議員の任期は、２年と

する。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任

期間とする。 

２ 前条第１項第２号の議員は、再任されることがで

きる。  

 

（資料提出の要求等） 

第 27 条 会議は、その所掌事務を遂行するために必

要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、

監視又は調査に必要な資料その他の資料の提出、意

見の開陳、説明その他必要な協力を求めることがで

きる。 

２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要

があると認めるときは、前項に規定する者以外の者

に対しても、必要な協力を依頼することができる。  

 

（政令への委任） 

第 28 条 この章に定めるもののほか、会議の組織及

び議員その他の職員その他会議に関し必要な事項

は、政令で定める。  

 

 

附 則 

（平成 11 年 6 月 23 日法律第 78 号） 抄  

 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から施行する。  

 

（男女共同参画審議会設置法の廃止） 

第２条 男女共同参画審議会設置法（平成９年法律第

7 号）は、廃止する。  

 

附 則  

（平成 11 年 7 月 16 日法律第 102 号） 抄  

 

（施行期日） 

第１条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律
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（平成 1１年法律第 88 号）の施行の日から施行す

る。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に

定める日から施行する。  

（施行の日＝平成 13 年１月 6 日）  

１ 略 

２ 附則第 10 条第１項及び第５項、第 14 条第３

項、第 23 条、第 28 条並びに第 30 条の規定 公

布の日  

 

（委員等の任期に関する経過措置） 

第 28 条 この法律の施行の日の前日において次に掲

げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他

の職員である者（任期の定めのない者を除く。）の

任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定め

たそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満

了する。  

１から 10 まで 略  

11 男女共同参画審議会  

 

（別に定める経過措置） 

第 30 条 第２条から前条までに規定するもののほか、

この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に

法律で定める。  

 

附 則  

（平成 11 年 12 月 22 日法律第 160 号） 抄  

 

（施行期日） 

第１条 この法律（第２条及び第３条を除く。）は、

平成 13 年 1 月 6 日から施行する。ただし、次の各

号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行す

る。 
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（２）女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約（抄） 

 
採  択 1979 年 12 月 18 日 

（国際連合第 3４回総会） 

効力発行 1981 年 9 月 3 日 

日 本 国 1985 年 6 月 25 日批准 

     1985 年 7 月 25 日効力発生 

 

 

この条約の締約国は、 

 国際連合憲章が基本的人権、人間の尊厳及び価値並

びに男女の権利の平等に関する信念を改めて確認し

ていることに留意し、 

 世界人権宣言が、差別は容認することができないも

のであるとの原則を確認していること、並びにすべて

の人間は生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳

及び権利について平等であること並びにすべての人

は性による差別その他のいかなる差別もなしに同宣

言に掲げるすべての権利及び自由を享有することが

できることを宣明していることに留意し、 

 人権に関する国際規約の締約国がすべての経済的、

社会的、文化的、市民的及び政治的権利の享有につい

て男女に平等の権利を確保する義務を負っているこ

とに留意し、 

 国際連合及び専門機関の主催の下に各国が締結し

た男女の権利の平等を促進するための国際条約を考

慮し、 

 更に、国際連合及び専門機関が採択した男女の権利

の平等を促進するための決議、宣言及び勧告に留意し、 

 しかしながら、これらの種々の文書にもかかわらず

女子に対する差別が依然として広範に存在している

ことを憂慮し、 

 女子に対する差別は、権利の平等の原則及び人間の

尊厳の尊重の原則に反するものであり、女子が男子と

平等の条件で自国の政治的、社会的、経済的及び文化

的活動に参加する上で障害となるものであり、社会及

び家族の繁栄の増進を阻害するものであり、また、女

子の潜在能力を自国及び人類に役立てるために完全

に開発することを一層困難にするものであることを

想起し、 

 窮乏の状況においては、女子が食糧、健康、教育、

雇用のための訓練及び機会並びに他の必要とするも

のを享受する機会が最も少ないことを憂慮し、 

 衡平及び正義に基づく新たな国際経済秩序の確立

が男女の平等の促進に大きく貢献することを確信し、 

 アパルトヘイト、あらゆる形態の人種主義、 

人種差別、植民地主義、新植民地主義、侵略、 

外国による占領及び支配並びに内政干渉の根絶が男

女の権利の完全な享有に不可欠であることを強調し、 

 国際の平和及び安全を強化し、国際緊張を緩和し、

すべての国（社会体制及び経済体制のいかんを問わな

い。）の間で相互に協力し、全面的かつ完全な軍備縮

小を達成し、特に厳重かつ効果的な国際管理の下での

核軍備の縮小を達成し、諸国間の関係における正義、

平等及び互恵の原則を確認し、外国の支配の下、植民

地支配の下又は外国の占領の下にある人民の自決の

権利及び人民の独立の権利を実現し並びに国の主権

及び領土保全を尊重することが、社会の進歩及び発展

を促進し、ひいては、男女の完全な平等の達成に貢献

することを確認し、 

 国の完全な発展、世界の福祉及び理想とする平和は、

あらゆる分野において女子が男子と平等の条件で最

大限に参加することを必要としていることを確信し、 

 家族の福祉及び社会の発展に対する従来完全には

認められていなかった女子の大きな貢献、母性の社会

的重要性並びに家庭及び子の養育における両親の役

割に留意し、また、出産における女子の役割が差別の

根拠となるべきではなく、子の養育には男女及び社会

全体が共に責任を負うことが必要であることを認識

し、 

 社会及び家庭における男子の伝統的役割を女子の

役割とともに変更することが男女の完全な平等の達

成に必要であることを認識し、 

 女子に対する差別の撤廃に関する宣言に掲げられ

ている諸原則を実施すること及びこのために女子に

対するあらゆる形態の差別を撤廃するための必要な

措置をとることを決意して、次のとおり協定した。  

 

第一部 

第１条 

 この条約の適用上、「女子に対する差別」とは、性

に基づく区別、排除又は制限であって、政治的、経済

的、社会的、文化的、市民的その他のいかなる分野に

おいても、女子（婚姻をしているかいないかを問わな

い。）が男女の平等を基礎として人権及び基本的自由

を認識し、享有し又は行使することを害し又は無効に

する効果又は目的を有するものをいう。 

 

第２条 

 締約国は、女子に対するあらゆる形態の差別を非難

し、女子に対する差別を撤廃する政策をすべての適当

な手段により、かつ、遅滞なく追求することに合意し、

及びこのため次のことを約束する。    

（ａ） 男女の平等の原則が自国の憲法その他の適当

な法令に組み入れられていない場合にはこれを

定め、かつ、男女の平等の原則の実際的な実現を

法律その他の適当な手段により確保すること。  

（ｂ） 女子に対するすべての差別を禁止する適当な
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立法その他の措置（適当な場合には制裁を含む。）

をとること。  

（ｃ） 女子の権利の法的な保護を男子との平等を基

礎として確立し、かつ、権限のある自国の裁判所

その他の公の機関を通じて差別となるいかなる

行為からも女子を効果的に保護することを確保

すること。  

（ｄ） 女子に対する差別となるいかなる行為又は慣

行も差し控え、かつ、公の当局及び機関がこの義

務に従って行動することを確保すること。  

（ｅ） 個人、団体又は企業による女子に対する差別

を撤廃するためのすべての適当な措置をとるこ

と。  

（ｆ） 女子に対する差別となる既存の法律、規則、

慣習及び慣行を修正し又は廃止するためのすべ

ての適当な措置（立法を含む。）をとること。  

（ｇ） 女子に対する差別となる自国のすべての刑罰

規定を廃止すること。  

 

第３条 

 締約国は、あらゆる分野、特に、政治的、社会的、

経済的及び文化的分野において、女子に対して男子と

の平等を基礎として人権及び基本的自由を行使し及

び享有することを保障することを目的として、女子の

完全な能力開発及び向上を確保するためのすべての

適当な措置（立法を含む。）をとる。 

 

第４条 

１ 締約国が男女の事実上の平等を促進することを

目的とする暫定的な特別措置をとることは、この条

約に定義する差別と解してはならない。ただし、そ

の結果としていかなる意味においても不平等な又

は別個の基準を維持し続けることとなってはなら

ず、これらの措置は、機会及び待遇の平等の目的が

達成された時に廃止されなければならない。  

２ 締約国が母性を保護することを目的とする特別

措置（この条約に規定する措置を含む。）をとるこ

とは、差別と解してはならない。  

 

第 5 条 

 締約国は、次の目的のためのすべての適当な措置を

とる。   

（ａ） 両性のいずれかの劣等性若しくは優越性の観

念又は男女の定型化された役割に基づく偏見及

び慣習その他あらゆる慣行の撤廃を実現するた

め、男女の社会的及び文化的な行動様式を修正す

ること。  

（ｂ） 家庭についての教育に、社会的機能としての

母性についての適正な理解並びに子の養育及び

発育における男女の共同責任についての認識を

含めることを確保すること。あらゆる場合におい

て、子の利益は最初に考慮するものとする。  

 

第６条 

 締約国は、あらゆる形態の女子の売買及び女子の売

春からの搾取を禁止するためのすべての適当な措置

（立法を含む。）をとる。 

 

第３部 

第１０条 

 締約国は、教育の分野において、女子に対して男子

と平等の権利を確保することを目的として、特に、男

女の平等を基礎として次のことを確保することを目

的として、女子に対する差別を撤廃するためのすべて

の適当な措置をとる。 

（ａ） 農村及び都市のあらゆる種類の教育施設にお

ける職業指導、修学の機会及び資格証書の取得の

ための同一の条件。このような平等は、就学前教

育、普通教育、技術教育、専門教育及び高等技術

教育並びにあらゆる種類の職業訓練において確

保されなければならない。  

（ｂ） 同一の教育課程、同一の試験、同一の水準の

資格を有する教育職員並びに同一の質の学校施

設及び設備を享受する機会  

（ｃ） すべての段階及びあらゆる形態の教育におけ

る男女の役割についての定型化された概念の撤

廃を、この目的の達成を助長する男女共学その他

の種類の教育を奨励することにより、また、特に、

教材用図書及び指導計画を改訂すること並びに

指導方法を調整することにより行うこと。  

（ｄ） 奨学金その他の修学援助を享受する同一の機

会  

（ｅ） 継続教育計画（成人向けの及び実用的な識字

計画を含む。）、特に、男女間に存在する教育上の

格差をできる限り早期に減少させることを目的

とした継続教育計画を利用する同一の機会  

（ｆ） 女子の中途退学率を減少させること及び早期

に退学した女子のための計画を策定すること。  

（ｇ） スポ－ツ及び体育に積極的に参加する同一の

機会  

（ｈ） 家族の健康及び福祉の確保に役立つ特定の教

育的情報（家族計画に関する情報及び助言を含

む。）を享受する機会  

 

第１１条 

１ 締約国は、男女の平等を基礎として同一の権利、

特に次の権利を確保することを目的として、雇用の

分野における女子に対する差別を撤廃するための

すべての適当な措置をとる。 

（ａ） すべての人間の奪い得ない権利としての労

働の権利  

（ｂ） 同一の雇用機会（雇用に関する同一の選考

基準の適用を含む。）についての権利  

（ｃ） 職業を自由に選択する権利、昇進、雇用の

保障ならびに労働に係るすべての給付及 び

条件についての権利並びに職業訓練及び再訓

練（見習、上級職業訓練及び継続的訓練を含

む。）を受ける権利  
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（ｄ） 同一価値の労働についての同一報酬（手当

を含む。）及び同一待遇についての権利並びに

労働の質の評価に関する取扱いの平等につい

ての権利   

（ｅ） 社会保障（特に、退職、失業、傷病、障害、

老齢その他の労働不能の場合における社会保

障）についての権利及び有給休暇についての権

利  

（ｆ） 作業条件に係る健康の保護及び安全（生殖

機能の保護を含む。）についての権利  

２ 締約国は、婚姻又は母性を理由とする女子に対す

る差別を防止し、かつ、女子に対して実効的な労働

の権利を確保するため、次のことを目的とする適当

な措置をとる。 

  （ａ） 妊娠又は母性休暇を理由とする解雇及び婚

姻をしているかいないかに基づく差別的解雇

を制裁を課して禁止すること。  

  （ｂ） 給料又はこれに準ずる社会的給付を伴い、

かつ、従前の雇用関係、先任及び社会保障上の

利益の喪失を伴わない母性休暇を導入するこ

と。  

  （ｃ） 親が家庭責任と職業上の責務及び社会的活

動への参加とを両立させることを可能とする

ために必要な補助的な社会的サ－ビスの提供

を、特に保育施設網の設置及び充実を促進する

ことにより奨励すること。  

  （ｄ） 妊娠中の女子に有害であることが証明され

ている種類の作業においては、当該女子に対し

て特別の保護を与えること。  

３ この条に規定する事項に関する保護法令は、科学

上及び技術上の知識に基づき定期的に検討するも

のとし、必要に応じて、修正し、廃止し、又はその

適用を拡大する。  

第１２条 

１ 締約国は、男女の平等を基礎として保健サ－ビス

（家族計画に関連するものを含む。）を享受する機

会を確保することを目的として、保健の分野におけ

る女子に対する差別を撤廃するためのすべての適

当な措置をとる。  

２ １の規定にかかわらず、締約国は、女子に対し、

妊娠、分べん及び産後の期間中の適当なサ－ビス

（必要な場合には無料にする。）並びに妊娠及び授

乳の期間中の適当な栄養を確保する。  

 

第１３条 

 締約国は、男女の平等を基礎として同一の権利、特

に次の権利を確保することを目的として、他の経済的

及び社会的活動の分野における女子に対する差別を

撤廃するためのすべての適当な措置をとる。   

（ａ） 家族給付についての権利  

（ｂ） 銀行貸付け、抵当その他の形態の金融上の信

用についての権利  

（ｃ） レクリエ－ション、スポ－ツ及びあらゆる側

面における文化的活動に参加する権利  

 

第１４条 

１ 締約国は、農村の女子が直面する特別の問題及び

家族の経済的生存のために果たしている重要な役

割（貨幣化されていない経済の部門における労働を

含む。）を考慮に入れるものとし、農村の女子に対

するこの条約の適用を確保するためのすべての適

当な措置をとる。  

２ 締約国は、男女の平等を基礎として農村の女子が

農村の開発に参加すること及びその開発から生ず

る利益を受けることを確保することを目的として、

農村の女子に対する差別を撤廃するためのすべて

の適当な措置をとるものとし、特に、これらの女子

に対して次の権利を確保する。   

 （ａ） すべての段階における開発計画の作成及び

実施に参加する権利  

 （ｂ） 適当な保健サ－ビス（家族計画に関する情

報、カウンセリング及びサ－ビスを含む。）を

享受する権利  

  （ｃ） 社会保障制度から直接に利益を享受する権

利  

 （ｄ） 技術的な能力を高めるために、あらゆる種

類（正規であるかないかを問わない。）の訓練

及び教育（実用的な識字に関するものを含む。）

並びに、特に、すべての地域サ－ビス及び普及

サ－ビスからの利益を享受する権利  

  （ｅ） 経済分野における平等な機会を雇用又は自

営を通じて得るために、自助的集団及び協同組

合を組織する権利  

（ｆ） あらゆる地域活動に参加する権利  

 （ｇ） 農業信用及び貸付け、流通機構並びに適当

な技術を利用する権利並びに土地及び農地の

改革並びに入植計画において平等な待遇を享

受する権利  

  （ｈ） 適当な生活条件（特に、住居、衛生、電力

及び水の供給、運輸並びに通信に関する条件）

を享受する権利  

  

第４部 

第１５条 

１ 締約国は、女子に対し、法律の前の男子との平等

を認める。  

２ 締約国は、女子に対し、民事に関して男子と同一

の法的能力を与えるものとし、また、この能力を行

使する同一の機会を与える。特に、締約国は、契約

を締結し及び財産を管理することにつき女子に対

して男子と平等の権利を与えるものとし、裁判所に

おける手続のすべての段階において女子を男子と

平等に取り扱う。  

３ 締約国は、女子の法的能力を制限するような法的

効果を有するすべての契約及び他のすべての私的

文書（種類のいかんを問わない。）を無効とするこ

とに同意する。  

４ 締約国は、個人の移動並びに居所及び住所の選択
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の自由に関する法律において男女に同一の権利を

与える。  

 

第１６条 

１ 締約国は、婚姻及び家族関係に係るすべての事項

について女子に対する差別を撤廃するためのすべ

ての適当な措置をとるものとし、特に、男女の平等

を基礎として次のことを確保する。       

（ａ） 婚姻をする同一の権利  

（ｂ） 自由に配偶者を選択し及び自由かつ完全な

合意のみにより婚姻をする同一の権利  

（ｃ） 婚姻中及び婚姻の解消の際の同一の権利及

び責任  

（ｄ） 子に関する事項についての親（婚姻をして

いるかいないかを問わない。）としての同一の

権利及び責任。あらゆる場合において、子の利

益は至上である。  

（ｅ） 子の数及び出産の間隔を自由にかつ責任を

もって決定する同一の権利並びにこれらの権

利の行使を可能にする情報、教育及び手段を享

受する同一の権利  

（ｆ） 子の後見及び養子縁組又は国内法令にこれ

らに類する制度が存在する場合にはその制度

に係る同一の権利及び責任。あらゆる場合にお

いて、子の利益は至上である。  

（ｇ） 夫及び妻の同一の個人的権利（姓及び職業

を選択する権利を含む。）  

（ｈ） 無償であるか有償であるかを問わず、財産

を所有し、取得し、運用し、管理し、利用し及

び処分することに関する配偶者双方の同一の

権利  

２ 児童の婚約及び婚姻は、法的効果を有しないもの

とし、また、婚姻最低年齢を定め及び公の登録所へ

の婚姻の登録を義務付けるためのすべての必要な

措置（立法を含む。）がとられなければならない。  
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（３）雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（抄） 

 
昭和 47 年 7 月１日法律第 113 号 

最終改正：平成 26 年 6 月 13 日法律第 67 号 

 

目次 

第１章 総則（第１条―第４条）  

第２章 雇用の分野における男女の均等な機会及

び待遇の確保等  

 第１節 性別を理由とする差別の禁止等 

（第５条―第 10 条）  
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第１章 総則  

 

（目的）  

第１条 この法律は、法の下の平等を保障する日本国

憲法の理念にのっとり雇用の分野における男女の

均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労

働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確

保を図る等の措置を推進することを目的とする。  

 

（基本的理念）  

第２条 この法律においては、労働者が性別により差

別されることなく、また、女性労働者にあっては母

性を尊重されつつ、充実した職業生活を営むことが

できるようにすることをその基本的理念とする。  

２ 事業主並びに国及び地方公共団体は、前項に規定

する基本的理念に従って、労働者の職業生活の充実

が図られるように努めなければならない。  

 

（啓発活動）  

第３条 国及び地方公共団体は、雇用の分野にお 

 

ける男女の均等な機会及び待遇の確保等について

国民の関心と理解を深めるとともに、特に、雇用の

分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を

妨げている諸要因の解消を図るため、必要な啓発活

動を行うものとする。 

 

（男女雇用機会均等対策基本方針）  

第４条 厚生労働大臣は、雇用の分野における男女の

均等な機会及び待遇の確保等に関する施策の基本

となるべき方針（以下「男女雇用機会均等対策基本

方針」という。）を定めるものとする。  

２ 男女雇用機会均等対策基本方針に定める事項は、

次のとおりとする。  

(１) 男性労働者及び女性労働者のそれぞれの職業

生活の動向に関する事項  

(２) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待

遇の確保等について講じようとする施策の基本

となるべき事項  

３ 男女雇用機会均等対策基本方針は、男性労働者及

び女性労働者のそれぞれの労働条件、意識及び就業

の実態等を考慮して定められなければならない。  

４ 厚生労働大臣は、男女雇用機会均等対策基本方針

を定めるに当たっては、あらかじめ、労働政策審議

会の意見を聴くほか、都道府県知事の意見を求める

ものとする。  

５ 厚生労働大臣は、男女雇用機会均等対策基本方針

を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表するも

のとする。  

６ 前２項の規定は、男女雇用機会均等対策基本方針

の変更について準用する。  

 

第２章 雇用の分野における男女の均等な機会及び

待遇の確保等  

 

第１節 性別を理由とする差別の禁止等  

 

（性別を理由とする差別の禁止）  

第５条 事業主は、労働者の募集及び採用について、

その性別にかかわりなく均等な機会を与えなけれ

ばならない。  

 

第６条 事業主は、次に掲げる事項について、労働者

の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならな

い。  

(１) 労働者の配置（業務の配分及び権限の付与を含

む。）、昇進、降格及び教育訓練  

(２) 住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚

生の措置であって厚生労働省令で定めるもの  

(３) 労働者の職種及び雇用形態の変更  

(４) 退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更

新  

 

（性別以外の事由を要件とする措置）  

第７条 事業主は、募集及び採用並びに前条各号に掲

げる事項に関する措置であって労働者の性別以外
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の事由を要件とするもののうち、措置の要件を満た

す男性及び女性の比率その他の事情を勘案して実

質的に性別を理由とする差別となるおそれがある

措置として厚生労働省令で定めるものについては、

当該措置の対象となる業務の性質に照らして当該

措置の実施が当該業務の遂行上特に必要である場

合、事業の運営の状況に照らして当該措置の実施が

雇用管理上特に必要である場合その他の合理的な

理由がある場合でなければ、これを講じてはならな

い。  

 

（女性労働者に係る措置に関する特例）  

第８条 前３条の規定は、事業主が、雇用の分野にお

ける男女の均等な機会及び待遇の確保の支障とな

っている事情を改善することを目的として女性労

働者に関して行う措置を講ずることを妨げるもの

ではない。  

 

（婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁

止等）  

第９条 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又

は出産したことを退職理由として予定する定めを

してはならない。  

２ 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由とし

て、解雇してはならない。  

３ 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこ

と、出産したこと、労働基準法 （昭和 22 年法律第

49 号）第 65 条第１項 の規定による休業を請求し、

又は同項 若しくは同条第２項 の規定による休業

をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由で

あって厚生労働省令で定めるものを理由として、当

該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱い

をしてはならない。  

４ 妊娠中の女性労働者及び出産後１年を経過しな

い女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。

ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を

理由とする解雇でないことを証明したときは、この

限りでない。  

 

（指針）  

第 10 条 厚生労働大臣は、第５条から第 7 条まで及

び前条第１項から第３項までの規定に定める事項

に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針

（次項において「指針」という。）を定めるものと

する。  

２ 第４条第４項及び第５項の規定は指針の策定及

び変更について準用する。この場合において、同条

第４項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」

とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。  

 

第２節 事業主の講ずべき措置  

 

（職場における性的な言動に起因する問題に関する

雇用管理上の措置）  

第 11 条 事業主は、職場において行われる性的な言

動に対するその雇用する労働者の対応により当該

労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当

該性的な言動により当該労働者の就業環境が害さ

れることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、

適切に対応するために必要な体制の整備その他の

雇用管理上必要な措置を講じなければならない。  

２ 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講

ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図

るために必要な指針（次項において「指針」という。）

を定めるものとする。  

３ 第４条第４項及び第５項の規定は、指針の策定及

び変更について準用する。この場合において、同条

第４項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」

とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。  

 

（妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置）  

第 12 条 事業主は、厚生労働省令で定めるところに

より、その雇用する女性労働者が母子保健法 （昭

和 40 年法律第 141 号）の規定による保健指導又

は健康診査を受けるために必要な時間を確保する

ことができるようにしなければならない。  

 

第 13 条 事業主は、その雇用する女性労働者が前条

の保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守る

ことができるようにするため、勤務時間の変更、勤

務の軽減等必要な措置を講じなければならない。  

２ 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講

ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図

るために必要な指針（次項において「指針」という。）

を定めるものとする。  

３ 第４条第４項及び第５項の規定は、指針の策定及

び変更について準用する。この場合において、同条

第４項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」

とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。  

 

第３節 事業主に対する国の援助  

 

第 14 条 国は、雇用の分野における男女の均等な機

会及び待遇が確保されることを促進するため、事業

主が雇用の分野における男女の均等な機会及び待

遇の確保の支障となっている事情を改善すること

を目的とする次に掲げる措置を講じ、又は講じよう

とする場合には、当該事業主に対し、相談その他の

援助を行うことができる。  

(１) その雇用する労働者の配置その他雇用に関す

る状況の分析  

(２) 前号の分析に基づき雇用の分野における男女

の均等な機会及び待遇の確保の支障となってい

る事情を改善するに当たって必要となる措置に

関する計画の作成  

(３) 前号の計画で定める措置の実施  

(４) 前３号の措置を実施するために必要な体制の

整備  
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(５) 前各号の措置の実施状況の開示  

 

第３章 紛争の解決  

 

第１節 紛争の解決の援助  

 

（苦情の自主的解決）  

第 15 条 事業主は、第 6 条、第 7 条、第 9 条、第

12 条及び第 13 条第１項に定める事項（労働者の

募集及び採用に係るものを除く。）に関し、労働者

から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関（事

業主を代表する者及び当該事業場の労働者を代表

する者を構成員とする当該事業場の労働者の苦情

を処理するための機関をいう。）に対し当該苦情の

処理をゆだねる等その自主的な解決を図るように

努めなければならない。  

 

（紛争の解決の促進に関する特例）  

第 16 条 第５条から第 7 条まで、第 9 条、第 11 条

第１項、第 12 条及び第 13 条第１項に定める事項

についての労働者と事業主との間の紛争について

は、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 

（平成 13 年法律第 112 号）第４条 、第５条及び

第 12 条から第 19 条までの規定は適用せず、次条

から第 27 条までに定めるところによる。  

 

（紛争の解決の援助）  

第 17 条 都道府県労働局長は、前条に規定する紛争

に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその

解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の

当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をするこ

とができる。  

２ 事業主は、労働者が前項の援助を求めたことを理

由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な

取扱いをしてはならない。  

 

第４章 雑則  

 

（調査等）  

第 28 条 厚生労働大臣は、男性労働者及び女性労働

者のそれぞれの職業生活に関し必要な調査研究を

実施するものとする。  

２ 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、関係行

政機関の長に対し、資料の提供その他必要な協力を

求めることができる。  

３ 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、都道府

県知事から必要な調査報告を求めることができる。  

 

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告）  

第 29 条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必

要があると認めるときは、事業主に対して、報告を

求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることがで

きる。  

２ 前項に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省

令で定めるところにより、その一部を都道府県労働

局長に委任することができる。  

 

（公表）  

第 30 条 厚生労働大臣は、第５条から第 7 条まで、

第 9 条第１項から第３項まで、第 11 条第１項、第

12 条及び第 13 条第１項の規定に違反している事

業主に対し、前条第１項の規定による勧告をした場

合において、その勧告を受けた者がこれに従わなか

つたときは、その旨を公表することができる。  

（適用除外）  

第 32 条 第２章第１節及び第３節、前章、第２9 条

並びに第 30 条の規定は、国家公務員及び地方公務

員に、第２章第２節の規定は、一般職の国家公務員

（行政執行法人の労働関係に関する法律（昭和 23

年法律第 257 号）第２条第２号の職員を除く。）、

裁判所職員臨時措置法 （昭和 26 年法律第 299 号）

の適用を受ける裁判所職員、国会職員法 （昭和 22

年法律第 815 号）の適用を受ける国会職員及び自

衛隊法（昭和２9 年法律第 165 号）第２条第５項

に規定する隊員に関しては適用しない。  
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（４）配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律

 
平成 13 年４月 13 日法律第３11 号 

最終改正：平成 26 年４月 23 日法律第 28 号 

 

目次 

 前文 

 第１章 総則（第１条・第２条）  

 第１章の２ 基本方針及び都道府県基本計画 

等（第２条の２・第２条の３）  

 第２章 配偶者暴力相談支援センター等 

（第３条―第５条）  

 第３章 被害者の保護（第 6 条―第 9 条の２）  

 第４章 保護命令（第 10 条―第 22 条）  

 第５章 雑則（第 23 条―第 28 条）  

 第５章の２ 補則（第 28 条の２）  

 第 6 章 罰則（第 29 条・第 30 条）  

附則抄 

 

 我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の

下の平等がうたわれ、人権の擁護と男女平等の実現に

向けた取組が行われている。 

 ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為を

も含む重大な人権侵害であるにもかかわらず、被害者

の救済が必ずしも十分に行われてこなかった。また、

配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女性であり、

経済的自立が困難である女性に対して配偶者が暴力

を加えることは、個人の尊厳を害し、男女平等の実現

の妨げとなっている。 

 このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の

実現を図るためには、配偶者からの暴力を防止し、被

害者を保護するための施策を講ずることが必要であ

る。このことは、女性に対する暴力を根絶しようと努

めている国際社会における取組にも沿うものである。 

 ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、

自立支援等の体制を整備することにより、配偶者から

の暴力の防止及び被害者の保護を図るため、この法律

を制定する。 

 

第１章 総則 

 

（定義） 

第１条 この法律において「配偶者からの暴力」とは、

配偶者からの身体に対する暴力（身体に対する不法

な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの

をいう。以下同じ。）又はこれに準ずる心身に有害

な影響を及ぼす言動（以下この項及び第 28 条の２

において「身体に対する暴力等」と総称する。）を

いい、配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後

に、その者が離婚をし、又はその婚姻が取り消され

た場合にあっては、当該配偶者であった者から引き

続き受ける身体に対する暴力等を含むものとする。 

２ この法律において「被害者」とは、配偶者からの

暴力を受けた者をいう。 

３ この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をし

ていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

を含み、「離婚」には、婚姻の届出をしていないが

事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が、事実上

離婚したと同様の事情に入ることを含むものとす

る。 

 

（国及び地方公共団体の責務） 

第２条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を

防止するとともに、被害者の自立を支援することを

含め、その適切な保護を図る責務を有する。 

 

第１章の２ 基本方針及び都道府県基本計画等 

 

（基本方針） 

第２条の２ 内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大

臣及び厚生労働大臣（以下この条及び次条第５項に

おいて「主務大臣」という。）は、配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護のための施策に関する

基本的な方針（以下この条並びに次条第１項及び第

３項において「基本方針」という。）を定めなけれ

ばならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次

条第１項の都道府県基本計画及び同条第３項の市

町村基本計画の指針となるべきものを定めるもの

とする。 

(１) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に

関する基本的な事項 

(２) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護の

ための施策の内容に関する事項 

(３) その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護のための施策の実施に関する重要事項 

３ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更し

ようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長

に協議しなければならない。 

４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更し

たときは、遅滞なく、これを公表しなければならな

い。 

 

（都道府県基本計画等） 

第２条の３ 都道府県は、基本方針に即して、当該都

道府県における配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護のための施策の実施に関する基本的な計

画（以下この条において「都道府県基本計画」とい

う。）を定めなければならない。 
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２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を

定めるものとする。 

(１) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に

関する基本的な方針 

(２) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護の

ための施策の実施内容に関する事項 

(３) その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護のための施策の実施に関する重要事項 

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方

針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、当

該市町村における配偶者からの暴力の防止及び被

害者の保護のための施策の実施に関する基本的な

計画（以下この条において「市町村基本計画」とい

う。）を定めるよう努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市

町村基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞な

く、これを公表しなければならない。 

５ 主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府

県基本計画又は市町村基本計画の作成のために必

要な助言その他の援助を行うよう努めなければな

らない。 

 

第２章 配偶者暴力相談支援センター等 

 

（配偶者暴力相談支援センター） 

第３条 都道府県は、当該都道府県が設置する婦人相

談所その他の適切な施設において、当該各施設が配

偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たす

ようにするものとする。 

２ 市町村は、当該市町村が設置する適切な施設にお

いて、当該各施設が配偶者暴力相談支援センターと

しての機能を果たすようにするよう努めるものと

する。 

３ 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護のため、次に掲げる業務

を行うものとする。 

(１) 被害者に関する各般の問題について、相談に

応ずること又は婦人相談員若しくは相談を行う

機関を紹介すること。 

(２) 被害者の心身の健康を回復させるため、医学

的又は心理学的な指導その他の必要な指導を行

うこと。 

(３) 被害者（被害者がその家族を同伴する場合に

あっては、被害者及びその同伴する家族。次号、

第 6 号、第５条及び第 8 条の３において同じ。）

の緊急時における安全の確保及び一時保護を行

うこと。 

(４) 被害者が自立して生活することを促進するた

め、就業の促進、住宅の確保、援護等に関する制

度の利用等について、情報の提供、助言、関係機

関との連絡調整その他の援助を行うこと。 

(５) 第４章に定める保護命令の制度の利用につい

て、情報の提供、助言、関係機関への連絡その他

の援助を行うこと。 

(６) 被害者を居住させ保護する施設の利用につい

て、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整そ

の他の援助を行うこと。 

４ 前項第３号の一時保護は、婦人相談所が、自ら行

い、又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委

託して行うものとする。 

５ 配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行う

に当たっては、必要に応じ、配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間

の団体との連携に努めるものとする。 

 

（婦人相談員による相談等） 

第４条 婦人相談員は、被害者の相談に応じ、必要な

指導を行うことができる。 

 

（婦人保護施設における保護） 

第５条 都道府県は、婦人保護施設において被害者の

保護を行うことができる。 

 

第３章 被害者の保護 

 

（配偶者からの暴力の発見者による通報等） 

第６条 配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者であっ

た者からの身体に対する暴力に限る。以下この章に

おいて同じ。）を受けている者を発見した者は、そ

の旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に

通報するよう努めなければならない。 

２ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当

たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病に

かかったと認められる者を発見したときは、その旨

を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報

することができる。この場合において、その者の意

思を尊重するよう努めるものとする。 

３ 刑法（明治 40 年法律第 45 号）の秘密漏示罪の

規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前２

項の規定により通報することを妨げるものと解釈

してはならない。 

４ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当

たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病に

かかったと認められる者を発見したときは、その者

に対し、配偶者暴力相談支援センター等の利用につ

いて、その有する情報を提供するよう努めなければ

ならない。 

 

（配偶者暴力相談支援センターによる保護について

の説明等） 

第 7 条  配偶者暴力相談支援センターは、被害者に

関する通報又は相談を受けた場合には、必要に応じ、

被害者に対し、第３条第３項の規定により配偶者暴

力相談支援センターが行う業務の内容について説

明及び助言を行うとともに、必要な保護を受けるこ

とを勧奨するものとする。  

 

（警察官による被害の防止） 
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第 8 条  警察官は、通報等により配偶者からの暴力

が行われていると認めるときは、警察法 （昭和 29

年法律第 162 号）、警察官職務執行法 （昭和 23

年法律第 136 号）その他の法令の定めるところに

より、暴力の制止、被害者の保護その他の配偶者か

らの暴力による被害の発生を防止するために必要

な措置を講ずるよう努めなければならない。 

 

（警察本部長等の援助） 

第 8 条の２  警視総監若しくは道府県警察本部長

（道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面

については、方面本部長。第 15 条第３項において

同じ。）又は警察署長は、配偶者からの暴力を受け

ている者から、配偶者からの暴力による被害を自ら

防止するための援助を受けたい旨の申出があり、そ

の申出を相当と認めるときは、当該配偶者からの暴

力を受けている者に対し、国家公安委員会規則で定

めるところにより、当該被害を自ら防止するための

措置の教示その他配偶者からの暴力による被害の

発生を防止するために必要な援助を行うものとす

る。 

 

（福祉事務所による自立支援） 

第 8 条の３  社会福祉法 （昭和 26 年法律第 45 号）

に定める福祉に関する事務所（次条において「福祉

事務所」という。）は、生活保護法 （昭和 25 年法

律第 144 号）、児童福祉法 （昭和 22 年法律第 164

号）、母子及び父子並びに寡婦福祉法 （昭和 39 年

法律第 129 号）その他の法令の定めるところによ

り、被害者の自立を支援するために必要な措置を講

ずるよう努めなければならない。 

 

（被害者の保護のための関係機関の連携協力） 

第 9 条  配偶者暴力相談支援センター、都道府県警

察、福祉事務所等都道府県又は市町村の関係機関そ

の他の関係機関は、被害者の保護を行うに当たって

は、その適切な保護が行われるよう、相互に連携を

図りながら協力するよう努めるものとする。 

 

（苦情の適切かつ迅速な処理） 

第 9 条の２  前条の関係機関は、被害者の保護に係

る職員の職務の執行に関して被害者から苦情の申

出を受けたときは、適切かつ迅速にこれを処理する

よう努めるものとする。 

 

第４章 保護命令 

 

（保護命令） 

第 10 条 被害者（配偶者からの身体に対する暴力又

は生命等に対する脅迫（被害者の生命又は身体に対

し害を加える旨を告知してする脅迫をいう。以下こ

の章において同じ。）を受けた者に限る。以下この

章において同じ。）が、配偶者からの身体に対する

暴力を受けた者である場合にあっては配偶者から

の更なる身体に対する暴力（配偶者からの身体に対

する暴力を受けた後に、被害者が離婚をし、又はそ

の婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者

であった者から引き続き受ける身体に対する暴力。

第 12 条第１項第２号において同じ。）により、配偶

者からの生命等に対する脅迫を受けた者である場

合にあっては配偶者から受ける身体に対する暴力

（配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後に、

被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場

合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き

受ける身体に対する暴力。同号において同じ。）に

より、その生命又は身体に重大な危害を受けるおそ

れが大きいときは、裁判所は、被害者の申立てによ

り、その生命又は身体に危害が加えられることを防

止するため、当該配偶者（配偶者からの身体に対す

る暴力又は生命等に対する脅迫を受けた後に、被害

者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合に

あっては、当該配偶者であった者。以下この条、同

項第３号及び第４号並びに第 18 条第１項において

同じ。）に対し、次の各号に掲げる事項を命ずるも

のとする。ただし、第２号に掲げる事項については、

申立ての時において被害者及び当該配偶者が生活

の本拠を共にする場合に限る。 

１ 命令の効力が生じた日から起算して 6 ケ月間、

被害者の住居（当該配偶者と共に生活の本拠とし

ている住居を除く。以下この号において同じ。）

その他の場所において被害者の身辺につきまと

い、又は被害者の住居、勤務先その他その通常所

在する場所の付近をはいかいしてはならないこ

と。 

２ 命令の効力が生じた日から起算して２月間、被

害者と共に生活の本拠としている住居から退去

すること及び当該住居の付近をはいかいしては

ならないこと。 

２ 前項本文に規定する場合において、同項第１号の

規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所

は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危

害が加えられることを防止するため、当該配偶者に

対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定によ

る命令の効力が生じた日から起算して 6ケ月を経過

する日までの間、被害者に対して次の各号に掲げる

いずれの行為もしてはならないことを命ずるもの

とする。 

(１) 面会を要求すること。 

(２) その行動を監視していると思わせるような事

項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 

(３) 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 

(４) 電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得

ない場合を除き、連続して、電話をかけ、ファク

シミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メール

を送信すること。 

(５) 緊急やむを得ない場合を除き、午後 10 時か

ら午前 6 時までの間に、電話をかけ、ファクシミ

リ装置を用いて送信し、又は電子メールを送信す
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ること。 

(６) 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌

悪の情を催させるような物を送付し、又はその知

り得る状態に置くこと。 

(７) その名誉を害する事項を告げ、又はその知り

得る状態に置くこと。 

(８) その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しく

はその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心

を害する文書、図画その他の物を送付し、若しく

はその知り得る状態に置くこと。 

３ 第１項本文に規定する場合において、被害者がそ

の成年に達しない子（以下この項及び次項並びに第

12 条第１項第３号において単に「子」という。）と

同居しているときであって、配偶者が幼年の子を連

れ戻すと疑うに足りる言動を行っていることその

他の事情があることから被害者がその同居してい

る子に関して配偶者と面会することを余儀なくさ

れることを防止するため必要があると認めるとき

は、第１項第１号の規定による命令を発する裁判所

又は発した裁判所は、被害者の申立てにより、その

生命又は身体に危害が加えられることを防止する

ため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以

後、同号の規定による命令の効力が生じた日から起

算して 6 ケ月を経過する日までの間、当該子の住居

（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を

除く。以下この項において同じ。）、就学する学校そ

の他の場所において当該子の身辺につきまとい、又

は当該子の住居、就学する学校その他その通常所在

する場所の付近をはいかいしてはならないことを

命ずるものとする。ただし、当該子が 15 歳以上で

あるときは、その同意がある場合に限る。 

４ 第１項本文に規定する場合において、配偶者が被

害者の親族その他被害者と社会生活において密接

な関係を有する者（被害者と同居している子及び配

偶者と同居している者を除く。以下この項及び次項

並びに第 12 条第１項第４号において「親族等」と

いう。）の住居に押し掛けて著しく粗野又は乱暴な

言動を行っていることその他の事情があることか

ら被害者がその親族等に関して配偶者と面会する

ことを余儀なくされることを防止するため必要が

あると認めるときは、第１項第１号の規定による命

令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申

立てにより、その生命又は身体に危害が加えられる

ことを防止するため、当該配偶者に対し、命令の効

力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が

生じた日から起算して 6ケ月を経過する日までの間、

当該親族等の住居（当該配偶者と共に生活の本拠と

している住居を除く。以下この項において同じ。）

その他の場所において当該親族等の身辺につきま

とい、又は当該親族等の住居、勤務先その他その通

常所在する場所の付近をはいかいしてはならない

ことを命ずるものとする。 

５ 前項の申立ては、当該親族等（被害者の 15 歳未

満の子を除く。以下この項において同じ。）の同意

（当該親族等が 15 歳未満の者又は成年被後見人で

ある場合にあっては、その法定代理人の同意）があ

る場合に限り、することができる。 

 

（管轄裁判所） 

第 11 条 前条第１項の規定による命令の申立てに係

る事件は、相手方の住所（日本国内に住所がないと

き又は住所が知れないときは居所）の所在地を管轄

する地方裁判所の管轄に属する。 

２ 前条第１項の規定による命令の申立ては、次の各

号に掲げる地を管轄する地方裁判所にもすること

ができる。 

(１) 申立人の住所又は居所の所在地 

(２) 当該申立てに係る配偶者からの身体に対する

暴力又は生命等に対する脅迫が行われた地 

 

（保護命令の申立て） 

第 12 条 第 10 条第１項から第４項までの規定によ

る命令（以下「保護命令」という。）の申立ては、

次に掲げる事項を記載した書面でしなければなら

ない。 

(１) 配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に

対する脅迫を受けた状況 

(２) 配偶者からの更なる身体に対する暴力又は配

偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後の配

偶者から受ける身体に対する暴力により、生命又

は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと

認めるに足りる申立ての時における事情 

(３) 第 10 条第３項の規定による命令の申立てを

する場合にあっては、被害者が当該同居している

子に関して配偶者と面会することを余儀なくさ

れることを防止するため当該命令を発する必要

があると認めるに足りる申立ての時における事

情 

(４) 第 10 条第４項の規定による命令の申立てを

する場合にあっては、被害者が当該親族等に関し

て配偶者と面会することを余儀なくされること

を防止するため当該命令を発する必要があると

認めるに足りる申立ての時における事情 

(５) 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察

職員に対し、前各号に掲げる事項について相談し、

又は援助若しくは保護を求めた事実の有無及び

その事実があるときは、次に掲げる事項 

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該

警察職員の所属官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時

及び場所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措

置の内容 

２ 前項の書面（以下「申立書」という。）に同項第

５号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合

には、申立書には、同項第１号から第４号までに掲

げる事項についての申立人の供述を記載した書面
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で公証人法 （明治 41 年法律第 53 号）第 58 条ノ

２第１項 の認証を受けたものを添付しなければな

らない。 

 

（迅速な裁判） 

第 13 条 裁判所は、保護命令の申立てに係る事件に

ついては、速やかに裁判をするものとする。 

 

（保護命令事件の審理の方法） 

第 14 条 保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会

うことができる審尋の期日を経なければ、これを発

することができない。ただし、その期日を経ること

により保護命令の申立ての目的を達することがで

きない事情があるときは、この限りでない。 

２ 申立書に第 12 条第１項第５号イからニまでに掲

げる事項の記載がある場合には、裁判所は、当該配

偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長

に対し、申立人が相談し又は援助若しくは保護を求

めた際の状況及びこれに対して執られた措置の内

容を記載した書面の提出を求めるものとする。この

場合において、当該配偶者暴力相談支援センター又

は当該所属官署の長は、これに速やかに応ずるもの

とする。 

３ 裁判所は、必要があると認める場合には、前項の

配偶者暴力相談支援センター若しくは所属官署の

長又は申立人から相談を受け、若しくは援助若しく

は保護を求められた職員に対し、同項の規定により

書面の提出を求めた事項に関して更に説明を求め

ることができる。 

 

（保護命令の申立てについての決定等） 

第 15 条 保護命令の申立てについての決定には、理

由を付さなければならない。ただし、口頭弁論を経

ないで決定をする場合には、理由の要旨を示せば足

りる。 

２ 保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は相

手方が出頭した口頭弁論若しくは審尋の期日にお

ける言渡しによって、その効力を生ずる。 

３ 保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速や

かにその旨及びその内容を申立人の住所又は居所

を管轄する警視総監又は道府県警察本部長に通知

するものとする。 

４ 保護命令を発した場合において、申立人が配偶者

暴力相談支援センターの職員に対し相談し、又は援

助若しくは保護を求めた事実があり、かつ、申立書

に当該事実に係る第 12 条第１項第５号イからニま

でに掲げる事項の記載があるときは、裁判所書記官

は、速やかに、保護命令を発した旨及びその内容を、

当該申立書に名称が記載された配偶者暴力相談支

援センター（当該申立書に名称が記載された配偶者

暴力相談支援センターが２以上ある場合にあって

は、申立人がその職員に対し相談し、又は援助若し

くは保護を求めた日時が最も遅い配偶者暴力相談

支援センター）の長に通知するものとする。 

５ 保護命令は、執行力を有しない。 

 

（即時抗告） 

第 16 条 保護命令の申立てについての裁判に対して

は、即時抗告をすることができる。 

２ 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼ

さない。 

３ 即時抗告があった場合において、保護命令の取消

しの原因となることが明らかな事情があることに

つき疎明があったときに限り、抗告裁判所は、申立

てにより、即時抗告についての裁判が効力を生ずる

までの間、保護命令の効力の停止を命ずることがで

きる。事件の記録が原裁判所に存する間は、原裁判

所も、この処分を命ずることができる。 

４ 前項の規定により第 10 条第１項第１号の規定に

よる命令の効力の停止を命ずる場合において、同条

第２項から第４項までの規定による命令が発せら

れているときは、裁判所は、当該命令の効力の停止

をも命じなければならない。 

５ 前２項の規定による裁判に対しては、不服を申し

立てることができない。 

６ 抗告裁判所が第 10 条第１項第１号の規定による

命令を取り消す場合において、同条第２項から第４

項までの規定による命令が発せられているときは、

抗告裁判所は、当該命令をも取り消さなければなら

ない。 

７ 前条第４項の規定による通知がされている保護

命令について、第３項若しくは第４項の規定により

その効力の停止を命じたとき又は抗告裁判所がこ

れを取り消したときは、裁判所書記官は、速やかに、

その旨及びその内容を当該通知をした配偶者暴力

相談支援センターの長に通知するものとする。 

８ 前条第３項の規定は、第３項及び第４項の場合並

びに抗告裁判所が保護命令を取り消した場合につ

いて準用する。 

 

（保護命令の取消し） 

第 17 条 保護命令を発した裁判所は、当該保護命令

の申立てをした者の申立てがあった場合には、当該

保護命令を取り消さなければならない。第 10 条第

１項第１号又は第２項から第４項までの規定によ

る命令にあっては同号の規定による命令が効力を

生じた日から起算して３ケ月を経過した後におい

て、同条第１項第２号の規定による命令にあっては

当該命令が効力を生じた日から起算して２週間を

経過した後において、これらの命令を受けた者が申

し立て、当該裁判所がこれらの命令の申立てをした

者に異議がないことを確認したときも、同様とする。 

２ 前条第 6 項の規定は、第 10 条第１項第１号の規

定による命令を発した裁判所が前項の規定により

当該命令を取り消す場合について準用する。 

３ 第 15 条第３項及び前条第 7 項の規定は、前２項

の場合について準用する。 
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（第 10 条第１項第２号の規定による命令の再度の申

立て） 

第 18 条 第 10 条第１項第２号の規定による命令が

発せられた後に当該発せられた命令の申立ての理

由となった身体に対する暴力又は生命等に対する

脅迫と同一の事実を理由とする同号の規定による

命令の再度の申立てがあったときは、裁判所は、配

偶者と共に生活の本拠としている住居から転居し

ようとする被害者がその責めに帰することのでき

ない事由により当該発せられた命令の効力が生ず

る日から起算して２ケ月を経過する日までに当該

住居からの転居を完了することができないことそ

の他の同号の規定による命令を再度発する必要が

あると認めるべき事情があるときに限り、当該命令

を発するものとする。ただし、当該命令を発するこ

とにより当該配偶者の生活に特に著しい支障を生

ずると認めるときは、当該命令を発しないことがで

きる。 

２ 前項の申立てをする場合における第 12 条の規定

の適用については、同条第１項各号列記以外の部分

中「次に掲げる事項」とあるのは「第１号、第２号

及び第５号に掲げる事項並びに第 18 条第１項本文

の事情」と、同項第５号中「前各号に掲げる事項」

とあるのは「第１号及び第２号に掲げる事項並びに

第 18 条第１項本文の事情」と、同条第２項中「同

項第１号から第４号までに掲げる事項」とあるのは

「同項第１号及び第２号に掲げる事項並びに第 18

条第１項本文の事情」とする。 

 

（事件の記録の閲覧等） 

第 19 条 保護命令に関する手続について、当事者は、

裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧若しくは謄

写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に

関する事項の証明書の交付を請求することができ

る。ただし、相手方にあっては、保護命令の申立て

に関し口頭弁論若しくは相手方を呼び出す審尋の

期日の指定があり、又は相手方に対する保護命令の

送達があるまでの間は、この限りでない。 

 

（法務事務官による宣誓認証） 

第 20 条 法務局若しくは地方法務局又はその支局の

管轄区域内に公証人がいない場合又は公証人がそ

の職務を行うことができない場合には、法務大臣は、

当該法務局若しくは地方法務局又はその支局に勤

務する法務事務官に第 12 条第２項（第 18 条第２

項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）

の認証を行わせることができる。 

 

（民事訴訟法 の準用） 

第 21 条 この法律に特別の定めがある場合を除き、

保護命令に関する手続に関しては、その性質に反し

ない限り、民事訴訟法 （平成 8 年法律第 109 号）

の規定を準用する。 

 

（最高裁判所規則） 

第 22 条 この法律に定めるもののほか、保護命令に

関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で

定める。 

 

第５章 雑則 

 

（職務関係者による配慮等） 

第 23 条 配偶者からの暴力に係る被害者の保護、捜

査、裁判等に職務上関係のある者（次項において「職

務関係者」という。）は、その職務を行うに当たり、

被害者の心身の状況、その置かれている環境等を踏

まえ、被害者の国籍、障害の有無等を問わずその人

権を尊重するとともに、その安全の確保及び秘密の

保持に十分な配慮をしなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被害

者の人権、配偶者からの暴力の特性等に関する理解

を深めるために必要な研修及び啓発を行うものと

する。 

 

（教育及び啓発） 

第 24 条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力

の防止に関する国民の理解を深めるための教育及

び啓発に努めるものとする。 

 

（調査研究の推進等） 

第 25 条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力

の防止及び被害者の保護に資するため、加害者の更

生のための指導の方法、被害者の心身の健康を回復

させるための方法等に関する調査研究の推進並び

に被害者の保護に係る人材の養成及び資質の向上

に努めるものとする。 

 

（民間の団体に対する援助） 

第 26 条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力

の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う

民間の団体に対し、必要な援助を行うよう努めるも

のとする。 

 

（都道府県及び市の支弁） 

第 27 条 都道府県は、次の各号に掲げる費用を支弁

しなければならない。 

(１) 第３条第３項の規定に基づき同項に掲げる業

務を行う婦人相談所の運営に要する費用（次号に

掲げる費用を除く。） 

(２) 第３条第３項第３号の規定に基づき婦人相談

所が行う一時保護（同条第４項に規定する厚生労

働大臣が定める基準を満たす者に委託して行う

場合を含む。）に要する費用 

(３) 第４条の規定に基づき都道府県知事の委嘱す

る婦人相談員が行う業務に要する費用 

(４) 第５条の規定に基づき都道府県が行う保護

（市町村、社会福祉法人その他適当と認める者に

委託して行う場合を含む。）及びこれに伴い必要
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な事務に要する費用 

２ 市は、第４条の規定に基づきその長の委嘱する婦

人相談員が行う業務に要する費用を支弁しなけれ

ばならない。 

 

（国の負担及び補助） 

第 28 条 国は、政令の定めるところにより、都道府

県が前条第１項の規定により支弁した費用のうち、

同項第１号及び第２号に掲げるものについては、そ

の 10 分の５を負担するものとする。 

２ 国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる

費用の 10 分の５以内を補助することができる。 

(１) 都道府県が前条第１項の規定により支弁した

費用のうち、同項第３号及び第４号に掲げるもの 

(２) 市が前条第２項の規定により支弁した費用 

 

第５章の２ 補則 

 

（この法律の準用） 

第 28 条の２  第２条及び第１章の２から前章まで

の規定は、生活の本拠を共にする交際（婚姻関係に

おける共同生活に類する共同生活を営んでいない

ものを除く。）をする関係にある相手からの暴力（当

該関係にある相手からの身体に対する暴力等をい

い、当該関係にある相手からの身体に対する暴力等

を受けた後に、その者が当該関係を解消した場合に

あっては、当該関係にあった者から引き続き受ける

身体に対する暴力等を含む。）及び当該暴力を受け

た者について準用する。この場合において、これら

の規定中「配偶者からの暴力」とあるのは「第 28

条の２に規定する関係にある相手からの暴力」と読

み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の

中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる

字句に読み替えるものとする。 

 

第２条 被害者 被害者（第 28 条の２

に 規定す る関係 にあ

る 相手か らの暴 力を

受けた者をいう。以下

同じ。） 

第 6 条第１項 配 偶 者 又

は 配 偶 者

で あ っ た

者 

同 条に規 定する 関係

に ある相 手又は 同条

に 規定す る関係 にあ

る相手であった者 

第 10 条第１項

か ら 第 ４ 項 ま

で、第 11 条第

２項第２号、第

12 条第１項第

１号から第４号

まで及び第 18

条第１項 

配偶者 第 28 条の２に規定す

る関係にある相手 

第 10 条第１項 離婚をし、

又 は そ の

第 28 条の２に規定す

る 関係を 解消し た場

婚 姻 が 取

り 消 さ れ

た場合 

合 

 

第 6 章 罰則 

 

第 29 条 保護命令（前条において読み替えて準用す

る第 10 条第１項から第４項までの規定によるもの

を含む。次条において同じ。）に違反した者は、１

年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処する。 

第 30 条 第 12 条第１項（第 18 条第２項の規定に

より読み替えて適用する場合を含む。）又は第 28 条

の２において読み替えて準用する第 12 条第１項

（第 28 条の２において準用する第 18 条第２項の

規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規

定により記載すべき事項について虚偽の記載のあ

る申立書により保護命令の申立てをした者は、10

万円以下の過料に処する。 

 

附 則 抄  

 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から起算して 6 月を経

過した日から施行する。ただし、第２章、第 6 条（配

偶者暴力相談支援センターに係る部分に限る。）、第

7 条、第 9 条（配偶者暴力相談支援センターに係る

部分に限る。）、第 27 条及び第 28 条の規定は、平

成 14 年４月１日から施行する。 

 

（経過措置） 

第２条 平成 14 年３月 31 日までに婦人相談所に対

し被害者が配偶者からの身体に対する暴力に関し

て相談し、又は援助若しくは保護を求めた場合にお

ける当該被害者からの保護命令の申立てに係る事

件に関する第 12 条第１項第４号並びに第 14 条第

２項及び第３項の規定の適用については、これらの

規定中「配偶者暴力相談支援センター」とあるのは、

「婦人相談所」とする。 

 

（検討）  

第３条 この法律の規定については、この法律の施行

後３年を目途として、この法律の施行状況等を勘案

し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措

置が講ぜられるものとする。 

 

附 則 （平成１6 年 6 月２日法律第 6４号）  

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から起算して 6 月を経

過した日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 この法律の施行前にしたこの法律による改

正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

に関する法律（次項において「旧法」という。）第

10 条の規定による命令の申立てに係る同条の規定



  
 

90 

による命令に関する事件については、なお従前の例

による。 

２ 旧法第 10 条第２号の規定による命令が発せられ

た後に当該命令の申立ての理由となった身体に対

する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及

ぼすものと同一の事実を理由とするこの法律によ

る改正後の配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護に関する法律（以下「新法」という。）第 10 条

第１項第２号の規定による命令の申立て（この法律

の施行後最初にされるものに限る。）があった場合

における新法第 18 条第１項の規定の適用について

は、同項中「２ケ月」とあるのは、「２週間」とす

る。 

 

（検討） 

第３条 新法の規定については、この法律の施行後３

年を目途として、新法の施行状況等を勘案し、検討

が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜ

られるものとする。 

 

附 則  

（平成１9 年 7 月 11 日法律第 113 号） 抄  

 

（施行期日） 

第１条  この法律は、公布の日から起算して 6 月を

経過した日から施行する。 

 

（経過措置） 

第２条  この法律の施行前にしたこの法律による改

正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

に関する法律第 10 条の規定による命令の申立てに

係る同条の規定による命令に関する事件について

は、なお従前の例による。 

 

附 則  

（平成 25 年 7 月３日法律第 7２号） 抄  

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して 6 ケ月を経過

した日から施行する。 

 

附 則  

（平成２6 年４月 23 日法律第２8 号） 抄  

 

（施行期日） 

第１条 この法律は、平成 27 年４月１日から施行す

る。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に

定める日から施行する。 

(１) 第１条中次世代育成支援対策推進法附則第２

条第１項の改正規定並びに附則第４条第１項及

び第２項、第 14 条並びに第 19 条の規定 公布

の日 

(２) 第２条並びに附則第３条、第 7 条から第 10

条まで、第 12 条及び第 15 条から第 18 条まで

の規定 平成 26 年 10 月１日 

 

（政令への委任） 

第 19 条 この附則に規定するもののほか、この法律

の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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（５）女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 

 
平成 27 年 9 月４日法律第 64 号 

 

目次 

第１章 総則（第１条―第４条） 

第２章 基本方針等（第５条・第 6 条） 

第３章 事業主行動計画等 

第１節 事業主行動計画策定指針（第 7 条） 

第２節 一般事業主行動計画 

（第 8 条―第 14 条） 

第３節 特定事業主行動計画（第 15 条） 

第４節 女性の職業選択に資する情報の公表 

（第 16 条・第 17 条） 

第４章 女性の職業生活における活躍を推進 

するための支援措置 

（第 18 条―第 25 条） 

第５章 雑則（第 26 条―第 28 条） 

第６章 罰則（第 29 条―第 34 条） 

附則 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この法律は、近年、自らの意思によって職業

生活を営み、又は営もうとする女性がその個性と能

力を十分に発揮して職業生活において活躍するこ

と（以下「女性の職業生活における活躍」という。）

が一層重要となっていることに鑑み、男女共同参画

社会基本法（平成 11 年法律第 78 号）の基本理念

にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に

ついて、その基本原則を定め、並びに国、地方公共

団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、基

本方針及び事業主の行動計画の策定、女性の職業生

活における活躍を推進するための支援措置等につ

いて定めることにより、女性の職業生活における活

躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男女の人権が

尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の

需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応

できる豊かで活力ある社会を実現することを目的

とする。 

 

（基本原則） 

第２条 女性の職業生活における活躍の推進は、職業

生活における活躍に係る男女間の格差の実情を踏

まえ、自らの意思によって職業生活を営み、又は営

もうとする女性に対する採用、教育訓練、昇進、職

種及び雇用形態の変更その他の職業生活に関する

機会の積極的な提供及びその活用を通じ、かつ、性

別による固定的な役割分担等を反映した職場にお

ける慣行が女性の職業生活における活躍に対して

及ぼす影響に配慮して、その個性と能力が十分に発

揮できるようにすることを旨として、行われなけれ

ばならない。 

２ 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活

を営む女性が結婚、妊娠、出産、育児、介護その他

の家庭生活に関する事由によりやむを得ず退職す

ることが多いことその他の家庭生活に関する事由

が職業生活に与える影響を踏まえ、家族を構成する

男女が、男女の別を問わず、相互の協力と社会の支

援の下に、育児、介護その他の家庭生活における活

動について家族の一員としての役割を円滑に果た

しつつ職業生活における活動を行うために必要な

環境の整備等により、男女の職業生活と家庭生活と

の円滑かつ継続的な両立が可能となることを旨と

して、行われなければならない。 

３ 女性の職業生活における活躍の推進に当たって

は、女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本

人の意思が尊重されるべきものであることに留意

されなければならない。 

 

（国及び地方公共団体の責務） 

第３条 国及び地方公共団体は、前条に定める女性の

職業生活における活躍の推進についての基本原則

（次条及び第５条第１項において「基本原則」とい

う。）にのっとり、女性の職業生活における活躍の

推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施

しなければならない。 

 

（事業主の責務） 

第４条 事業主は、基本原則にのっとり、その雇用し、

又は雇用しようとする女性労働者に対する職業生

活に関する機会の積極的な提供、雇用する労働者の

職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の

整備その他の女性の職業生活における活躍の推進

に関する取組を自ら実施するよう努めるとともに、

国又は地方公共団体が実施する女性の職業生活に

おける活躍の推進に関する施策に協力しなければ

ならない。 

 

第２章 基本方針等 

 

（基本方針） 

第５条 政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生

活における活躍の推進に関する施策を総合的かつ

一体的に実施するため、女性の職業生活における活

躍の推進に関する基本方針（以下「基本方針」とい

う。）を定めなければならない。 
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２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるも

のとする。 

(１) 女性の職業生活における活躍の推進に関する

基本的な方向 

(２) 事業主が実施すべき女性の職業生活における

活躍の推進に関する取組に関する基本的な事項 

(３) 女性の職業生活における活躍の推進に関する

施策に関する次に掲げる事項 

イ 女性の職業生活における活躍を推進するた

めの支援措置に関する事項 

ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るために

必要な環境の整備に関する事項 

ハ その他女性の職業生活における活躍の推進

に関する施策に関する重要事項 

(４) 前３号に掲げるもののほか、女性の職業生活

における活躍を推進するために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の

決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定が

あったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなけれ

ばならない。 

５ 前２項の規定は、基本方針の変更について準用す

る。 

 

（都道府県推進計画等） 

第６条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道

府県の区域内における女性の職業生活における活

躍の推進に関する施策についての計画（以下この条

において「都道府県推進計画」という。）を定める

よう努めるものとする。 

２ 市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定めら

れているときは、基本方針及び都道府県推進計画）

を勘案して、当該市町村の区域内における女性の職

業生活における活躍の推進に関する施策について

の計画（次項において「市町村推進計画」という。）

を定めるよう努めるものとする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は市

町村推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞な

く、これを公表しなければならない。 

 

第３章 事業主行動計画等 

 

第１節 事業主行動計画策定指針 

 

第７条 総務大臣は、事業主が女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する取組を総合的かつ効果的に

実施することができるよう、基本方針に即して、次

条第１項に規定する一般事業主行動計画及び第 15

条第１項に規定する特定事業主行動計画（次項にお

いて「事業主行動計画」と総称する。）の策定に関

する指針（以下「事業主行動計画策定指針」という。）

を定めなければならない。 

２ 事業主行動計画策定指針においては、次に掲げる

事項につき、事業主行動計画の指針となるべきもの

を定めるものとする。 

(１) 事業主行動計画の策定に関する基本的な事項 

(２) 女性の職業生活における活躍の推進に関する

取組の内容に関する事項 

(３) その他女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組に関する重要事項 

３ 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事

業主行動計画策定指針を定め、又は変更したときは、

遅滞なく、これを公表しなければならない。 

 

第２節 一般事業主行動計画 

 

（一般事業主行動計画の策定等） 

第８条 国及び地方公共団体以外の事業主（以下「一

般事業主」という。）であって、常時雇用する労働

者の数が 300 人を超えるものは、事業主行動計画

策定指針に即して、一般事業主行動計画（一般事業

主が実施する女性の職業生活における活躍の推進

に関する取組に関する計画をいう。以下同じ。）を

定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労

働大臣に届け出なければならない。これを変更した

ときも、同様とする。 

２ 一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項

を定めるものとする。 

(１) 計画期間 

(２) 女性の職業生活における活躍の推進に関する

取組の実施により達成しようとする目標 

(３) 実施しようとする女性の職業生活における活

躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期 

３ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行動

計画を定め、又は変更しようとするときは、厚生労

働省令で定めるところにより、採用した労働者に占

める女性労働者の割合、男女の継続勤務年数の差異、

労働時間の状況、管理的地位にある労働者に占める

女性労働者の割合その他のその事業における女性

の職業生活における活躍に関する状況を把握し、女

性の職業生活における活躍を推進するために改善

すべき事情について分析した上で、その結果を勘案

して、これを定めなければならない。この場合にお

いて、前項第２号の目標については、採用する労働

者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤務年数

の差異の縮小の割合、労働時間、管理的地位にある

労働者に占める女性労働者の割合その他の数値を

用いて定量的に定めなければならない。 

４ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行動

計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で

定めるところにより、これを労働者に周知させるた

めの措置を講じなければならない。 

５ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行動

計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で

定めるところにより、これを公表しなければならな

い。 

６ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行動

計画に基づく取組を実施するとともに、一般事業主
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行動計画に定められた目標を達成するよう努めな

ければならない。 

７ 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が

300 人以下のものは、事業主行動計画策定指針に即

して、一般事業主行動計画を定め、厚生労働省令で

定めるところにより、厚生労働大臣に届け出るよう

努めなければならない。これを変更したときも、同

様とする。 

８ 第３項の規定は前項に規定する一般事業主が一

般事業主行動計画を定め、又は変更しようとする場

合について、第４項から第 6 項までの規定は前項に

規定する一般事業主が一般事業主行動計画を定め、

又は変更した場合について、それぞれ準用する。 

 

（基準に適合する一般事業主の認定） 

第 9 条 厚生労働大臣は、前条第１項又は第 7 項の規

定による届出をした一般事業主からの申請に基づ

き、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業

主について、女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組に関し、当該取組の実施の状況が優良な

ものであることその他の厚生労働省令で定める基

準に適合するものである旨の認定を行うことがで

きる。 

 

（認定一般事業主の表示等） 

第 10 条 前条の認定を受けた一般事業主（次条及び

第 20 条第１項において「認定一般事業主」という。）

は、商品、役務の提供の用に供する物、商品又は役

務の広告又は取引に用いる書類若しくは通信その

他の厚生労働省令で定めるもの（次項において「商

品等」という。）に厚生労働大臣の定める表示を付

することができる。 

２ 何人も、前項の規定による場合を除くほか、商品

等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付し

てはならない。 

 

（認定の取消し） 

第 11 条 厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各

号のいずれかに該当するときは、第９条の認定を取

り消すことができる。 

(１) 第９条に規定する基準に適合しなくなったと

認めるとき。 

(２) この法律又はこの法律に基づく命令に違反し

たとき。 

(３) 不正の手段により第９条の認定を受けたとき。 

 

（委託募集の特例等） 

第 12 条 承認中小事業主団体の構成員である中小事

業主（一般事業主であって、常時雇用する労働者の

数が 300 人以下のものをいう。以下この項及び次

項において同じ。）が、当該承認中小事業主団体を

して女性の職業生活における活躍の推進に関する

取組の実施に関し必要な労働者の募集を行わせよ

うとする場合において、当該承認中小事業主団体が

当該募集に従事しようとするときは、職業安定法

（昭和 22 年法律第 141 号）第 36 条第１項及び

第３項の規定は、当該構成員である中小事業主につ

いては、適用しない。 

２ この条及び次条において「承認中小事業主団体」

とは、事業協同組合、協同組合連合会その他の特別

の法律により設立された組合若しくはその連合会

であって厚生労働省令で定めるもの又は一般社団

法人で中小事業主を直接又は間接の構成員とする

もの（厚生労働省令で定める要件に該当するものに

限る。）のうち、その構成員である中小事業主に対

して女性の職業生活における活躍の推進に関する

取組を実施するための人材確保に関する相談及び

援助を行うものであって、その申請に基づいて、厚

生労働大臣が、当該相談及び援助を適切に行うため

の厚生労働省令で定める基準に適合する旨の承認

を行ったものをいう。 

３ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に規

定する基準に適合しなくなったと認めるときは、同

項の承認を取り消すことができる。 

４ 承認中小事業主団体は、第１項に規定する募集に

従事しようとするときは、厚生労働省令で定めると

ころにより、募集時期、募集人員、募集地域その他

の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定

めるものを厚生労働大臣に届け出なければならな

い。 

５ 職業安定法第 37 条第２項の規定は前項の規定に

よる届出があった場合について、同法第５条の３第

１項及び第３項、第５条の４、第 39 条、第 41 条

第２項、第 48 条の３、第 48 条の４、第 50 条第

１項及び第２項並びに第 51 条の２の規定は前項の

規定による届出をして労働者の募集に従事する者

について、同法第 40 条の規定は同項の規定による

届出をして労働者の募集に従事する者に対する報

酬の供与について、同法第 50 条第３項及び第４項

の規定はこの項において準用する同条第２項に規

定する職権を行う場合について、それぞれ準用する。

この場合において、同法第 37 条第２項中「労働者

の募集を行おうとする者」とあるのは「女性の職業

生活における活躍の推進に関する法律第 12 条第４

項の規定による届出をして労働者の募集に従事し

ようとする者」と、同法第 41 条第２項中「当該労

働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とある

のは「期間」と読み替えるものとする。 

６ 職業安定法第 36 条第２項及び第 42 条の２の規

定の適用については、同法第 36 条第２項中「前項

の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募

集に従事させようとする者がその被用者以外の者

に与えようとする」と、同法第 42 条の２中「第 39

条に規定する募集受託者」とあるのは「女性の職業

生活における活躍の推進に関する法律（平成 27 年

法律第号）第 12 条第４項の規定による届出をして

労働者の募集に従事する者」とする。 

７ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第
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２項の相談及び援助の実施状況について報告を求

めることができる。 

第 13 条 公共職業安定所は、前条第４項の規定によ

る届出をして労働者の募集に従事する承認中小事

業主団体に対して、雇用情報及び職業に関する調査

研究の成果を提供し、かつ、これらに基づき当該募

集の内容又は方法について指導することにより、当

該募集の効果的かつ適切な実施を図るものとする。 

 

（一般事業主に対する国の援助） 

第 14 条 国は、第 8 条第１項若しくは第 7 項の規定

により一般事業主行動計画を策定しようとする一

般事業主又はこれらの規定による届出をした一般

事業主に対して、一般事業主行動計画の策定、労働

者への周知若しくは公表又は一般事業主行動計画

に基づく措置が円滑に実施されるように相談その

他の援助の実施に努めるものとする。 

 

第３節 特定事業主行動計画 

 

第 15 条 国及び地方公共団体の機関、それらの長又

はそれらの職員で政令で定めるもの（以下「特定事

業主」という。）は、政令で定めるところにより、

事業主行動計画策定指針に即して、特定事業主行動

計画（特定事業主が実施する女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以

下この条において同じ。）を定めなければならない。 

２ 特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項

を定めるものとする。 

(１) 計画期間 

(２) 女性の職業生活における活躍の推進に関する

取組の実施により達成しようとする目標 

(３) 実施しようとする女性の職業生活における活

躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期 

３ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は

変更しようとするときは、内閣府令で定めるところ

により、採用した職員に占める女性職員の割合、男

女の継続勤務年数の差異、勤務時間の状況、管理的

地位にある職員に占める女性職員の割合その他の

その事務及び事業における女性の職業生活におけ

る活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活にお

ける活躍を推進するために改善すべき事情につい

て分析した上で、その結果を勘案して、これを定め

なければならない。この場合において、前項第２号

の目標については、採用する職員に占める女性職員

の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、

勤務時間、管理的地位にある職員に占める女性職員

の割合その他の数値を用いて定量的に定めなけれ

ばならない。 

４ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は

変更したときは、遅滞なく、これを職員に周知させ

るための措置を講じなければならない。 

５ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は

変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければ

ならない。 

６ 特定事業主は、毎年少なくとも１回、特定事業主

行動計画に基づく取組の実施の状況を公表しなけ

ればならない。 

７ 特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取組

を実施するとともに、特定事業主行動計画に定めら

れた目標を達成するよう努めなければならない。 

 

第４節 女性の職業選択に資する情報の公表 

 

（一般事業主による女性の職業選択に資する情報の

公表） 

第 16 条 第 8 条第１項に規定する一般事業主は、厚

生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、

又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、そ

の事業における女性の職業生活における活躍に関

する情報を定期的に公表しなければならない。 

２ 第 8 条第 7 項に規定する一般事業主は、厚生労働

省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は

営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事

業における女性の職業生活における活躍に関する

情報を定期的に公表するよう努めなければならな

い。 

 

（特定事業主による女性の職業選択に資する情報の

公表） 

第 17 条 特定事業主は、内閣府令で定めるところに

より、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職

業選択に資するよう、その事務及び事業における女

性の職業生活における活躍に関する情報を定期的

に公表しなければならない。 

 

第４章 女性の職業生活における活躍を推進するた

めの支援措置 

 

（職業指導等の措置等） 

第 18 条 国は、女性の職業生活における活躍を推進

するため、職業指導、職業紹介、職業訓練、創業の

支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるもの

とする。 

２ 地方公共団体は、女性の職業生活における活躍を

推進するため、前項の措置と相まって、職業生活を

営み、又は営もうとする女性及びその家族その他の

関係者からの相談に応じ、関係機関の紹介その他の

情報の提供、助言その他の必要な措置を講ずるよう

努めるものとする。 

３ 地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事務

の一部を、その事務を適切に実施することができる

ものとして内閣府令で定める基準に適合する者に

委託することができる。 

４ 前項の規定による委託に係る事務に従事する者

又は当該事務に従事していた者は、正当な理由なく、

当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはなら

ない。 
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（財政上の措置等） 

第 19 条 国は、女性の職業生活における活躍の推進

に関する地方公共団体の施策を支援するために必

要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努め

るものとする。 

 

（国等からの受注機会の増大） 

第 20 条 国は、女性の職業生活における活躍の推進

に資するため、国及び公庫等（沖縄振興開発金融公

庫その他の特別の法律によって設立された法人で

あって政令で定めるものをいう。）の役務又は物件

の調達に関し、予算の適正な使用に留意しつつ、認

定一般事業主その他の女性の職業生活における活

躍に関する状況又は女性の職業生活における活躍

の推進に関する取組の実施の状況が優良な一般事

業主（次項において「認定一般事業主等」という。）

の受注の機会の増大その他の必要な施策を実施す

るものとする。 

２ 地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般事

業主等の受注の機会の増大その他の必要な施策を

実施するように努めるものとする。 

 

（啓発活動） 

第 21 条 国及び地方公共団体は、女性の職業生活に

おける活躍の推進について、国民の関心と理解を深

め、かつ、その協力を得るとともに、必要な啓発活

動を行うものとする。 

 

（情報の収集、整理及び提供） 

第 22 条 国は、女性の職業生活における活躍の推進

に関する取組に資するよう、国内外における女性の

職業生活における活躍の状況及び当該取組に関す

る情報の収集、整理及び提供を行うものとする。 

 

（協議会） 

第 23 条 当該地方公共団体の区域において女性の職

業生活における活躍の推進に関する事務及び事業

を行う国及び地方公共団体の機関（以下この条にお

いて「関係機関」という。）は、第 18 条第１項の規

定により国が講ずる措置及び同条第２項の規定に

より地方公共団体が講ずる措置に係る事例その他

の女性の職業生活における活躍の推進に有用な情

報を活用することにより、当該区域において女性の

職業生活における活躍の推進に関する取組が効果

的かつ円滑に実施されるようにするため、関係機関

により構成される協議会（以下「協議会」という。）

を組織することができる。 

２ 協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団体

の区域内において第 18 条第３項の規定による事務

の委託がされている場合には、当該委託を受けた者

を協議会の構成員として加えるものとする。 

３ 協議会を組織する関係機関は、必要があると認め

るときは、協議会に次に掲げる者を構成員として加

えることができる。 

(１) 一般事業主の団体又はその連合団体 

(２) 学識経験者 

(３) その他当該関係機関が必要と認める者 

４ 協議会は、関係機関及び前２項の構成員（以下こ

の項において「関係機関等」という。）が相互の連

絡を図ることにより、女性の職業生活における活躍

の推進に有用な情報を共有し、関係機関等の連携の

緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた女性の

職業生活における活躍の推進に関する取組につい

て協議を行うものとする。 

５ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、

内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しな

ければならない。 

 

（秘密保持義務） 

第 24 条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事

務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の

事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

 

（協議会の定める事項） 

第 25 条 前２条に定めるもののほか、協議会の組織

及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

 

第５章 雑則 

 

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告） 

第 26 条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必

要があると認めるときは、第８条第１項に規定する

一般事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導

若しくは勧告をすることができる。 

 

（権限の委任） 

第 27 条 第 8 条から第 12 条まで及び前条に規定す

る厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めると

ころにより、その一部を都道府県労働局長に委任す

ることができる。 

 

（政令への委任） 

第 28 条 この法律に定めるもののほか、この法律の

実施のため必要な事項は、政令で定める。 

 

第 6 章 罰則 

 

第 29 条 第 12 条第５項において準用する職業安定

法第 41 条第２項の規定による業務の停止の命令に

違反して、労働者の募集に従事した者は、１年以下

の懲役又は 100 万円以下の罰金に処する。 

第 30 条 次の各号のいずれかに該当する者は、１年

以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処する。 

(１) 第 18 条第４項の規定に違反した者 

(２) 第 2４条の規定に違反した者 

 

第 31 条 次の各号のいずれかに該当する者は、6 ケ
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月以下の懲役又は 30 万円以下の罰金に処する。 

(１) 第 12 条第４項の規定による届出をしないで、

労働者の募集に従事した者 

(２) 第 12 条第５項において準用する職業安定法

第 37 条第２項の規定による指示に従わなかった

者 

(３) 第 12 条第５項において準用する職業安定法

第 39 条又は第 40 条の規定に違反した者 

 

第 32 条 次の各号のいずれかに該当する者は、30

万円以下の罰金に処する。 

(１) 第 10 条第２項の規定に違反した者 

(２) 第 12 条第５項において準用する職業安定法

第 50 条第１項の規定による報告をせず、又は虚

偽の報告をした者 

(３) 第 12 条第５項において準用する職業安定法

第 50 条第２項の規定による立入り若しくは検査

を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し

て答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 

第 33 条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、

使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に

関し、第 29 条、第 31 条又は前条の違反行為をし

たときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に

対しても、各本条の罰金刑を科する。 

第 34 条 第 26 条の規定による報告をせず、又は虚

偽の報告をした者は、20 万円以下の過料に処する。 

 

附則 

 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、

第３章（第 7 条を除く。）、第５章（第 28 条を 除

く。）及び第 6 章（第 30 条を除く。）の規定並びに

附則第５条の規定は、平成 28 年４月１日から施行

する。 

 

（この法律の失効） 

第２条 この法律は、平成 38 年３月 31 日限り、そ

の効力を失う。 

２ 第 18 条第３項の規定による委託に係る事務に従

事していた者の当該事務に関して知り得た秘密に

ついては、同条第４項の規定（同項に係る罰則を含

む。）は、前項の規定にかかわらず、同項に規定す

る日後も、なおその効力を有する。 

３ 協議会の事務に従事していた者の当該事務に関

して知り得た秘密については、第 2４条の規定（同

条に係る罰則を含む。）は、第１項の規定にかかわ

らず、同項に規定する日後も、なおその効力を有す

る。 

４ この法律の失効前にした行為に対する罰則の適

用については、この法律は、第１項の規定にかかわ

らず、同項に規定する日後も、なおその効力を有す

る。 

 

（政令への委任） 

第３条 前条第２項から第４項までに規定するもの

のほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、

政令で定める。 

 

（検討） 

第４条 政府は、この法律の施行後３年を経過した場

合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要

があると認めるときは、この法律の規定について検

討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる

ものとする。 

 

（社会保険労務士法の一部改正） 

第５条 社会保険労務士法（昭和 43 年法律第 89 号）

の一部を次のように改正する。 

別表第１第 20 号の 25 の次に次の１号を加える。 

20 の 26 女性の職業生活における活躍の推進に関

する法律（平成 27 年法律第 64 号） 

 

（内閣府設置法の一部改正） 

第 6 条 内閣府設置法（平成 11 年法律第 89 号）の

一部を次のように改正する。 

附則第２条第２項の表に次のように加える。 

平成 38 年３

月３1 日 

女性の職業生活における活躍の推

進に関する基本方針（女性の職業生

活における活躍の推進に関する法

律（平成 27 年法律第 64 号）第５

条第１項に規定するものをいう。）

の策定及び推進に関すること。 

 

 

 

 

 

 



 
  
 

97 

 

（６）仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章 

 
我が国の社会は、人々の働き方に関する意識や環

境が社会経済構造の変化に必ずしも適応しきれず、

仕事と生活が両立しにくい現実に直面している。 

誰もがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事

上の責任を果たす一方で、子育て・介護の時間や、

家庭、地域、自己啓発等にかかる個人の時間を持て

る健康で豊かな生活ができるよう、今こそ、社会全

体で仕事と生活の双方の調和の実現を希求してい

かなければならない。 

仕事と生活の調和と経済成長は車の両輪であり、

若者が経済的に自立し、性や年齢などに関わらず誰

もが意欲と能力を発揮して労働市場に参加するこ

とは、我が国の活力と成長力を高め、ひいては、少

子化の流れを変え、持続可能な社会の実現にも資す

ることとなる。 

そのような社会の実現に向けて、国民一人ひとり

が積極的に取り組めるよう、ここに、仕事と生活の

調和の必要性、目指すべき社会の姿を示し、新たな

決意の下、官民一体となって取り組んでいくため、

政労使の合意により本憲章を策定する。 

 

〔いま何故仕事と生活の調和が必要なのか〕 

（仕事と生活が両立しにくい現実） 

仕事は、暮らしを支え、生きがいや喜びをもたら

す。同時に、家事・育児、近隣との付き合いなどの

生活も暮らしには欠かすことはできないものであ

り、その充実があってこそ、人生の生きがい、喜び

は倍増する。 

しかし、現実の社会には、 

・安定した仕事に就けず、経済的に自立することが

できない、 

・仕事に追われ、心身の疲労から健康を害しかねな

い、 

・仕事と子育てや老親の介護との両立に悩む 

・など仕事と生活の間で問題を抱える人が多く見ら

れる。 

 

（働き方の二極化等） 

その背景としては、国内外における企業間競争の

激化、長期的な経済の低迷や産業構造の変化により、

生活の不安を抱える正社員以外の労働者が大幅に

増加する一方で、正社員の労働時間は高止まりした

ままであることが挙げられる。他方、利益の低迷や

生産性向上が困難などの理由から、働き方の見直し

に取り組むことが難しい企業も存在する。 

 

（共働き世帯の増加と変わらない働き方・役割分担意

識） 

さらに、人々の生き方も変化している。かつては

夫が働き、妻が専業主婦として家庭や地域で役割を

担うという姿が一般的であり、現在の働き方は、こ

のような世帯の姿を前提としたものが多く残って

いる。 

しかしながら、今日では、女性の社会参加等が進

み、勤労者世帯の過半数が、共働き世帯になる等

人々の生き方が多様化している一方で働き方や子

育て支援などの社会的基盤は必ずしもこうした変

化に対応したものとなっていない。また、職場や家

庭、地域では、男女の固定的な役割分担意識が残っ

ている。 

 

（仕事と生活の相克と家族と地域・社会の変貌） 

このような社会では、結婚や子育てに関する人々

の希望が実現しにくいものになるとともに、「家族

との時間」や「地域で過ごす時間」を持つことも難

しくなっている。こうした個人、家族、地域が抱え

る諸問題が少子化の大きな要因の１つであり、それ

が人口減少にも繋がっているといえる。 

また、人口減少時代にあっては、社会全体として

女性や高齢者の就業参加が不可欠であるが、働き方

や生き方の選択肢が限られている現状では、多様な

人材を活かすことができない。 

  

 

（多様な働き方の模索） 

一方で働く人々においても、様々な職業経験を通

して積極的に自らの職業能力を向上させようとす

る人や、仕事と生活の双方を充実させようとする人、

地域活動への参加等をより重視する人などもおり、

多様な働き方が模索されている。 

また、仕事と生活の調和に向けた取組を通じて、

「ディーセント・ワーク（働きがいのある人間らし

い仕事）」の実現に取り組み、職業能力開発や人材

育成、公正な処遇の確保など雇用の質の向上につな

げることが求められている。ディーセント・ワーク

の推進は、就業を促進し、自立支援につなげるとい

う観点からも必要である。 

加えて、労働者の健康を確保し、安心して働くこ

とのできる職場環境を実現するために、長時間労働

の抑制、年次有給休暇の取得促進、メンタルヘルス

対策等に取り組むことが重要である。 

 

（多様な選択肢を可能とする仕事と生活の調和の必

要性） 

いま、我々に求められているのは、国民一人ひと

りの仕事と生活を調和させたいという願いを実現
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するとともに、少子化の流れを変え、人口減少下で

も多様な人材が仕事に就けるようにし、我が国の社

会を持続可能で確かなものとする取組である。 

働き方や生き方に関するこれまでの考え方や制

度の改革に挑戦し、個々人の生き方や子育て期、中

高年期といった人生の各段階に応じて多様な働き

方の選択を可能とする仕事と生活の調和を実現し

なければならない。 

個人の持つ時間は有限である。仕事と生活の調和

の実現は、個人の時間の価値を高め、安心と希望を

実現できる社会づくりに寄与するものであり、「新

しい公共」※の活動等への参加機会の拡大などを通

じて地域社会の活性化にもつながるものである。ま

た、就業期から地域活動への参加など活動の場を広

げることは、生涯を通じた人や地域とのつながりを

得る機会となる。 

※「新しい公共」とは、行政だけでなく、市民やＮＰ

Ｏ、企業などが積極的に公共的な財・サービスの提

供主体となり、教育や子育て、まちづくり、介護や

福祉などの身近な分野で活躍することを表現する

もの。 

 

（明日への投資） 

仕事と生活の調和の実現に向けた取組は、人口減

少時代において、企業の活力や競争力の源泉である

有能な人材の確保・育成・定着の可能性を高めるも

のである。とりわけ現状でも人材確保が困難な中小

企業において、その取組の利点は大きく、これを契

機とした業務の見直し等により生産性向上につな

げることも可能である。こうした取組は、企業にと

って「コスト」としてではなく、「明日への投資」

として積極的にとらえるべきである。 

以上のような共通認識のもと、仕事と生活の調和

の実現に官民一体となって取り組んでいくことと

する。 

 

〔仕事と生活の調和が実現した社会の姿〕 

１ 仕事と生活の調和が実現した社会とは、「国民一人

ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事

上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などに

おいても、子育て期、中高年期といった人生の各段

階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会」

である。 

 

具体的には、以下のような社会を目指すべきであ

る。 

１ 就労による経済的自立が可能な社会 

経済的自立を必要とする者とりわけ若者がいき

いきと働くことができ、かつ、経済的に自立可能な

働き方ができ、結婚や子育てに関する希望の実現な

どに向けて、暮らしの経済的基盤が確保できる。 

  

２ 健康で豊かな生活のための時間が確保できる社

会 

働く人々の健康が保持され、家族・友人などとの

充実した時間、自己啓発や地域活動への参加のため

の時間などを持てる豊かな生活ができる。 

３ 多様な働き方・生き方が選択できる社会 

性や年齢などにかかわらず、誰もが自らの意欲と

能力を持って様々な働き方や生き方に挑戦できる

機会が提供されており、子育てや親の介護が必要な

時期など個人の置かれた状況に応じて多様で柔軟

な働き方が選択でき、しかも公正な処遇が確保され

ている。 

 

〔関係者が果たすべき役割〕 

２ このような社会の実現のためには、まず労使を始

め国民が積極的に取り組むことはもとより、国や地

方公共団体が支援することが重要である。既に仕事

と生活の調和の促進に積極的に取り組む企業もあ

り、今後はそうした企業における取組をさらに進め、

社会全体の運動として広げていく必要がある。 

そのための主な関係者の役割は以下のとおりで

ある。また、各主体の具体的取組については別途、

「仕事と生活の調和推進のための行動指針」で定め

ることとする。 

取組を進めるに当たっては、女性の職域の固定化

につながることのないように、仕事と生活の両立支

援と男性の子育てや介護への関わりの促進・女性の

能力発揮の促進とを併せて進めることが必要であ

る。 

 

（企業と働く者） 

（１）企業とそこで働く者は、協調して生産性の向上

に努めつつ、職場の意識や職場風土の改革とあわせ

働き方の改革に自主的に取り組む。 

 

（国民） 

（２）国民の一人ひとりが自らの仕事と生活の調和の

在り方を考え、家庭や地域の中で積極的な役割を果

たす。また、消費者として、求めようとするサービ

スの背後にある働き方に配慮する。 

 

（国） 

（３）国民全体の仕事と生活の調和の実現は、我が国

社会を持続可能で確かなものとする上で不可欠で

あることから、国は、国民運動を通じた気運の醸成、

制度的枠組みの構築や環境整備などの促進・支援策

に積極的に取り組む。 

 

（地方公共団体） 

（４）仕事と生活の調和の現状や必要性は地域によっ

て異なることから、その推進に際しては、地方公共

団体が自らの創意工夫のもとに、地域の実情に応

じた展開を図る。 
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（７）附属機関及び懇話会等に関する指針 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この指針は、本市における附属機関及び懇話会等の設置及び運営等に関し必要な事項を定め

るものとする。 

（定義） 

第２条 この指針において「附属機関」とは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の

４第３項の規定に基づき法律若しくは条例の定めるところにより、又は地方公営企業法（昭和２７

年法律第２９２号）第１４条の規定に基づき条例の定めるところにより本市が設置する調停、審査、

諮問又は調査のための機関をいう。 

２ この指針において「懇話会等」とは、附属機関とは異なり、行政運営上の意見交換、懇談等を行

うものであり、市民、関係行政機関、関係団体、学識経験者等から広く意見を聴取し、市政に反映

させることを主な目的として、本市が開催する会合をいう。 

第２章 附属機関 

（附属機関の設置の基準） 

第３条 附属機関は、法律により設置が義務付けられているものを除き、他の行政手段又は現に設置

している附属機関ではその目的を達成することができないものについて、目的並びに委員の数、選

任区分及び任期を定め、設置するものとする。 

２ 附属機関の所掌事務が臨時的なものである場合は、当該附属機関の設置期間を設けるものとする。 

（附属機関の会議） 

第４条 附属機関の会議の開催に当たっては、効果的かつ効率的に行うため、次に掲げる事項に留意

するものとする。 

（１） 会議は、必要とする最少限度において開催すること。 

（２） 会議の資料は、原則として会議の開催前に配布すること。 

（附属機関の見直し） 

第５条 現に設置している附属機関で、法律により設置が義務付けられているものを除き、次の各号

のいずれかに該当する場合は、廃止し、又は他の附属機関と統合するものとする。 

（１） 目的を達成したもの 

（２） 社会経済情勢の変化等により設置の必要性が著しく低下したもの 

（３） 他の行政手段により目的を達成することが可能なもの 

（４） 他の附属機関と目的、所掌事務又は委員の構成が類似し、又は重複しているもの 

（５） その他行政の総合性及び効率性の確保のため、廃止又は他の附属機関との統合が望ましいも

の 

（附属機関の設置等の調整） 

第６条 附属機関の主管課長は、当該附属機関を設置し、廃止し、又は他の附属機関と統合しようと

する場合には、あらかじめ、総務部行政総務課長（以下「行政総務課長」という。）に協議しなけれ

ばならない。 

（委員選任の基準） 
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第７条 附属機関の委員の選任に当たっては、幅広い意見及び専門的視点からの意見の反映並びに公

正の確保を図るため、次に掲げる事項に留意するものとする。ただし、専門的知識又は経験を有す

る者が他に得られない場合には、第３号及び第６号の規定を除くことができる。 

（１） 広く各界各層の中から適任者を選任するようにすること。 

（２） 団体から委員を選任する場合は、当該団体内の適任者の推薦を得る等当該団体の長のみの選

任とならないようにすること。 

（３） 委員を委嘱する日における年齢が７５歳以下である者を選任すること。 

（４） 女性委員の登用については、「ひらつか男女共同参画プラン２０１７（平成２９年２月策定）」

に掲げた目標を踏まえて行うこと。 

（５） 委員には、本市の職員を選任しないものとすること。ただし、特別な理由がある場合は、こ

の限りでない。 

（６） 委員は、在任期間が６年を超えないこと。 

（委員の重複選任の制限） 

第８条 同一人を複数の附属機関の委員に選任する場合は、前条ただし書に規定する場合を除き、３

機関までとする。 

（公募による委員の選任） 

第９条 市民の市政への積極的な参加を推進するとともに、幅広い市民の意見を反映させるため、附

属機関の委員は、その一部を公募により選任するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当

する場合は、この限りでない。 

（１） 弁護士又は医師等の専門的知識、技術又は経験等を有する者を充てる必要があるとき。 

（２） 利害関係者の処分に関する内容を扱うとき。 

（３） 附属機関の目的、審議事項等に照らして、公募による選任が適当でないと認められるとき。 

（公募委員選任の基準） 

第１０条 附属機関の公募による委員（以下「公募委員」という。）の選任の基準は、次に掲げるとお

りとする。 

（１） 公募委員の人数は、原則として当該附属機関の委員の実数のおおむね２０パーセントとする。 

（２） 同じ団体に所属している者が、同一の附属機関の公募委員に２人以上となることはできない。 

（３） 公募委員は、再任しないものとする。 

（４） 公募委員の男女の人数の割合は、原則として同じ割合とする。 

（公募委員の応募資格） 

第１１条 公募委員に応募することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

（１） 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）により本市の住民基本台帳に記録されている者

で、かつ、引き続き１年以上本市に居住している者 

（２） 原則として委員を委嘱する日における年齢が１８歳以上（高校生を除く。）である者 

（３） 本市の職員及び議員でない者 

（４） 他の附属機関の委員でない者 

（５） 平塚市暴力団排除条例（平成２３年条例第９号）第２条第４号に規定する暴力団員等でない

者 

（公募の方法等） 

第１２条 公募委員の募集に当たっては、選任予定日のおおむね２箇月前までに、次に掲げる事項に

ついて広報紙又はホームページへの掲載その他の方法により広く周知するとともに、１箇月程度の
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応募期間を設けるものとする。 

（１） 附属機関の名称及び所掌事務 

（２） 公募する委員の人数 

（３） 任期 

（４） 応募資格 

（５） 応募方法及び応募期間 

（６） 選考方法 

（７） その他必要と認める事項 

（公募委員の申込方法） 

第１３条 公募委員の申込みは、応募しようとする者から、原則として次に掲げる事項（第３号に掲

げる事項については、任意とする。）を記載した申込書（以下「申込書」という。）の提出を受ける

ことにより行うものとする。 

（１） 申し込む附属機関の名称 

（２） 住所、氏名、電話番号、性別及び生年月日 

（３） 現在の職業 

（４） 応募の動機 

（５） 活動経験 

（６） その他必要と認める事項 

２ 提出を受けた申込書は、返還しないものとする。 

（公募委員の選考方法等） 

第１４条 公募委員の選考は、原則として本市の職員により構成する選考委員会を設置し、附属機関

の目的等を考慮して、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。 

（１） 申込書及び小論文等による選考 

（２） 面接による選考 

（３） その他執行機関が適当と認める方法による選考 

２ 委員の公募を行った場合において、応募がなかったとき、又は応募者が募集人員に満たないとき

は、公募によらず、その満たない人数の委員を選任することができる。 

（公募委員の応募者への通知） 

第１５条 選考結果については、全ての応募者に対し、速やかに、通知するものとする。 

（委員選任の合議） 

第１６条 附属機関の主管課長は、当該附属機関の委員を選任しようとする場合には、行政総務課長

に合議しなければならない。 

第３章 懇話会等 

（懇話会等の設置の基準） 

第１７条 懇話会等は、他の行政手段又は現に設置している懇話会等ではその目的を達成することが

できないものについて、目的及び設置期間を定め、設置するものとする。 

（懇話会等の運営） 

第１８条 懇話会等は、次に掲げる事項に従い、運営するものとする。 

（１） 組織としての意思決定をしないこと。 

（２） 代表者を置かないこと。 

（３） 懇話会等の参加者は、附属機関の委員の選任に係る規定を参考に選出すること。 
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（４） 懇話会等の名称については、「審議会」、「審査会」、「調査会」等附属機関と混同する名称を用

いないこと。 

（５） 懇話会等の目的等を定める場合は、「審議する」、「審査する」、「諮問する」、「答申する」、「建

議する」等附属機関と混同する目的等の表現を用いないこと。 

（懇話会等の会議） 

第１９条 懇話会等の会議の開催に当たっては、効果的かつ効率的に行うため、次に掲げる事項に留

意するものとする。 

（１） 会議は、必要とする最少限度において開催すること。 

（２） 会議の資料は、原則として会議の開催前に配布すること。 

２ 懇話会等の会議の招集は、市長等が行う。 

３ 懇話会等の会議の進行は、原則として当該懇話会等を所管する部署の職員が行う。ただし、必要

に応じて、懇話会等の参加者の中から会議の進行役を選出し、当該選出された参加者が行うことが

できる。 

（懇話会等の見直し） 

第２０条 現に開催している懇話会等で、次の各号のいずれかに該当する場合は、廃止し、又は他の

懇話会等と統合するものとする。 

（１） 目的を達成したもの 

（２） 社会経済情勢の変化等により設置の必要性が著しく低下したもの 

（３） 他の行政手段により目的を達成することが可能なもの 

（４） 他の懇話会等と目的が類似し、又は重複しているもの 

（５） その他行政の総合性及び効率性の確保のため、廃止又は他の懇話会等との統合が望ましいも

の 

（懇話会等の設置等の調整） 

第２１条 懇話会等の主管課長は、当該懇話会等を設置し、廃止し、又は他の懇話会等と統合しよう

とする場合には、あらかじめ、行政総務課長に協議しなければならない。 

（参加者選出の合議） 

第２２条 懇話会等の主管課長は、当該懇話会等の参加者を選出しようとする場合には、行政総務課

長に合議しなければならない。 

第４章 雑則 

（その他） 

第２３条 この基準に定めるもののほか、附属機関及び懇話会等の設置及び運営等に関し必要な事項

は、別に定める。 

附 則 

１ この指針は、決裁の日（平成２４年６月２０日）から施行する。 

２ 附属機関の委員の選任に関する規定はこの指針の施行の日（以下「施行日」という。）以後の委員

の選任から適用し、懇話会等の参加者の選出に関する規定は施行日以後の参加者の選出から適用す

る。 

附 則 

この指針は、平成２４年７月９日から施行する。 

この指針は、平成２９年４月１日から施行する。 
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（８）平塚市特定事業主行動計画 

○平塚市における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画 概要 

 

１ 計画期間 

平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日までの５年間とする。 

 

２ 計画策定の目的 

女性職員の職業生活における活躍の推進に関する法律第１５条に基づき、女性の職業生活におけ

る活躍を推進し、豊かで活力ある社会の実現を図るため、市長部局、議会局、選挙管理委員会事務

局、監査委員事務局、農業委員会事務局、市民病院、消防本部、平塚市教育委員会が事業主として

取り組むべき行動計画を定めるもの。 

 

３ 女性職員の活躍の推進に向けた数値目標（平成３２年度末まで） 

 

（１）長時間勤務 

時間外勤務時間数を、１割縮減する。 

（２）職員の任用 

ア 管理的地位にある職員に占める女性割合を２０％に引き上げる。 

イ 昇格試験受験者の男女比を、受験対象職員の男女比率と同比率に引き上げる。 

（３）仕事と家庭の両立 

ア 配偶者出産休暇の取得割合を 1００％に引き上げる。 

イ 男性職員の育児休業の取得率を１３％に引き上げる。 

（４）職員採用 

消防本部以外の部局（医師を除く） 

ア 採用者の女性割合を、平成２７年度実績である５０％で維持する。 

消防本部 

イ ２年に１人程度を採用し、平成３２年度までに３人程度を採用する。 

 

４ 女性職員の活躍の推進に向けた目標を達成するための取組 

 

（１）長時間勤務 

ア 時間外勤務の縮減に向け、市長から全職員向けのメッセージを発信 

イ 時間外勤務の縮減に向けた新たな制度の導入 

ウ ワークライフバランス推進に資する業務運営や職場づくりを重視した人事評価を実施 

（２）職員の任用 

ア 女性職員を人事・財政・企画・議会担当等、多様なポストに配置 

イ 女性職員のみを対象とする研修や外部研修へ派遣 

ウ 女性職員に対する多様なロールモデル・キャリアパス事例を紹介 

（３）仕事と家庭の両立 

ア 市長自らがイクボス宣言、男性職員の育児参画の推進 

イ 各種両立支援制度に関する情報をハンドブックにまとめ、庁内イントラへ掲示 

ウ 育児休業等からの円滑な復帰に資する研修を実施 

エ ワークライフバランス推進に資する研修を実施 

（４）職員採用 

女性が活躍できる職場であることをパンフレット、ホームページ等で広報 
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○第２期平塚市特定事業主行動前期計画～みんなで支える子育ていきいきプラン～ 概要  
 

【目的】  

全職員が取組について理解し、子育てをする職員を一丸となって支援することで、「子育てしながら

いきいき働ける職場環境」を作る。  

 

【目標】  

○希望する職員全員が育児休業及び育児休暇等を取得できるような環境づくり  

○年次休暇を職員１人あたり１２日以上取得できる環境づくり  

 

【計画期間】  

平成２７年度～平成３１年度  

 

【ポイント】  

○子育てする女性職員の活躍推進に向けた取組を新たに明記  

○子育て中の職員だけでなく、全職員のワーク・ライフバランスを推進  

  

 

「子育ていきいきプラン」の主な取組  

１ 仕事と子育て両立支援の取組の周知  

〇「子育て読本」による「各種制度や経済的支援の周知」 

〇研修等の場での周知による「管理職をはじめとした全職員の理解と意識の向上」  

 

２ 安心して出産・育児をすることができる環境の構築  

〇所属長との話し合いによる「計画的な休暇・休業の取得と負担軽減」 

〇定期的な業務分担の変更やマニュアル作成による「相互応援体制の強化」  

〇復帰時面談や職場研修実施による「育児休業取得者の職場復帰サポート」  

〇職場の支援による「子の看護休暇等の取得促進」 

 

３ 男性職員の子育て参加支援  

〇研修等の場での啓発による「男性職員の育児への参加意識の向上」 

〇所属長との面談による「父親の出産・育児に関わる休暇の取得促進」  

 

４ 子育てをする女性職員の活躍推進に向けた取組  

〇研修等の実施や研修機関への派遣による「女性職員へのキャリア形成支援」 

〇女性の活躍の場を広げるための「多様な職務機会の付与」  

 

５ ワーク・ライフバランスの推進  

〇研修等の場での啓発による、「ワーク・ライフバランス及びポジティブ・オフの推進」 

〇休暇取得予定の早期周知による「年次有給休暇・夏季休暇の取得促進」 

〇事務・事業の見直しや業務改善による「時間外勤務の縮減」
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